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省    令   指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準 

（平成18年３月14日厚生労働省令第34号） 

 

解    釈   指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準に

ついて（平成18年３月31日 老計発0331004・老振発0331004・老老発0331017） 

 

報 酬 基 準   指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準 
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留 意 事 項   指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密

着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施

上の留意事項について 

（平成18年３月31日 老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018） 
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厚労告 95   厚生労働大臣が定める基準（平成27年３月23日厚労告95） 

 

介護サービスQ＆A集  

厚生労働省ホームページ 

政策について＞分野別の政策一覧＞ 福祉・介護＞介護・高齢者福祉 

＞介護サービスＱ＆Ａ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html 
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１ 基準条例の制定 
 従前、指定居宅サービス及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等に関

する基準等については、厚生労働省及び厚生労働省令により全国一律の基準等が定められ

ていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律」（平成23年法律第37号。いわゆる「第１次一括法」）及び「介護サービ

スの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、「介護保険法」が改正

され、各地方自治体において、当該基準等の内容を条例で定めることとなりました。横須賀市

でも当該基準等を定める条例を制定し、平成25年４月１日から施行しました。 

 

２ 基準条例の改正 
 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律（平成26年法律第83号）及び介護保険法の規定に基づき、各基準省令が改正されたこと

に伴い、平成27年４月１日に各基準条例・基準条例施行規則・解釈通知を改正しました。 

 その後、平成30年４月１日に各基準条例を改正し、本市が独自に定めている基準以外は、

厚生省及び厚生労働省で定める基準の例によることとし、併せて制定方法を、基準省令に準

拠する旨の条文と、市独自基準の条文を表記する省令準拠方式に改正しました。また併せて

基準条例施行規則も改正しました。 

 

３ 条例の性格（解釈第一） 

 

 

 

 

 

 

●指定地域密着型サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満た

さない場合には、指定地域密着型サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に

違反することが明らかになった場合には、 

         

        相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、 

 

          相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、

当該勧告に対する対応等を公表し、 

 

          正当な理由が無く、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、相当の期間

を定めて当該勧告に係る措置をとるよう命令することができます。 

 

 （③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければなりません。） 

 

なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相

当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行わ

れていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）がで

 Ⅰ 条例の性格等 

〇 基準は、指定地域密着型サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限

度の基準を定めたものであり、常に満たされている必要があります。 

〇 指定地域密着型サービス事業者は、常にその事業の運営の向上に努めなければなり

ません。 

 

①勧告 

②公表 

③命令 
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きます。 

 

●ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ち

に指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができます。 

①次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき 

イ 指定地域密着型サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受

けなかったとき 

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者による

サービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき 

ハ 居宅介護支援事業者又はその従業者から、事業所の退居者を紹介することの対償

として、金品その他の財産上の利益を収受したとき。 

②利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき  

③その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき 

 

４ 指定地域密着型サービスの事業の一般原則（省令第３条） 
●利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めな

ければなりません。 

●指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市

町村、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サー

ビス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければなりません。 

●利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業

者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければなりません。 

●指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の２第１項に規定する介護

保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うように努めなければなり

ません。 

 

５ 看護小規模多機能型居宅介護の基本方針（省令第170条、解釈第３－８－１） 
●指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成１１年厚令37）第59条に規定する訪問看護の基本方針及び

第62条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければな

りません。 

●訪問看護基本方針（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第59条）  

指定訪問看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り

その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その

療養生活を支援し、心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければなりません。 

●小規模多機能型居宅介護基本方針（省令第62条） 

指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサ

ービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地

域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機

能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常

生活を営むことができるようにするものでなければなりません。 
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サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の実施に当たっては、次の要件を

満たす必要があります。（解釈第３－８－２（１）） 

 

① 事業者は、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について

３年以上の経験を有するものである必要があります。この場合、指定看護小規模多機能型

居宅介護以外の事業の経験についても当該経験に算入できます。また、「３年以上の経

験」については、当該指定日において満たしている必要があり、休止等、事業を運営してい

ない期間は除いて計算します。 

 

② サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所は、本体事業所（指定看護小規模多

機能型居宅介護事業所であって、緊急時訪問看護加算の届出をしており適切な看護サー

ビスを提供できる当該事業所に対する支援機能を有する事業所）を有する必要があります

が、ここでいう「支援機能を有する事業所」とは、当該本体事業所が次のいずれかに該当

することを指します。 

ａ 事業開始以降１年以上の本体事業所としての実績を有すること。 

ｂ 当該本体事業所の登録者数が、当該本体事業所において定められた登録定員の100

分の70を超えたことがあること。 

 

③ サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所は、本体事業所との密接な連携を確

保しつつ、運営するものであるため、次に掲げる要件をいずれも満たす必要があります。 

ａ 本体事業所とサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の距離は、自動車等

による移動に要する時間が概ね20分以内の近距離であること。 

ｂ １の本体事業所に係るサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の数は２箇所

までとし、また、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所１箇所及びサテライト

型小規模多機能型居宅介護事業所１箇所を合わせ２箇所までとします。 

 

④ 本体事業所とサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所は、同一の日常生活圏

域内に所在することが望ましいです。隣接する市町村における指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所とすることも差し支えありません。 

 

⑤ 市町村長は、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定に当たっては、他

の地域密着型サービスの指定の場合と同様、あらかじめ市町村に設置される地域密着型

サービス運営委員会等の意見を聴き、必要があると認められる場合は、指定の際に条件

を付す等により、事業の適正な運営に当たっての措置を講ずることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 

の実施要件 
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●人員基準とは、あくまでも最低限度配置することが義務づけられた基準値です。登録者に

対して適切なサービス提供ができるよう、適正な人員配置、勤務体制を定めてください。 

●通いサービスに従事する従業者、訪問サービスの提供にあたる従業者、夜間及び深夜の

勤務にあたる者、宿泊サービスの提供にあたる者を配置していない場合等、人員基準上必

要な人員を配置していない場合は、減算となる場合があります。 

●減算要件に該当しなくとも、１日でも人員欠如があれば人員基準違反となり、指導の対象と

なります。「減算にならなければ人員欠如があってもよい」とは考えず、人員基準を遵守し

てください。 

●急な職員の退職等により、人員基準欠如となった場合や、人員基準欠如になる見込みとな

った場合には、必ず市に報告し相談を行ってください。 

 

 

 

●常勤であり、原則として専ら当該事業所の管理者として従事する者でなければなりません。 

●ただし、以下の場合であって、管理業務に支障がないと認められるときには、他の職務を

兼ねることができます。 

①当該事業所の他の職務に従事する場合 

②同一の事業者によって設置された他の事業所、施設等の職務に従事する場合 

  ※他の事業所、施設等の職務に従事する時間帯も、当該看護小規模多機能型居宅介

護事業所の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把

握でき、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令に支障が生じないときに限ります。

（管理すべき事業所数が過剰であると判断される場合や、併設される入所施設にお

いて入所者に対しサービス提供を行う看護職員又は介護職員を兼務する場合、事

故発生時等の緊急時において管理者自身が速やかに当該指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所又は利用者へのサービス提供の現場に駆け付けることができな

い体制となっている場合などは、管理業務に支障があると考えられます。） 

 

●管理者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医

療院、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、３年以

上認知症である者の介護に従事した経験を有することが必要です。 

●管理者は、次のいずれかである必要があります。 

①認知症対応型サービス事業管理者研修を修了していること 

※「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講するには、「認知症介護実践者研修

（旧基礎課程を含む）」を修了していることが必要です。 

※管理者の変更の届出を行う場合、管理者交代時の研修の開催状況等を踏まえ、研修

の申込を行い、研修を修了することが確実に見込まれる場合は研修を修了していない

場合であっても差し支えありません。この場合は、必ず、事前に指導監査課へ相談し

てください。 

  

 Ⅲ 人員基準について 

１ 管理者（省令第172条、解釈第３－８－２（２）） 
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②保健師若しくは看護師 

※保健師及び看護師である場合には、管理者としてふさわしいと認められるものであっ

て、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第14条第３項の規定により保健

師又は看護師の業務の提示を命ぜられ、業務停止の期間終了後２年を経過しない者

に該当しない者 

※医療機関における看護、訪問看護又は訪問指導の業務に従事した経験のある者 

※管理者としての資質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していること

が望ましい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレワークについて 
 

介護事業所等の管理者は、当該介護事業所等の管理上支障が生じない範囲内（※）において、テ

レワークを行うことが可能です。 

 

※管理上支障が生じない範囲の具体的な考え方 

（１）管理者がテレワークを行い、介護事業所等を不在とする場合であっても、サービスごとに運営

基準上定められた管理者の責務（例えば、通所介護の場合、従業者の管理、利用の申込みに

係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理及び従業者に運営基準を遵守させるため必

要な指揮命令）を管理者自らが果たす上で支障が生じないよう体制を整えておくこと。その際、

管理者本人及び管理者以外の従業者に過度な負担が生じることのないよう、留意すること。 

（２）特に、利用者及び従業者と管理者の間で適切に連絡が取れる体制を確保すること。また、管

理者は利用者、従業者及びその他関係者と、テレワークを円滑に行えるような関係を日頃から

築いておくこと。 

（３）事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時等、管理者がテレワークを行う場合にお

ける緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、必要に応じて管理者

自身が速やかに出勤できるようにしておくこと。 

（４）管理者としてテレワークを行うことができる日数・時間数については、介護サービスの種類や

介護事業所等の実態等に応じて、各事業者において個別に判断すること。ただし、他の職種を

兼務する管理者がテレワークを行う場合、管理者以外の各職種の人員配置基準に違反しない

ようにすること。 

（５）上記（１）～（４）について、利用者やその家族、都道府県、市町村等から求めがあれば、適切

かつ具体的に説明できるようにすること。 

 

その他、テレワークの環境整備に関する事項等の記載もありますので、「情報通信機器を活用し

た介護サービス事業所・施設等における管理者の業務の実施に関する留意事項について」（令和５

年９月５日厚生労働省老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課通知）及び

「介護サービス事業所・施設等における情報通信機器を活用した業務の実施に関する留意事項につ

いて」（令和６年３月29日老高発0329第２号、老認発0329第５号、老老発0329第１号）を参照してくだ

さい。 
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●介護従業者については、介護福祉士や訪問介護員の資格等は必ずしも必要としませんが

介護等に対する知識、経験を有する者であることを原則とします。なお、これ以外の介護従

業者にあっても研修の機会を確保することなどにより質の向上を図ってください。 

●夜間及び深夜の時間帯は、事業所ごとに、宿泊サービスの利用者の生活サイクル等に応

じて設定するものとします。これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外のサービスの提

供に必要な介護従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な

介護従業者を確保してください。 

 

（１）夜間及び深夜の時間帯以外 

①通いサービス 

●常勤換算方法で、利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②訪問サービス 

●常勤換算方法で、２以上 

 

  【ポイント】 

●日々の人員配置については、通いサービスの利用者数に対して３対１以上の人員配

２ 介護従業者（省令第171条、解釈第３－８－２（１）） 

通いサービスの利用定員を15名、 

日中の勤務帯を午前６時から午後９時までの15時間、 

常勤の職員の勤務時間を８時間とした場合 

              

日中の常勤の介護従業者は５名（15名÷３名）となり、日中の15時間の間に、 

８時間×５名＝延べ40時間分のサービスが提供されることが必要となります。 

 

例 

常勤要件について（介護サービス関係 Q&A集 ５） 

Ｑ：各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第１項に規定する所定労働時間の

短縮措置の適用対象となるのか？ 

Ａ：労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除

外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に該当する場

合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくてもよい。 

なお、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、同法の解釈として、労働条件

の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれ

ず、実態に即して判断すべきであるとされている。このため、職場で「管理職」として取り扱われ

ている者であっても、同号の管理監督者に当たらない場合には、所定労働時間の短縮措置を講

じなければならない。 

また、同号の管理監督者であっても、育児・介護休業法第23条第1項の措置とは別に、同項の所

定労働時間の短縮措置に準じた制度を導入することは可能であり、こうした者の仕事と子育て

の両立を図る観点からは、むしろ望ましいものである。 
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置を行ってください。（この場合、前年度の利用者が当該年度の利用者よりも多かった

場合は、単に当該年度の利用者に対する３対１の配置では、人員基準を下回ることと

なりますので注意が必要です。） 

●通いサービスの人員配置は、その日ごとの状況に応じて判断する必要がありますが、

単に利用者がいないことを理由に職員配置をしないということではなく、利用者に何ら

かの形で関われるような人員配置を行ってください。 

●通いサービス３：１以上、訪問サービス２以上をそれぞれのサービスに固定しなければ

ならないというわけではなく、介護従業者全体で通いサービス及び訪問サービスを行

うことで差し支えありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）夜間及び深夜の時間帯 

●夜間及び深夜の勤務に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必

要な数以上 

 

【ポイント】 

●宿泊サービスの利用者が１人であっても、訪問サービスの対応のため、夜勤１名と宿直

１名の計２名が最低限必要となります。この場合、必ずしもいずれか１名以上が看護職

員である必要はありませんが、電話等による連絡体制は確保してください。 

●宿泊サービスの利用者がいない場合であって、夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者

に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは、夜間及

び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる従業者を置か

ないことができます。 

●宿直職員は、主として登録者から連絡を受けて訪問サービスに対応するために配置され

るものであることから、連絡を受けた後、事業所から登録者宅へ訪問するのと同程度の

対応ができるなど、随時の訪問サービスに支障がない体制が整備されているのであれ

ば、必ずしも事業所内で宿直する必要はありません。 

利用者の数（前年度の平均値とします。） 

平均値は、次のいずれかで算出します。 

①前年度の利用者の延べ数（一日ごとの同時に通いサービスの提供を受けた者の数の

最大値を合計したもの。）を当該前年度の日数で除して得た数（小数点第二位以下を

切り上げ）  

②新規に指定を受け、若しくは事業を再開し、又は増床した事業所において、指定等に

係る部分について前年度における実績が12月に満たない場合は、次の通りとします。 

ア 指定等の時点から６月に満たないとき・・・通いサービスの利用定員の90％ 

イ 指定等の時点から12月に満たないとき 

・・・直近の６月における利用者の延べ数を当該６月の日数で除して得た数 

ウ 指定等の時点から12月以上経過しているとき 

・・・直近の12月における利用者の延べ数を当該12月の日数で除して得た数 

③減床の場合は、減床後の利用者の延べ数を当該減床後の日数で除して得た数（小数

点第二位以下を切り上げます。） 

④新規に指定を受ける場合は、②にかかわらず、推定数を３以上の数で、指定の際に事

業者からあらかじめ届け出られた通いサービスの利用者見込数とすることができま

す。この場合において、届け出られた通いサービスの利用見込数を超える状況となれ

ば、事業者は届出内容を変更しなければなりません。 
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（３）保健師、看護師又は准看護師 

●介護従業者のうち１以上の者は、常勤の保健師又は看護師でなければなりません。 

●介護従業者のうち常勤換算方法で２．５以上の者は看護職員（保健師、看護師又は准看

護師）でなければなりません。 

●通いサービス及び訪問サービスにあたる介護従業者のうち、１以上の者は看護職員で

なければなりません。 

 

【ポイント】 

●指定訪問看護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護

事業と指定訪問看護事業が同じ事業所で一体的に運営されている場合、指定訪問看護

事業所において人員基準を満たすことにより看護小規模多機能型居宅介護事業におい

ても常勤換算方法で２．５以上配置しているとみなすことができます。 

 

（４）兼務可能な範囲 

●併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設、介護医療院 

 

【ポイント】 

●「居住」に移行してからもなじみの関係を保てるよう、指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所と「居住」の事業所は、人員としては一体のものとして、運営することが可能で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●登録者に係る居宅サービス計画及び看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従

事する介護支援専門員を置かなければなりません。 

●ただし、利用者の処遇に支障がないことを前提に次の場合は兼務が可能です。 

①当該事業所の他の職務に従事する場合（管理者との兼務も可能です。） 

②併設する指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定地域密着型特定施設、指定地

域密着型介護老人福祉施設、介護医療院の職務に従事する場合 

●介護支援専門員は、非常勤でも差し支えありません。 

 

３ 介護支援専門員（省令第171条、解釈第３－８－２（１）） 

人員・設備等の取扱い（介護サービス関係 Q&A集 2514） 

Ｑ：複合型サービスの看護職員は、日中の通いサービスと訪問サービスを行う各サービスで１名以

上必要とあるが、常勤換算方法で各サービスに１以上必要ということか。また、日中のサービス

提供時間帯を通じて必要な看護サービスが提供される職員配置とすることとあるが、具体的な人

員は決められているのか。 

Ａ：日中の通いサービスと訪問サービスの各サービスで１名以上各サービスの提供に当たる看護

職員が必要であるが、常勤換算方法で１以上は不要である。なお、日中のサービスにおいて必

要となる看護職員の配置数は一律に示していないが、利用者の状態に応じて適切に対応するこ

とが必要である。 
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●小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了していなければなりません。 

※「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」を受講するには、「認知症介護実践者研修

（旧基礎課程を含む）」を修了していることが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●代表者は、次のいずれかに該当すること 

①次のいずれかの経験を有する者であって、認知症対応型サービス事業者開設者研修を

修了している者 

ⅰ 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健施設、介護医療院、

指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所、指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として、認知

症である者の介護に従事した経験を有する者 

ⅱ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者 

 

※代表者交代時に「認知症対応型サービス事業開設者研修」が開催されていないことに

より、当該代表者が「認知症対応型サービス事業開設者研修」を修了していない場合

（代表者が保健師若しくは看護師の場合を除く。）、代表者交代の半年後又は次回の

「認知症対応型サービス事業開設者研修」日程のいずれか早い日までに「認知症対

応型サービス事業開設者研修」を修了することで差し支えありません。その際は、事

前に指導監査課までご相談ください。 

 

②保健師若しくは看護師 

※保健師及び看護師については、代表者としてふさわしいと認められるものであって、

保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第14条第３項の規定により保健師

又は看護師の業務の提示を命じられ、業務停止の期間終了後２年を経過しない者に

該当しない者である必要があります。また、医療機関における看護、訪問看護又は訪

問指導の業務に従事した経験のある者である必要があり、さらに、管理者としての資

質を確保するために関連機関が提供する研修等を受講していることが望ましいとされ

ています。 

 

【ポイント】 

●代表者とは、基本的には、運営している法人の代表者であり、理事長や代表取締役が該

当しますが、法人の規模によって、理事長や代表取締役をその法人の地域密着型サービ

ス部門の代表者として扱うのは合理的ではないと判断される場合においては、地域密着型

サービスの事業部門の責任者などを代表者として差し支えありません。したがって、指定看

介護支援専門員の基本的な業務 

●登録者の看護小規模多機能型居宅介護以外の居宅サービスを含めた「居宅サービス

計画」の作成 

●法定代理受領の要件である看護小規模多機能型居宅介護の利用に関する市町村へ

の届出の代行 

●看護小規模多機能型居宅介護の具体的なサービス内容等を記載した「看護小規模多

機能型居宅介護計画」の作成 

４ 代表者（省令第173条、解釈第３－８－２（３）） 
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護小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請書に記載する代表者と異なることがありま

す。なお、管理者とは、各事業所の責任者を指すものであり、各法人の代表者と異なります

が、例えば、法人が一つの介護サービス事業所のみを運営している場合は、代表者と管理

者が同一であることも想定されます。 

 

 

 

（１）管理者 

●本体事業所の管理上支障がない場合は、サテライト型事業所の管理者は、本体事業所

の管理者をもって充てることができます。 

 

（２）介護従業者 

①夜間及び深夜の時間帯以外（訪問サービス） 

●訪問サービスの提供に当たる介護従業者については、本体事業所の職員によりサテラ

イト型事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは、２人以上（常勤換

算ではない）とすることができます。 

 

【ポイント】 

●本体事業所とサテライト事業所における訪問サービスは一体的に提供することが可能で

あり、本体事業所の介護従業者がサテライト型事業所の登録者に対し、サテライト型事

業所の介護従業者が本体事業所の登録者に対し、それぞれ訪問サービスを提供するこ

とができます。 

 

②夜間及び深夜の時間帯 

●本体事業所において宿直勤務を行う介護従業者により、サテライト型事業所の登録者の

処遇が適切に行われると認められるときには、宿直を置かないことができます。 

 

【ポイント】 

●サテライト事業所の登録者の処遇に支障がない場合は、本体事業所において宿泊サー

ビスを提供することができるこことされていますが、本体事業所においてサテライト事業

所の登録者を宿泊させる際は、当該本体事業所との行事等の共同実施や、本体事業所

の介護従業者による訪問サービスの提供により、本体事業所の従業者とのなじみの関

係の構築を行うよう努めてください。 

●本体事業所の登録者がサテライト型事業所の宿泊サービスを受けることは認められて

いません。 

 

③看護職員（保健師、看護師又は准看護師） 

●常勤換算方法で１以上 

 

【ポイント】 

●本体事業所の看護職員は適切にサテライト型事業所の登録者を支援してください。 

 

（３）介護支援専門員 

●本体事業所の介護支援専門員によりサテライト型事業所の登録者に対して居宅サービ

５ サテライト型事業所の人員基準の緩和（省令第171条・第172条、解釈第３－８－２） 
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ス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、看護小規模多機能

型居宅介護計画の作成に専ら従事する「小規模多機能型サービス等計画作成担当者

研修」を修了している者を置くことができます。 

 

【ポイント】 

●研修修了者はサテライト型事業所の登録者に係る看護小規模多機能型居宅介護計画

の作成に従事するものであり、「登録者の看護小規模多機能型居宅介護以外の居宅サ

ービスを含めた「居宅サービス計画」の作成」及び「法定代理受領の要件である看護小

規模多機能型居宅介護の利用に関する市町村への届出の代行」については、本体事業

所の介護支援専門員が行わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）常勤 

●当該看護小規模多機能型居宅介護事業所における勤務時間が、当該事業所において

定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間に勤務すべき時間数が32時

間を下回る場合は32時間を基本とする）に達していることをいいます。 

●ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和

47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母子健康管理措置」という。）又

は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法

第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における

治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける所定労

働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措

置」という。）が講じられている者については、利用者の処遇に支障のない体制が事業所

として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取

り扱うことができます。 

●また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所（同一敷地内に所在する

又は道路を隔てて隣接する事業所をいう。ただし、管理上支障がない場合は、その他の

事業所を含む。）の職務で、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支え

ないと考えられるものについては、職種ごとの時間数の合計が常勤の従業者が勤務す

べき時間数に達していれば、常勤の要件を満たします。 

●また、人員基準において常勤要件が設けられている場合、従事者が労働基準法（昭和

22年法律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、母性健康管

６ 用語の定義（省令第２条、解釈第２－２） 

サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所（介護サービス関係 Q&A集 2530） 

Ｑ：訪問サービスは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所であ

る看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対し、それぞれの職員によりサービスを行

わないといけないか。 

Ａ：訪問サービスについては、本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所及びサテラ

イト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業員は、相互の利用者に対しサービスを提供

することができる。 
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理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、

同条第２号に規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第23条第２項の育児

休業に関する制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２号にかかる部分に限る。）

の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による

休業（以下「育児休業に準ずる休業」という。）を取得中の期間において、当該人員基準

において求められる資質を有する複数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換

算することにより、人員基準を満たすことが可能であることとします。 

 

（２）常勤換算方法 

●当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の職員が勤務すべき

時間数（32時間を下回る場合は、32時間を基本とします。）で除することにより、当該事

業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいいます。（小数点第二

位以下を切り捨て） 

●この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤

務時間数の延べ数であり、例えば、例えば、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

と指定認知症対応型共同生活介護事業所を併設している場合であって、介護従業者を

兼務している場合、指定看護小規模多機能型居宅介護従業者としての勤務時間だけを

算入することとなります。 

●育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が講じられている場合、30

時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間

数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とします。 

 

（３）勤務延時間数 

●勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービ

スの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含む。）として明確に位置付けられ

ている時間の合計数をいいます。 

●従業者一人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所にお

いて常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とします。 

 

（４）専ら従事する、専ら提供に当たる 

 ●原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをい

います。この場合のサービス提供時間とは、当該従業者の当該事業所における勤務時

間をいうものであり、常勤、非常勤の別を問いません。 
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常勤換算方法により算定される従業者の休暇等の取扱い（介護サービス関係 Q&A集 １） 

Ｑ：常勤換算方法により算定される従業者が出張したり、また休暇を取った場合に、その出張や休

暇に係る時間は勤務時間としてカウントするのか。 

Ａ：常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所

において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算す

る方法」であり、また、「勤務延時間数」とは、「勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事

する時間（又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間（待機の時間を含

む））として明確に位置づけられている時間の合計数」である。 

以上から、非常勤の従業者の休暇や出張（以下「休暇等」）の時間は、サービス提供に従事する

時間とはいえないので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 

なお、常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2－2－(3）における勤

務体制を定められている者をいう。）の休暇等の期間についてはその期間が暦月で1月を超える

ものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする。 

 

人員配置基準における両立支援（介護サービス関係 Q&A集 ６） 

Ｑ：人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育

児・介護休業等を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算すること

で、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「 同等の資質を有する 」かについてどのよう

に判断するのか。 

Ａ：介護現場において、仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防

止・定着促進を図る観点から、以下の取扱いを認める。 

＜常勤の計算＞ 

育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加え、同法による介護の短時

間勤務制度や、男女雇用機会均等法による母性健康管理措置としての勤務時間の短縮等を利

用する場合についても、30時間以上の勤務で、常勤扱いとする。 

＜常勤換算の計算＞ 

職員が、育児・介護休業法による短時間勤務制度や母性健康管理措置としての勤務時間の短縮

等を利用する場合、週30時間以上の勤務で、常勤換算上も１と扱う。 

＜同等の資質を有する者の特例＞ 

「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業、育児休業に準ずる休

業、母性健康管理措置としての休業を取得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員

を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める 。 

なお、「同等の資質を有する」とは、当該休業を取得した職員の配置により満たしていた、勤続年

数や所定の研修の修了など各施設基準や加算の算定要件として定められた資質を満たすことで

ある。 
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（１）登録定員 

 ●登録定員は、29人以下です。  

 ●サテライト型事業所の登録定員は、18人以下です。 

 

 【注意】 

●利用者は１か所の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行

うことができるものであり、複数の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用は

認められません。 

 

（２）利用定員 

 ①通いサービス 

●登録定員の２分の１から15人までです。 

●登録定員が26人以上29人以下の場合の通いサービスの利用定員は、以下のとおりで

す。 

登録定員 利用定員 

２６人又は２７人 １６人 

２８人 １７人 

２９人 １８人 

●サテライト型事業所は登録定員の２分の１から１２人までです。 

 

②宿泊サービス 

●通いサービスの利用定員の３分の１から９人までです。 

●サテライト型事業所は通いサービスの利用定員の３分の１から６人までです。 

 

【ポイント】 

●利用定員については、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において１日当たり

の同時にサービスの提供を受ける者の上限を指すものであり、１日当たりの延べ人数では

ありません。 

●養護老人ホームの入所者は、指定看護小規模多機能型居宅介護は利用できません。 

 

 

 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火設

備、その他非常災害に際して必要な設備、その他指定看護小規模多機能型居宅介護の提供

に必要な設備及び備品等を備えなければなりません。 

また、利用者に対するサービス提供に支障がない場合を除き、専ら当該看護小規模多機

能型居宅介護の事業の用に供するものでなければなりません。 

 

 

 Ⅳ 設備基準について 

１ 登録定員及び利用定員について（省令第174条、解釈第３－８－３（１）） 

２ 設備及び備品（省令第175条、解釈第３－８－３（２）） 
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（１）居間及び食堂 

●機能を十分に発揮しうる適当な広さを確保していることが必要です。 

●同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが

望ましいです。 

●原則として利用者及び従業者が一堂に会するのに充分な広さを確保することが必要で

す。 

●通い定員が15人以上の場合１人あたり３㎡以上確保することが必要です。 

 

（２）宿泊室 

●一の宿泊室の定員は、１人としてください。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場

合は、２人とすることができます。 

●一の宿泊室の床面積は、7.43㎡以上であることが必要です。 

●個室以外の宿泊室を設ける場合の個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は、おお

むね7.43㎡に宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積

以上とします。また、利用者のプライバシーが確保されたものでなければなりません。 

 

【ポイント】 

●プライバシーが確保されたものとは、例えば、パーテーションや家具などにより利用者同

士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がありますが、壁やふすまのような

建具まで要するということではありません。ただし、カーテンはプライバシーが確保された

ものとは考えにくいことから認められません。 

●プライバシーが確保された居間については、個室以外の宿泊室の面積に含めることがで

きます。 

●他の利用者が通らない宿泊室と連続した縁側等は、宿泊室の面積に含めることができ

ます。 

 

（３）消火設備及びその他非常災害に際して必要な設備 

 ●消防法その他の法令等に規定された設備を設置してください。 

 

（４）他サービスとの共用等について 

 ●指定認知症対応型共同生活介護の居間を看護小規模多機能型居宅介護の居間として

共用することはできません。ただし、事業所が小規模である場合（指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の通いサービスの定員と指定認知症対応型共同生活介護事業所

の定員の合計が15名以下の場合）などで、指定認知症対応型共同生活介護事業所の

居間として必要なものが確保されており、かつ、指定看護小規模多機能型居宅介護の

居間として機能を十分に発揮しうる適当な広さを有している場合は、共用としても差し支

えありません。 

 ●介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という）との設備の共用について 

看護小規模多機能の設備 総合事業の設備 共用の可否（○×） 

居間及び食堂 交流スペース 〇（※） 

浴室、トイレ 浴室、トイレ ○ 

※事業所が小規模である場合（指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の通いサー

ビスの利用者と総合事業の交流スペースの参加者の合計が少数である場合）などで、

指定看護小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂として機能を十分に発揮しうる適
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当な広さが確保されており、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提

供に支障がない場合に限る。 

●指定通所介護等との設備の共用について 

看護小規模多機能の設備 通所介護等の設備 共用の可否（○×） 

居間及び食堂 機能訓練室、食堂 × 

浴室、トイレ 浴室、トイレ ○（※） 

※指定通所介護等の浴室を活用する場合、当該指定通所介護事業所等の利用者が利

用している時間帯に指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者が利用でき

ない取り扱いとするなど画一的な取扱いは行ってはいけません。 

 

（５）指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の立地について 

●利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図ることが重要であること

から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保さ

れる地域にあるようにしなければなりません。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と他の施設・事業所との併設については、適

切なサービス提供がされることを前提に認められるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員・設備等の取扱い（介護サービス関係 Q&A集 2526） 

Ｑ：個室以外の宿泊室について、カーテンは利用者のプライバシーが確保されたしつらえとは考え

にくいことから不可とされているが、アコーディオンカーテンではどうか。 

Ａ：個室以外の宿泊室について、プライバシーが確保されたものとは、パーティションや家具などに

より利用者同士の視線の遮断が確保されるようなものである必要がある。アコーディオンカーテ

ンにより仕切られている宿泊室については、パーティションや家具などと同様にプライバシーが

確保されたものである場合には、宿泊室として取り扱って差し支えない。 

   指導事例 

 居間及び食堂に届出にない棚等が置かれており、面積が変更となっているものの、レイアウト

変更の届出がされていない事例がありました。届出の内容から変更がある場合は、忘れずにレ

イアウトの変更届を提出してください。 
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１ サービス開始の前に 
 

 

 

 

●指定看護小規模多機能型居宅介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はそ

の家族（以下「利用申込者等」という。）に対し、運営規程の概要等の重要事項を記した文

書（以下「重要事項説明書」という。）を交付して説明を行い、当該提供の開始についての

同意を原則として書面で得なければなりません。 

●利用申込者等からの申出があった場合には、当該利用申込者等の承諾を得て、書面に代

えて電磁的方法（※）により交付し、同意を得ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※電磁的方法 

１ 電子情報処理組織（事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したもの）を使用する方法のうちイ又は

ロに掲げるもの 

   イ 事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルに記録する方法 

   ロ 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電

気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はそ

の家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方

法（電磁的方法により提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあ

っては、事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方

法） 

２ 電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

 Ⅴ 運営基準について 

１ 内容及び手続の説明及び同意 

（条例第26条（第５条）、省令第182条（第３条の７）、解釈第３―８－４（９）） 

重要事項を記した文書に記載していなければならないことは以下のとおりです。 

 

① 運営規程の概要(法人及び事業所概要、サービス内容、利用料、利用上の留意事項

等) 

② 従業者の職種、員数及び職務内容 

③ 事故発生時の対応 

④ 苦情処理の体制(苦情処理の流れや事業所担当、市・国保連などの相談・苦情窓口

等） 

⑤ 提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、

実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況） 

⑥ その他運営に関する重要事項（協力医療機関の概要、身体的拘束等を行う際の手

続き等） 

※ 重要事項を記した文書は、利用申込者が事業所を選択する上で必要不可欠なもの

です。常に最新の情報を記載するようにしてください。 
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識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に

供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）をもって調整するファイルに重要事項を

記録したものを交付する方法 

 

【ポイント】 

●重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等（看護小規模多機能型居宅介護

事業者が、他の介護保険に関する事業を併せて実施している場合、当該パンフレット等に

ついて、一体的に作成することは差し支えありません。）の文書を交付して懇切丁寧に説明

を行い、当該事業所から指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を受けることにつき同

意を得なければなりません。 

●重要事項説明書の内容は、運営規程の内容と一致させてください。（運営規程を改正した

ときは、その内容に併せて重要事項説明書も改正してください。） 

●重要事項説明書に基づき説明をした際には、利用申込者等が重要事項に関する説明を受

けたこと、内容に同意したこと、及び重要事項説明書の交付を受けたことについて、利用申

込者等の署名又は記名、押印を得るようにしてください。 

 

【電磁的方法について（Ⅴ－５－23も参照）】 

●電磁的方法で提供する場合には、あらかじめ、利用申込者等に対し、その提供方法及びフ

ァイルへの記録の方式を示し、文書又は電磁的方法により承諾を得なくてはなりません。 

●電磁的方法で提供した場合であっても、利用申込者等がファイルへの記録を出力すること

により文書を作成する（印刷する）ことができるものでなければなりません。 

●承諾が得られない場合は、電磁的方法での提供はできません。文書を交付したうえで説明

を行ってください。 

 

※重要事項説明書は、事業所の見やすい場所に掲示してください。ファイル等により、関係者

が自由に閲覧できる形で事業所に備え付けることでも差し支えありません。 

 

 

 

●正当な理由なく指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を拒んではなりません。特に、

要介護度や所得の多寡を理由にサービス提供を拒否することは禁止されています。 

 

※提供を拒むことができる正当な理由 

・事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 

・利用申込者の居住地が事業所の通常の事業の実施地域外である場合 

・その他利用申込者に対し自ら適切なサービスを提供することが困難な場合 

 

 

 

●正当な理由により適切なサービス提供が困難であると認めた場合は、速やかに次の措置

を講じなければなりません。 

①利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡 

②適当な他の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所等の紹介 

③その他の必要な措置 

２ 提供拒否の禁止（省令第182条（第３条の８）、解釈第３－８－４（９）） 

３ サービス提供困難時の対応（省令第182条（第３条の９）、解釈第３－８－４（９）） 
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●利用者の申し込みがあった場合は、その者の被保険者証（介護保険証）によって、被保険

者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認しなければなりません。 

●被保険証に、認定審査会の意見が記載されているときは、当該認定審査会の意見に配慮

して、サービスを提供するよう努めなければなりません。 

 

【ポイント】 

●被保険者証により、横須賀市に居住している（住所がある）ことを必ず確認してください。看

護小規模多機能型居宅介護は「地域密着型サービス」であるため、原則、横須賀市に住所

のある方のみ利用可能です。その他の方が、利用した場合、保険給付は受けられません

ので注意してください。 

 

 

 

●要介護認定を受けていない者から、利用申込があった場合には、要介護認定の申請が既

に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を

踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなりません。 

●指定居宅介護支援が利用者に行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要

介護認定の更新の申請が、要介護認定の有効期間満了日の遅くとも30日前には行われる

よう、必要な援助を行わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 受給資格等の確認（省令第182条（第３条の10）、解釈第３－８－４（９）） 

５ 要介護認定の申請に係る援助（省令第182条（第３条の11）、解釈第３－８－４（９） 
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２ サービス開始に当たって 

 

 

 
●介護支援専門員（※）が開催するサービス担当者会議（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければなりません。 

 

※介護護支援専門員を配置していないサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては、本体事業所の介護支援専門員。 

 

【ポイント】 

●サービス担当者会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。ただ

し、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者

等の同意を得てください。この際、個人情報保護員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者

における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

 

 

 

●指定看護小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては、居宅サービス事業者その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりま

せん。 

●利用者の健康管理を適切に行うため、主治の医師との密接な連携に努めなければなりま

せん。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対

して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報

の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 心身の状況等の把握（省令第182条（第68条）、解釈第３－８－４（９）） 

２ 居宅サービス事業者等との連携（省令第182条（第69条）、解釈第３－８－４（９）） 
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３ サービス提供時 

 

 

 
●訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させなければなりません。 

●初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、身分を証する書類を提示す

べき旨を指導しなければなりません。 

※身分を証する書類に記載する内容 

①看護小規模多機能型居宅介護事業所の名称 

②訪問サービスの提供に当たる者の氏名 

※身分を証する書類に記載することが望ましい内容 

③訪問サービスの提供に当たる者の写真の貼付 

④職能 

 

 

 

●指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した際には、当該指定看護小規模多機能型居

宅介護の提供日及び内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計

画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければなりません。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方

法により、その情報を利用者に対して提供しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

●提供した具体的なサービス内容等の記録は、その完結の日から５年間保存しなくてはなり

ません。 

 

【ポイント】 

●「その他適切な方法」とは、例えば、利用者の用意する手帳等に記載するなどの方法が考

えられる。 

 

 

 

●利用者から、利用者の自己負担分の支払いを受けなくてはなりません。 

●法定代理受領サービスに該当しない指定看護小規模多機能型居宅介護を提供した際に、

その利用者から支払を受ける利用料の額と、地域密着型介護サービス費用基準額との間

に、不合理な差額が生じないようにしなければなりません。 

●次に掲げる費用の額の支払いを利用者から受けることができます。 

①利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う

１ 身分を証する書類の携行（省令第182条（第70条）、解釈第３－８－４（９）） 

２ サービス提供の記録（省令第182条（第３条の18）、解釈第３－８－４（９）） 

記録すべき内容 

① サービス提供日（サービス開始時間及び終了時間） 

② 提供した具体的なサービスの内容 

③ 利用者の心身の状況 

④ その他必要な事項 

３ 利用料等の受領（省令第182条（第71条）、解釈第３－８－４（９）） 
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送迎に要する費用 

②利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービス

を提供する場合は、それに要した交通費の額 

③食事の提供に要する費用 

④宿泊に要する費用 

⑤おむつ代 

⑥日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させる

ことが適当と認められる費用 

 

 ※③及び④の費用については、「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等

に関する指針」（平成17年厚生労働省告示第419号。）により取り扱うものとします。 

 ※⑥の費用の具体的な範囲は、「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いに

ついて」（平成12年３月30日老企54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）によるもの

とします。 

※①から⑥までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又は

その家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同

意を得てください。 

 

【ポイント】  

●保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の

支払いを受けることはできません。 

●①から⑥までの料金の変更にあたっては、事前に市に相談していただき、利用料金、運営

規程等の変更届の提出をしてください。 

●介護保険給付の対象となる指定看護小規模多機能型居宅介護のサービスと明確に区分さ

れるサービスについては、次の方法により別の料金を設定して差し支えありません。 

 イ 利用者に、当該事業が指定看護小規模多機能型居宅介護の事業とは別事業であり、

当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得

ること。 

 ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

の運営規程とは別に定められていること。 

 ハ 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の会計と区分していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の日常生活費（介護サービス関係 Q&A集 15） 

Ｑ：個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」

とは、どういったものが想定されるのか。 

Ａ：歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるもので

はなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者（又は施設）が

提供するもの等が想定される。 

 
その他の日常生活費（介護サービス関係 Q&A集 19） 

Ｑ：個人専用の家電製品の電気代は、利用者から徴収できないのか。 

Ａ：サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 
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その他の日常生活費（介護サービス関係 Q&A集 16） 

Ｑ：個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの

に限られることとされているが、それ以外の個人の嗜好に基づくいわゆる「贅沢品」については、

費用の徴収ができないのか。 

Ａ：サービス提供とは関係のない費用として徴収は可能である。 

 

その他の日常生活費（介護サービス関係 Q&A集 17） 

Ｑ：個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ

ば、例えば病院の売店で利用者が購入する場合であってもその費用は「その他の日常生活費」

に該当するのか。 

Ａ：このような場合は、「サービス提供の一環として提供される便宜」とは言い難いので、「その他の

日常生活費」に該当しない。 

 
その他の日常生活費（介護サービス関係 Q&A集 18） 

Ｑ：個人用の日用品については、一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられるものであれ

ば、ある利用者の個別の希望に応じて事業者等が当該利用者の代わりにある日用品を購入

し、その購入代金を利用者に請求する場合も「その他の日常生活費」に該当するのか。 

Ａ：個人のために単に立替払いをするような場合は、事業者等として提供する便宜とはいえず、そ

の費用は「その他の日常生活費」に該当しないため、サービス提供とは関係のない費用として

徴収を行うこととなる。 

 
その他の日常生活費（介護サービス関係 Q&A集 22） 

Ｑ：事業者等が実施するクラブ活動や行事における材料費等は、「その他の日常生活費」に該当す

るか。 

Ａ：事業者等が、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のうち、一般的に想定さ

れるもの（例えば、作業療法等機能訓練の一環として行われるクラブ活動や入所者等が全員参

加する定例行事）における材料費等は保険給付の対象に含まれることから別途徴収することは

できないが、サービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事のために調達し、提供する

材料であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの（例えば、習字、お花、絵画、刺

繍等のクラブ活動等の材料費）に係る費用は、教養娯楽に要する費用として「その他の日常生

活費」に該当する。なお、事業者等が実施するクラブ活動や行事であっても、一般的に想定され

るサービスの提供の範囲を超えるもの（例えば、利用者の趣味的活動に関し事業者等が提供す

る材料等や、希望者を募り実施する旅行等）に係る費用については、サービス提供とは関係の

ない費用として徴収を行うこととなる。 
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●償還払いを選択している利用者から費用の支払い（10割全額）を受けた場合は、提供した

指定看護小規模多機能型居宅介護の内容、費用の額その他利用者が保険給付を保険者

に対して請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に

交付しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 保険給付の請求のための証明書の交付（省令第182条（第３条の20）、解釈第３－８－４（９）） 

その他の日常生活費（介護サービス関係 Q&A集 20） 

Ｑ：施設にコインランドリーがある場合、その料金についても「私物の洗濯代」として「その他の日常

生活費」に該当するのか。 

Ａ：このような場合は、施設が洗濯サービスを提供しているわけではないので、その他の日常生活

費には該当しない。 

その他の日常生活費（介護サービス関係 Q&A集 21） 

Ｑ：個人の希望に応じて事業者等が代わって購入する新聞、雑誌等の代金は、教養娯楽に係る

「その他の日常生活費」に該当するか。 

Ａ：全くの個別の希望に応える場合は事業者等として提供する便宜とは言えず、その費用は「その

他の日常生活費」に該当せず、サービス提供とは関係のない費用として徴収を行うこととなる。 
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４ サービス提供時の注意点 

 

 
 

●利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に

行われなければなりません。 

●事業者は、自らその提供する指定看護小規模多機能型居宅介護の質の評価を行い、それ

らの結果を公表し、常にその改善を図らなければなりません。 

 

 

 

●利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状

況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問サービス及び宿泊サ

ービスを柔軟に組み合わせることにより、当該利用者の居宅において、又はサービスの拠

点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の

世話又は必要な診療の補助を妥当適切に行うものとします。 

※制度上は週１回程度の利用でも所定の単位数の算定は可能ですが、利用者負担等も勘

案すれば、このような利用は必ずしも合理的ではなく、運営推進会議に通いサービスの

回数等を報告し、適切なサービス提供であるかどうかの評価を受けることが必要となる

ものです。 

※宿泊サービスの上限はありません。従って毎日宿泊する形態もあり得ますが、この場合、

運営推進会議に対し報告し、評価を受けることが前提となります。ほぼ毎日宿泊する利

用者が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような状況にならないよう適切にサービ

スの利用を調整することが必要です。 

●利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で

日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとします。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、看護小規模多機能型居宅介護

計画に基づき、漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常

生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとします。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利

用者又はその家族に対し、療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等（※）につい

て、理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとします。 

※「療養上必要な事項その他サービスの提供等」とは、以下の内容を言います。 

①看護小規模多機能型居宅介護計画の目標及び内容 

②行事 

③日課等 

●通いサービスの利用者が登録者の数に比べて著しく少ない状態（※）が続くものであっては

なりません。 

※著しく少ない状態とは 

通いサービスの利用者が、登録定員のおおむね３分の１以下が目安となります。  

登録定員が25人の場合は通いサービスの利用者が８人以下であれば、著しく少ない状

態といえます。 

 

１ 基本取扱方針（省令第176条） 

２ 具体的取扱方針（省令第177条、解釈第３－８－４（１）） 
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●登録者が通いサービスを利用していない日においては、可能な限り、訪問サービスの提供、

電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサー

ビス（※）を提供しなければなりません。 

※「適切なサービス」 

１の利用者に対して、通いサービス及び訪問サービスを合わせて概ね週４回以上行う

ことが目安となります。事業者は、通いサービス及び訪問サービスを提供しない日であっ

ても、電話による見守りを含め、利用者に何らかの形で関わることが望ましいです。なお、

指定看護小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、利

用者宅を適宜訪問し、見守りの意味で声かけ等を行った場合でも訪問サービスの回数

に含めて差し支えありません。 

●看護サービス（指定看護小規模多機能型居宅介護のうち、保健師、看護師、准看護師、理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な

診療の補助であるものをいう。）の提供に当たっては、主治の医師との密接な連携により、

及び看護小規模多機能型居宅介護計画に基づき、利用者の心身の機能の維持回復が図

られるよう妥当かつ適切に行わなければなりません。 

●看護サービスの提供に当たっては、医学の進歩に対応し、適切な看護技術（※）をもって、

サービスの提供を行わなければなりません。 

※適切な看護技術とは 

医学の進歩に沿った適切な看護技術をもって対応できるよう、新しい技術の修得等、研

鑽を積むことを定めたものであり、医学の立場を堅持し、広く一般に認められていない看

護等については行ってはいけません。 

●特殊な看護等については、これを行ってはなりません。 

 

 

 

●指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者

の行動を制限する行為（「身体的拘束等」という。）を行ってはなりません。 

●身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。 

●身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければなりません。 

（令和７年３月31日までは努力義務でしたが、４月１日以降は義務となっています。必ず整

備等を行ってください。） 

① 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができます。以下「身体的拘束等適正化委員会」という。）を３月に１回以上開

催するとともに、その結果について、介護従業者その他の従業者に周知徹底を図ること。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

③ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 

 

【ポイント】 

●緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の３つの要件を満たす

ことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、

その具体的な内容について記録しておくことが必要です。 

３ 身体的拘束等の禁止（省令第177条、解釈第３－８－４（１）） 



- 27 - 

 

●当該記録は、５年間保存しなければなりません。 

●身体的拘束等適正化検討委員会とは、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する

委員会であり、委員会の構成メンバーは、事業所の管理者及び従業者により構成する場

合のほか、これらの職員に加えて、第三者や専門家を活用した構成とすることが望ましく、

その方策として、精神科専門医等の活用等も考えられます。また、関係する職種、取り扱う

事項等が相互に関係が深いと認められる他の会議体を設置している場合、これと一体的

に設置・運営することとして差し支えありません。 

●身体的拘束等適正化検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができますが、

この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」等を遵守してください。 

●事業者が、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正

化について、事業所全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決

して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意してください。 

●身体的拘束等適正化検討委員会で行うこと 

イ 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること 

ロ 介護従業者その他の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録

するとともに、イの様式に従い、身体的拘束等について報告すること 

ハ 身体的拘束等適正化検討委員会において、ロにより報告された事例を集計し、分析す

ること 

ニ 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等

の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること 

ホ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること 

ヘ 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること 

●「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込んでください。  

イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

ロ 身体的拘束等適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

ニ 事業所内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

ホ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

ヘ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

ト  その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

●介護従業者その他の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容は、身

体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業

者における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとします。 

●職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該事業者が指針に基づいた研修プログ

ラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催するとともに、新規採用時には必ず身体

的拘束等の適正化の研修を実施することが重要です。 

●研修の実施内容についても記録することが必要です。 

●研修の実施は、事業所内の研修で差し支えありません。 
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●指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治の医師の

指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう、必要な管理をしなければなりません。 

●事業者は、看護サービスの提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で受けなけ

ればなりません。 

●事業者は、主治の医師に看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居

宅介護報告書を提出し、看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図

らなければなりません。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が病院又は診療所である場合にあっては、主

治の医師の文書による指示及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の提出は、診療記

録への記載をもって代えることができます。 

 

【ポイント】 

●常勤の保健師又は看護師は、利用者の主治医が発行する訪問看護指示の文書（以下「指

示書」という。）に基づき看護サービスが行われるよう、主治医との連絡調整、看護サービ

スの提供を担当する看護師等の監督等必要な管理を行わなければなりません。なお、主

治医とは、利用申込者の選定により加療している医師をいい、主治医以外の複数の医師

からの指示書の交付を受けることはできません。 

●看護サービスの利用対象者は、その主治医が看護サービスの必要性を認めた場合に限ら

れるものであることを踏まえ、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、看護サービス

の提供の開始に際しては、指示書の交付を受けなければなりません。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の常勤の保健師又は看護師は、主治医との連

携を図り、適切な指定看護小規模多機能型居宅介護を提供するため、定期的に看護小規

模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅介護報告書を主治医に提出しな

ければなりません。 

●看護サービスの提供に当たっては、特に医療施設内の場合と異なり、看護師等が単独で

行うことに十分留意するとともに慎重な状況判断等が要求されることを踏まえ、主治医との

密接かつ適切な連携を図ってください。 

 

 

 

●管理者は、介護支援専門員に、登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当さ

せるものとします。 

●介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成にあたっては、指定居宅介護支援等の事業

の人員及び運営に関する基準（平成11年厚令38）第13条各号に掲げる具体的取扱方針に

沿って行うものとします。（「運営の手引き（居宅介護支援）」等を参照してください。） 

●居宅サービス計画は、完結の日から５年間保存しなければなりません。 

 

【ポイント】 

●サテライト事業所に研修修了者（介護支援専門員でない）を配置する場合の居宅サービス

計画の作成については、本体事業所の介護支援専門員が行う必要があります。 

●看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始した際には、介護支援専門員は、看護小規

模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員に変更することとなります。 

５ 居宅サービス計画の作成（省令第182条（第74条）、解釈第３－８－４（９）） 

４ 主治の医師との関係（省令第178条、解釈第３－８－４（２）） 
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●事業者は、毎月、国民健康保険団体連合会に対し、居宅サービス計画等において位置付

けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関

する情報を記載した文書（給付管理票）を提出しなければなりません。 

 

 

 

 

●登録者が指定看護小規模多機能型居宅事業者を変更した場合に、変更後の指定看護小

規模多機能型居宅介護事業者が滞りなく給付管理票の作成・届出等の事務を行うことが

できるよう、事業者は、登録者が他の指定看護小規模多機能型居宅介護事業者の利用を

希望する場合その他登録者からの申出があった場合には、当該登録者に対し、直近の居

宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければなりません。 

 

 

 

 

【看護小規模多機能型居宅介護計画】 

●管理者は、介護支援専門員に、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務

を担当させるものします。 

※サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所においては、当該事業所の研修

（小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修）修了者が計画の作成にあたらなけ

ればなりません。 

●介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、看護師等と

の密接な連携を図りつつ行わなければなりません。 

●介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、地域におけ

る活動への参加の機会が提供されること等により、利用者の多様な活動（※）が確保され

るものとなるように努めなければなりません。 

※多様な活動とは、「レクリエーション」、「行事」、「園芸」、「農作業などの利用者の趣味又

は嗜好に応じた活動」等をいいます。 

●介護支援専門員は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、

他の看護小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上、援助の目標、当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護計画を作

成するとともに、これを基本としつつ、利用者の日々の様態、希望等を勘案し、随時適切に

通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはなりま

６ 法定代理受領サービスに係る報告（省令第182条（第75条）、解釈第３－８－４（９）） 

７ 利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付 

（省令第182条（第76条）、解釈第３－８－４（９）） 

８ 看護小規模多機能型居宅介護計画 

及び看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成（省令第179条、解釈第３－８－４（３）） 

   指導事例 

 居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置づける場合にあっては、その利用の妥当性を検討

し、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載することとされているが、当該計画に福祉用

具貸与の必要性の記載がない事例がありました。居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付け

る場合は、必ず記載してください。 
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せん。 

●介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、その内容

について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなりません。 

●介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には、当該看護小

規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければなりません。 

●介護支援専門員は、看護小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても、常に看護

小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い、必

要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画の変更を行います。 

●看護小規模多機能型居宅介護計画は、５年間保存しなければなりません。 

 

【ポイント】 

●看護小規模多機能型居宅介護計画の作成は利用者ごとに、介護支援専門員が行うもので

すが、看護小規模多機能型居宅介護計画のうち看護サービスに係る記載については、看

護師等と密接な連携を図ってください。なお、看護サービスに係る計画とは、利用者の希望、

主治医の指示、看護目標及び具体的なサービス内容等を含みます。 

●計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制することとならな

いようにしてください。 

●短期利用居宅介護費を算定する場合であって、居宅サービス計画を作成している指定居

宅介護支援事業者から看護小規模多機能型介護計画の提供の求めがあった際には、当

該指定看護小規模多機能型居宅介護計画を提供するよう努めなければなりません。 

●常勤の保健師又は看護師は、看護小規模多機能型居宅介護計画に沿った看護サービス

の実施状況を把握し、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅

介護報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【看護小規模多機能型居宅介護報告書】 

●管理者は、看護師等（准看護師を除く。）に看護小規模多機能型居宅介護報告書の作成に

関する業務を担当させるものとします。 

●看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した看護小規模多機能型居宅介護報告

書を作成しなければなりません。 

 

【ポイント】 

●看護師等（准看護師を除く。）は、看護小規模多機能型居宅介護報告書に、訪問を行った

   指導事例 

看護小規模多機能型居宅介護計画の利用者又はその家族に対しての説明を、介護支援専門

員ではなく、管理者が行っている事例がありました。看護小規模多機能型居宅介護計画の説明

及び交付は、介護支援専門員が行ってください。 

   指導事例 

 看護小規模多機能型居宅介護計画の期間の開始後に、同意を得、交付している事例がありま

した。看護小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては、計画の期間の開始前に、説明

をし、同意を得、交付してください。 
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日、提供した看護内容、サービス提供結果等を記載します。なお、ここでいう報告書は、訪

問の都度記載する記録とは異なり、主治医に定期的に提出するものをいい、当該報告書

の記載と先に主治医に提出した看護小規模多機能型居宅介護計画の記載において重複

する箇所がある場合は、当該報告書における重複箇所の記載を省略しても差し支えありま

せん。 

●常勤の保健師又は看護師は、看護小規模多機能型居宅介護計画に沿った看護サービス

の実施状況を把握し、看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多機能型居宅

介護報告書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなければなりません。 

 

 

 

●介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよ

う、適切な技術をもって行われなければなりません。 

●利用者の負担により、利用者の居宅又は当該サービスの拠点における看護小規模多機能

型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはなりません。ただし、事業所の負担

により、訪問入浴介護等のサービスの利用に供することは差し支えありません。 

●事業所における利用者の食事その他の家事等（清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、レクリエ

ーション、行事等）は、可能な限り利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとしま

す。 

 

【ポイント】 

●利用者が看護小規模多機能型居宅介護従業者と食事や清掃、洗濯、買物、園芸、農作業、

レクリエーション、行事等を可能な限り共同で行うことによって良好な人間関係に基づく家

庭的な生活環境の中で日常生活が送れるように配慮してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●利用者の外出機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支

援に努めなければなりません。 

●利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その者又はそ

の家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て、代わって行わなければなり

ません。 

※金銭に関するものについては、書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後は

その都度本人に確認を得てください。 

●常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会（※）を確

保するよう努めなければなりません。 

９ 介護等（省令第182条（第78条）、解釈第３－８－４（９）） 

10 社会生活上の便宜の提供等（省令第182条（第79条）、解釈第３－８－４（９）） 

通所困難な利用者の入浴機会の確保（介護サービス関係 Q&A集 2264） 

Ｑ：指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対する指定訪問入浴介護の提供につい

て、連携方法や費用負担についての考え方如何。 

Ａ：看取り期等で通いが困難となった利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供に当たっては、

当該サービスの提供に関する連携方法、費用負担について、事業者間で調整及び協議の上、

決定されたい。 
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※利用者とその家族が交流できる機会の確保にあたって想定される具体的な活動とは、 

①看護小規模多機能型居宅介護事業所の会報の送付 

②事業者が実施する行事への参加の呼びかけ等 が考えられます。 

 

 

 

●利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通

知しなければなりません。 

①正当な理由なしに指定看護小規模多機能型居宅介護の利用に関する指示に従わない

ことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

②偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 

 

 

 

●指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じ

た場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定看護小規模

多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じ

なければなりません。 

●看護小規模多機能型居宅介護従業者が看護職員である場合にあっては、必要に応じて臨

時応急の手当てを行わなければなりません。 

 

【ポイント】 

●協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいです。 

●緊急時において円滑な協力を得るため、協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を

取り決めておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 利用者に関する市町村への通知（省令第182条（第３条の26）、解釈第３－８－４（９）） 

12 緊急時等の対応（省令第180条、解釈第３－8－４（４）） 
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５ 事業所運営 

 
 

 

●管理者は、事業所の従業者の管理及び指定看護小規模多機能型居宅介護の利用の申込

みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとします。 

●管理者は、事業所の従業者に基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければ

なりません。 

①事業の目的及び運営の方針 

②従業者の職種、員数及び職務内容 

③営業日及び営業時間 

④指定看護小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービス

の利用定員 

⑤指定看護小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 

⑥通常の事業の実施地域 

⑦サービス利用に当たっての留意事項 

⑧緊急時等における対応方法 

⑨非常災害対策 

⑩虐待防止のための措置に関する事項 

⑪その他運営に関する重要事項 

   （「衛生管理」「事故発生時の対応」「従業者及び退職後の秘密保持」「苦情・相談体制」

「従業者の研修」「緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合の手続き」「運営推

進会議の開催」等） 

１ 管理者の責務（省令第182条（第28条）、解釈第３－８－４（９）） 

２ 運営規程（省令第182条（第81条）、解釈第３－８－４（９）） 

管理者の責務（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問184） 

Ｑ：管理者に求められる具体的な役割は何か。 

Ａ：「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」（平成11年９月17日

付け老企第25号）等の解釈通知においては、管理者の責務を、介護保険法の基本理念を踏まえた

利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び

業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令

を行うこととしている。 

具体的には、「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」等を参考にされたい。 

≪参考≫ 

「介護事業所・施設の管理者向けガイドライン」（抄） 

（令和元年度老人保健健康増進等事業「介護事業所・施設における管理者業務のあり方とサービ

ス提供マネジメントに関する調査研究」（一般社団法人シルバーサービス振興会）） 

第１章 第２節 管理者の役割 
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【ポイント】 

●②員数は、日々変わりうるものであるため、事業所ごとに置くべきとされている員数を満た

す範囲において、「〇人以上」と記載することも差し支えありません。 

●③営業日及び営業時間は、以下のとおり記載してください。 

・営業日は３６５日 

・訪問サービスは２４時間 

・通いサービス及び宿泊サービスはそれぞれの営業時間 

●⑥通常の事業の実施地域 

・通常の事業の実施地域は、客観的にその区域が特定されなければなりません。 

・通常の事業の実施地域は、利用申込に係る調整等の観点からの目安であり、地域を超

えてサービス提供が行われることを妨げるものではありません。 

●⑤「利用料」」としては、法定代理受領サービスである指定看護小規模多機能型居宅介護

に係る利用料（１割負担、２割負担又は３割負担）及び法定代理サービスでない指定看護

小規模多機能型居宅介護の利用料を、「その他の費用の額」としては、徴収が認められて

いる交通費の額及び必要に応じてその他のサービスに係る費用の額を規定するものです。 

●⑩「虐待の防止のための措置に関する事項」は、虐待の防止に係る組織内の体制（責任

者の選定、従業者への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生

した場合の対応方法等を指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●利用者に対し、適切な指定看護小規模多機能型居宅介護を提供できるよう、事業所ごとに

従業者の勤務体制を定めておかなければなりません。 

 

【ポイント】 

●事業所ごとに、原則として月ごとの勤務表を作成し、介護従業者の日々の勤務時間、常

勤・非常勤の別、介護従業者、介護支援専門員および看護職員の配置、管理者との兼務

関係、夜間および深夜の勤務の担当者等を明確にしてください。 

 

●事業所ごとに、当該事業所の従業者によって指定看護小規模多機能型居宅介護を提供し

なければなりません。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務（調理、洗濯等）

については、第三者への委託等を行うことが可能です。 

 

【ポイント】 

●雇用契約の締結等により事業所の指揮命令下にある従業者によりサービス提供を行ってく

ださい。 

 

３ 勤務体制の確保等（省令第182条（第30条）、解釈第３－８－４（９）） 

   指導事例 

 虐待防止のための措置に関する項目があるものの、内容が不足している事例がありました。

虐待防止のための措置に関しては、虐待の防止に係る組織内の体制（責任者の選定、従業者

への研修方法や研修計画等）や虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合の対応方法等

を記載してください。 
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●従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参

加の機会を計画的に確保しなければなりません。 

●介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護

基礎研修を受講させるために必要な措置を講じなくてはなりません。これは、介護に係る全

ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、

認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施されるものです。 

 

※義務付けの対象とならない者 

各資格のカリキュラム等において、認知症介護に関する基礎的な知識及び技術を習得

している者。 

具体的には、看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、実務者研修修了者、

介護職員初任者研修修了者、生活援助従事者研修修了者、介護職員基礎研修課程又

は訪問介護員養成研修課程一級課程・二級課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医師、

薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養士、栄養

士、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問156） 

Ｑ：柔道整復師、歯科衛生士については、受講義務付けの対象外か。 

Ａ：柔道整復師、歯科衛生士ともに、受講義務付けの対象外として差し支えない。 

 

認知症介護基礎研修の義務づけについて（介護サービス関係 Q&A集７） 

Ｑ：養成施設及び福祉系高校で認知症に係る科目を受講したが介護福祉士資格は有していない

者は、義務づけの対象外とすることが可能か。 

Ａ：養成施設については卒業証明書及び履修科目証明書により、事業所及び自治体が認知症に

係る科目を受講していることが確認できることを条件として対象外とする。なお、福祉系高校の

卒業者については、認知症に係る教育内容が必修となっているため、卒業証明書により単に卒

業が証明できれば対象外として差し支えない。 

 
認知症介護基礎研修の義務づけについて（介護サービス関係 Q&A集８） 

Ｑ：認知症介護実践者研修の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 

Ａ：認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護指導者研修等の認知症

の介護等に係る研修を修了した者については、義務づけの対象外として差し支えない。 

 
認知症介護基礎研修の義務づけについて（介護サービス関係 Q&A集９） 

Ｑ：認知症サポーター等養成講座の修了者については、義務づけの対象外とすることが可能か。 

Ａ：認知症サポーター等養成講座は、認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見

守り、支援する応援者を養成するものであるが、一方で、認知症介護基礎研修は認知症介護に

携わる者が認知症の人や家族の視点を重視しながら、本人主体の介護を実施する上での、基

礎的な知識・技術及び理念を身につけるための研修であり、その目的・内容が異なるため、認知

症サポーター等養成講座修了者は、義務付けの対象外とはならない。 
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認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問157） 

Ｑ：訪問介護員（ヘルパー）研修３級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知症

関連の資格については、受講義務付けの対象外か。 

Ａ：訪問介護員（ヘルパー）研修３級過程修了者、社会福祉主事、民間事業者が実施する認知症

関連の資格ともに、受講義務付けの対象となる。 

 
認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問158） 

Ｑ：介護保険外である有料老人ホーム等の施設職員や、病院に勤務している者も受講義務付けの

対象となるか。 

Ａ：特定施設では無い、介護保険の対象外である病院勤務の職員は受講義務づけの対象外であ

る。なお、介護現場の質向上ために受講することについては差し支えない。 

 
認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問159） 

Ｑ：当該研修を受講していない者を雇用しても問題ないか。その際、運営基準違反にあたるのか。 

Ａ：当該研修の義務付けは、雇用の要件に係るものではなく、事業者が介護に直接携わる職員に

対し、研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務付けているものである。したがっ

て、介護に直接携わる職員として研修を受講していない者を雇用する場合でも、運営基準違反

にはあたらない。なお、新卒採用、中途採用を問わず、新たに採用した医療・福祉関係資格を有

さない従業者に関する義務付けについては、採用後１年間の猶予期間を設けている。 

 

 認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問160） 

Ｑ：事業所において、人員基準以上に加配されている介護職員で、かつ、介護に直接携わる者が

研修を受講していない場合、運営基準違反にあたるのか。 

Ａ：貴見のとおり。 

本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症についての理解の下、

本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から実施しているもので

あり、介護に直接携わる職員であれば、人員配置基準上算定されるかどうかにかかわらず、受

講義務付けの対象となる。 

 

 

認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問155） 

Ｑ：受講義務付けの対象外となる医療・福祉関係の資格について、日本以外の国の医療・福祉系

の資格を保有している者は受講が免除となるか。 

Ａ：日本以外の国の医療・福祉系の資格を持つ者については、免除とはならない。 
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●事業者は、適切な指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を確保する観点から、職場に

おいて行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の

明確化その他の必要な措置を講じなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問161） 

Ｑ：「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」とは、具体的にどのような内容か。 

Ａ：「認知症介護基礎研修を受講させるための必要な措置」については、受講料の負担や、勤務時

間内に受講出来るような配慮（シフトの調整等）、インターネット環境の整備等、様々な措置を想

定している。 

 

 
認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問162） 

Ｑ：現在介護現場で就業していない者や、介護に直接携わっていない者についても義務付けの対

象となるか。 

Ａ：現在介護現場で就業していない者や直接介護に携わる可能性がない者については、義務付け

の対象外であるが、本研修は、介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させ、認知症に

ついての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から

実施するものであり、介護現場の質向上ために受講することについては差し支えない。 

 

 認知症介護基礎研修の義務付けについて 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.14）問２） 

Ｑ：認知症介護基礎研修の教材について、母国語が日本語以外の者を対象としたものはあるか。 

Ａ：日本語以外の教材については、英語、ベトナム語、インドネシア語、中国語、ビルマ 語、タガロ

グ語、ネパール語の教材を整備している。また、日本語能力試験の N4 レベ ルを基準とした教

材も併せて整備している。 （参考）認知症介護基礎研修eラーニングシステム（認知症介護研究・

研修仙台センター ホームページ） https://kiso-elearning.jp/ 

セクシャルハラスメント等の防止について 

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法

律第113号）第11条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132号）第30条の２第１項の規定に基

づき、事業主には、職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント（以下「職場

におけるハラスメント」という。）の防止のための雇用管理上の措置を講じることが義務付

けられていることを踏まえ、規定されました。 

 なお、セクシャルハラスメントについては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等か

ら受けるものも含まれることに留意してください。 

 

●事業主が講ずべき措置の具体的内容 

事業主が講ずべき措置の具体的な内容は、事業主が職場における性的な言動に起因す 
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る問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示

第615号）及び事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に

関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和２年厚生労働省告示第５号）に

おいて規定されている内容を参照してください。 

利用者又はその家族からのカスタマーハラスメントの防止が求められていることから、

必要な措置を講じるにあたっては、「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」、「（管

理職・職員向け）研修のための手引き」等を参考にした取組を行うことが望ましいです。 

 

【ポイント】 

●事業主が講ずべき措置において、特に留意されたい具体的な内容は以下のとおりで

す。 

①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 

職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨

の方針を明確化し、従業者に周知・啓発してください。 

②相談（苦情を含む。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓

口をあらかじめ定め、労働者に周知してください。 

 

●事業主が講じることが望ましい取組 

①顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）の防止のために、事業主が雇

用管理上の配慮として行うことが望ましい取組の例は以下のとおりです。 

（１）相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備している。 

（２）被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対

して１人で対応させない等）を行っている。 

（３）被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の状況

に応じた取組）を規定している。 

 

●「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」「（管理職・職員向け）研修のための手

引き」等を参考にしてください。 

（厚生労働省HP：https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05120.html） 

 

   指導事例 

 職場におけるハラスメントを防止するための方針が明確化されていない事例がありました。方針

を文書にするなど明確にしてください。 

   指導事例 

 職場におけるハラスメントに関する相談先を設けているものの、相談先が１箇所となっている事

例がありました。相談のしやすさを確保するために、職場におけるハラスメントに関する相談先

は、複数（事業所と法人など）設けることが望ましいです。 
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●登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定看護小規模多

機能型居宅介護の提供を行ってはなりません。 

●ただし、通いサービス及び宿泊サービスの利用は、利用者の様態や希望等により特に必

要と認められる場合（※）は、一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとし

ます。なお、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでありません。 

※特に必要と認められる場合とは（例） 

・登録者の介護者が急病のため、急遽、事業所において通いサービスを提供したことに

より、当該登録者が利用した時間帯における利用者数が定員を超える場合 

・事業所において看取りを希望する登録者に対し、宿泊室においてサービスを提供した

ことにより、通いサービスの提供時間帯における利用者数が定員を超える場合 

・登録者全員を集めて催しを兼ねたサービスを提供するため、通いサービスの利用者数

が定員を超える場合 

・上記に準ずる状況により特に必要と認められる場合 

 

 

 

●事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定看護小規模多機

能型居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必

要な措置を講じなければなりません。 

●事業者は、看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、業務継続計画について周知する

とともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければなりません。 

●事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとします。 

 

【ポイント】 

●業務継続計画の策定、研修及び訓練の実施については、他のサービス事業者との連携等

により行うことも差し支えありません。また、感染症や災害が発生した場合には、従業者が

連携し取り組むことが求められることから、研修及び訓練の実施にあたっては、全ての従

業者が参加できるようにすることが望ましいです。 

●業務継続計画には、以下の項目等を記載してください。なお、各項目の記載内容について

は、「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」及び「介護施設・

事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」を参照してください。また、想定

される災害等は地域によって異なるものであることから、項目については実態に応じて設

定してください。なお、感染症及び災害の業務継続計画を一体的に策定することを妨げるも

のではありません。さらに、感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びまん延の防止

のための指針、災害に係る業務継続計画並びに非常災害に関する具体的計画について

は、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合には、一体的に策定することとし

て差し支えありません。 

（１）感染症に係る業務継続計画 

ア 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保

等） 

４ 定員の遵守（省令第182条（第82条）、解釈第３－８－４（９）） 

５ 業務継続計画の策定等（省令第182条（第３条の30の２）、解釈第３－８－４（５）） 
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イ 初動対応 

ウ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情

報共有等） 

（２）災害に係る業務継続計画 

ア 平常時の対応（建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合

の対策、必要品の備蓄等） 

イ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

ウ 他施設及び地域との連携 

●研修の内容は、感染症及び災害に係る業務継続計画の具体的内容を職員間に共有する

とともに、平常時の対応の必要性や、緊急時の対応にかかる理解の励行を行うものとしま

す。 

●職員教育を組織的に浸透させていくために、定期的（年１回以上）な教育を開催するととも

に、新規採用時には別に研修を実施することが望ましいです。また、研修の実施内容につ

いても記録してください。なお、感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の

予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施することも差し支えありません。 

●訓練（シミュレーション）においては、感染症や災害が発生した場合において、迅速に行動

できるよう、業務継続計画に基づき、事業所内の役割分担の確認、感染症や災害が発生し

た場合に実践するケアの演習等を定期的（年１回以上）に実施するものとします。なお、感

染症の業務継続計画に係る訓練については感染症の予防及びまん延防止のための訓練

と、災害の業務継続計画に係る訓練については非常災害対策に係る訓練と、一体的に実

施することも可能です。 

●訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問いませんが、机上及び実地で実施するもの

を適切に組み合わせながら実施することが適切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   指導事例 

介護従業者に対し、業務継続計画を周知していない事例がありました。介護従業者に対し、業務

継続計画を周知してください。また、全ての従業者に周知し理解を得たことを明確にする観点か

ら、記録する等の方法により周知内容及び周知日時等を明確にすることが望ましいです。 

   指導事例 

業務継続計画に関する研修及び訓練を、それぞれ年１回以上実施していない事例がありました。

業務継続計画に関する研修を年１回以上、訓練を年１回以上実施してください。また、研修及び

訓練の内容等（実施日時、参加者、実施内容等）について記録してください。 

   指導事例 

 業務継続計画は策定されているものの、必要な項目が不足している事例がありました。上記【ポ

イント】を確認の上、必要な項目を盛り込んでください。 
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●非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な

訓練を行わなければなりません。 

●訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めてください。そのため

には、運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓

練の実施に協力を得られる体制づくりに努めることが必要です。 

 

【ポイント】 

●非常災害に関する具体的計画とは、消防法施行規則第３条に規定する消防計画（これに

準ずる計画を含む。）及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいいます。 

●消防計画の策定及び消防業務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者を置くこ

ととされている事業所においては、防火管理者が行うこととなります。 

防火管理者を置かなくともよい事業所にあっては、防火管理について責任者を定め、その

責任者が消防計画に準ずる計画の樹立等の業務を行ってください。 

●訓練の実施に当たっては、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効

性のあるものとしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 非常災害対策（省令第182条（第82条の２）、解釈第３－８－４（９）） 

水防法・土砂災害防止法による避難確保計画の作成・避難訓練の義務化 

 令和３年５月に水防法（昭和24年法律第193号）及び土砂災害警戒区域等の土砂災害防

止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）が改正され、浸水想定区域や土砂災

害警戒区域内にあり、市町村の地域防災計画に名称などを位置づけられた要配慮者利用

施設（社会福祉施設（老人福祉施設、身体障がい者施設、児童福祉施設、保護施設、母子

福祉施設等）、幼稚園、ろう学校、盲学校、病院、診療所、助産院（有床のみ）等、要配慮

者が一時的にでも滞在していて、災害時に避難する可能性のある施設）は、避難確保計画

の作成・避難訓練の実施及びその報告書の作成が義務化されました。 

本市におきましても令和４年３月の地域防災計画の改訂をもって、対象の施設（事業所）

を定めており、対象となる施設(事業所)の管理者等の皆様におかれましては、避難確保計

画の作成・提出及び避難訓練の実施・実施報告書の提出をお願いしているところです。 

対象施設一覧や、避難確保計画等の作成及び本市への報告の流れ等につきましては、

本市ホームページにてご案内しておりますので、ご確認ください。 

 

【掲載場所】横須賀市ホームページ 

 ホーム＞総合案内＞災害・防災＞地域防災計画などの各種計画・届出＞「要配慮者利

用施設における避難確保計画の作成等について」 
（http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0525/hinankakuhokeikaku/hinankakuhokeikakusakusei.html） 

 

   指導事例 

訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めていない事例がありまし

た。実際の参加の可否にかかわらず、運営推進会議などを活用し、声かけをするなど連携に努め

てください。 
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●利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理

に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければなりません。 

 

【ポイント】 

●食中毒・感染症の発生防止のための措置等については、必要に応じ保健所の助言、指導

を求めるとともに、常に密接な連携を保ってください。 

●厚生労働省より出されている「介護現場における感染症対策の手引き」等を活用してくださ

い。また、インフルエンザ、O-１５７、レジオネラ症の対策等については、別途通知が出てい

るので、これに基づき、適切な措置を講じてください。 

●空調設備等により施設内の適温の確保に努めてください。 

 

●事業者は、事業所において感染症が発生し、又は、まん延しないように、次の各号に掲げ

る措置を講じなければなりません。これらの措置は、事業所に実施が求められるものです

が、他のサービスの事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 

 （１）事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

 （２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備すること。 

 （３）事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓

練を定期的に実施すること。 

 

【ポイント】 

●感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会 

当該事業所における感染対策委員会であり、感染対策の知識を有する者を含む、幅広

い職種により構成することが望ましく、特に、感染症対策の知識を有する者については外

部の者も含め積極的に参画を得ることが望ましいです。構成メンバーの責任及び役割分担

を明確にするとともに、感染対策担当者を決めておくことが必要です。感染対策委員会は、

利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね６月に１回以上、定期的に開催するとと

もに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する必要があります。 

感染対策委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、個人情

報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を

遵守してください。 

なお、感染対策委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営

することとしても差し支えありません。また、事業所に実施が求められるものですが、他の

サービス事業者との連携等により行うことも差し支えありません。 

●感染症の予防及びまん延の防止のための指針 

当該事業所における「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」には、平常時の

対策及び発生時の対応を規定します。 

平常時の対策としては、事業所内の衛生管理（環境の整備等）、ケアにかかる感染対策

（手洗い、標準的な予防策）等、発生時の対応としては、発生状況の把握、感染拡大の防

止、医療機関や保健所、市町村における事業所関係課等の関係機関との連携、行政等へ

７ 衛生管理等（省令第182条（第33条）、解釈第３－８－４（６）） 
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の報告等が想定されます。また、発生時における事業所内の連絡体制や上記の関係機関

への連絡体制を整備し、明記しておくことも必要です。 

 なお、それぞれの項目の記載内容の例については、「介護現場における感染対策の手引

き」を参照してください。 

●感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練 

従業者に対する「感染症の予防及びまん延防止のための研修」の内容は、感染対策の

基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該事業所における指針に基づい

た衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとします。 

職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該事業所が定期的な教育（年１回以

上）を開催するとともに、新規採用時には感染症対策研修を実施することが望ましいです。

また、研修の実施内容についても記録することが必要です。 

なお、研修の実施は、厚生労働省「介護施設・事業所の職員向け感染症対策力向上の

ための研修教材」等を活用するなど、事業所内で行うものでも差し支えなく、当該事業所の

実態に応じ行ってください。 

また、平時から、実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練

（シミュレーション）を定期的（年１回以上）に行うことが必要です。訓練においては、感染症

発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針及び研修内容に基づ

き、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するもの

とします。 

訓練の実施は、机上を含めその実施手法は問わないものの、机上及び実地で実施する

ものを適切に組み合わせながら実施してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   指導事例 

おおむね６月に１回以上感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開

催していない事例、開催していても、その結果について介護従業者に周知徹底していない事例

が確認されました。感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむ

ね６月に１回以上開催してください。また、委員会の結果について、介護従業者に周知してくださ

い。周知に当たっては、全ての従業者に周知し理解を得たことを明確にする観点から、記録する

等の方法により周知内容及び周知日時等を明確にすることが望ましいです。 

   指導事例 

 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施が確認できない事例がありまし

た。感染症の予防及びまん延の防止のための研修は年１回以上及び新規採用時、訓練は研修

とは別に年１回以上実施してください。また、研修及び訓練の内容等（実施日時、参加者、実施内

容等）について記録してください。 

   指導事例 

 感染症の予防及びまん延の防止のための指針は策定されているものの、必要な項目が不足し

ている事例がありました。上記【ポイント】を確認の上、必要な項目を盛り込んでください。 
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●主治の医師との連携を基本としつつ、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければなりません。  

●あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておかなければなりません。 

●サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、病院等のバックアップ施設との間の連携及び支援の体制を整えなけ

ればなりません。 

 

【ポイント】 

●協力医療機関及び協力歯科医療機関は、事業所から近距離にあることが望ましいです。 

●協力医療機関等やバックアップ施設から、利用者の入院や休日夜間等における対応につ

いて円滑な協力を得るため、協力医療機関等との間であらかじめ必要な事項を取り決めて

おくようにしてください。 

 

 

 

●事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、事故発生時の対応、

苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直

近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況）、利用料その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなりません。 

●重要事項を記載した書面を当該事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由

に閲覧させることにより、掲示に代えることができます。 

●原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなりません。 

 

【ポイント】 

●見やすい場所とは、重要事項を伝えるべき介護サービスの利用申込者、利用者又はその

家族に対して見やすい場所です。 

●重要事項を記載したファイル等を介護サービスの利用申込者、利用者又はその家族等が

自由に閲覧できる形で事業所内に備え付けることで、掲示に代えることができます。 

●従業者の勤務体制については、職種ごと、常勤・非常勤ごと等の人数を掲示するものであ

り、従業者の氏名まで掲示することを求めるものではありません。 

●ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情報公表システム（※）のこと

をいいます。 

※介護サービス情報公表システムに掲載する場合は、「運営規程の概要等の重要事項等

のウェブサイト掲載について」（https://center.rakuraku.or.jp/05/2025020.html）を参照し

てください。 

 

 

 

●従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らして

はなりません。 

●事業所の従業者であった者が、正当な理由ながなく、その業務上知り得た利用者又はその

家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置（※）を講じなければなりません。 

８ 協力医療機関等（条例第26条（第15条）、省令第182条（第83条）、解釈第３－８－４（９）） 

９ 掲示（省令第182条（第３条の32）、解釈第３－８－４（９）） 

10 秘密保持等（省令第182条（第３条の33）、解釈第３－８－４（９）） 
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※従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用時等に

取り決めておく等措置を講ずるべきとされています。 

●サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利

用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得てお

かなければなりません。 

 ※この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその家族から包括的な同意を得ておくこ

とで足りるものです。 

●個人情報保護法の遵守について 

介護保険事業者の個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインが厚生労働省から出さ

れています。 

 （掲載場所）「介護情報サービスかながわ」（https://kaigo.rakuraku.or.jp/）＞書式ライブラリ 

＞文書/カテゴリ検索＞５．国・県の通知＞個人情報の適切な取扱いについて 

 

 

 

●事業所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なものとなってはいけませ

ん。 

 

 

 

 

●居宅介護支援の公正中立性を確保するために、事業者は、指定居宅介護支援事業者又

はその従業者に対し、利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはなりません。 

 

【ポイント】 

●このような行為は、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反です。 

 

 

 

●提供した指定看護小規模多機能型居宅介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅

速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置

（※）を講じなければなりません。 

※必要な措置とは、 

①苦情を受け付けるための窓口を設置すること。 

②苦情・相談の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措

置の概要について明らかにすること。 

③①、②を利用者等にサービスの内容を説明する文書（重要事項説明書等）に記載する

とともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載すること。 

※苦情の相談窓口については、事業所に設置するもののほか、市町村及び国民健康保険

団体連合会の窓口についても利用者等に周知する必要があります。 

※横須賀市の窓口は、「介護保険課給付係 ℡046-822-8253」となります。 

 

 

11 広告（省令第182条（第３条の34） 

12 指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 

（省令第182条（第３条の35）、解釈第３－８－４（９）） 

13 苦情処理（省令第182条（第３条の36）、解釈第３－８－４（９）） 
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●事業所が苦情を受けた場合 

利用者等からの苦情を受け付けた場合は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ適切

に対応するため、事業所は、当該苦情の受付日、内容、対応等を記録しなければなりませ

ん。 

 

●市町村に苦情があった場合 

市町村から文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの

質問若しくは照会があった場合は、その調査に協力しなければなりません。 

また、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って、必要な改

善を行わなければなりません。 

市町村からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を市町村

に、報告しなければなりません。 

 

●国保連に苦情があった場合 

利用者等からの苦情に関して、国保連が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従い必要な改善を行わなければなりません。 

国保連から求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を国保連に

報告しなければなりません。 

 

●苦情に対するその後の措置 

事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、

苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行わなければなりませ

ん。 

  

 

 

●事業者は提供した指定看護小規模多機能型居宅介護に関し、利用者の心身の状況を踏

まえ、妥当適切なサービスが行われているかどうかを確認するために市町村が行う調査に

協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行わなければなりません。 

 

【ポイント】 

●事業者は、市の求めに応じ、事業所の運営規程の概要や勤務体制、管理者及び介護支援

専門員等の資格や研修の履修状況、利用者が負担する料金等の情報について提出しな

ければなりません。また、当該情報について自ら一般に公表するよう努めなければなりま

せん。 

 

 

 

【運営推進会議】 

●運営推進会議を設置し、おおむね２月に１回以上、運営推進会議に対し通いサービス及び

宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し運営推進会議による評価を受けるととも

に、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければなりません。 

●運営推進会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。ただし、利用者等が参

14 調査への協力等 （省令第182条（第84条）、解釈第３－８－４（９）） 

15 地域との連携等 （省令第182条（第34条）、解釈第３－８－４（９）） 
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加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について利用者等の同意を得なければ

なりません。なお、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

 

※運営推進会議とは 

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は事業所が所在する区域を管轄

する地域包括支援センターの職員、看護小規模多機能型居宅介護について知見を有す

る者等により構成される協議会です。地域住民の代表とは、町内会役員、民生委員、老

人クラブの代表等が考えられます。 

 

●運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録

を公表しなければなりません。 

●運営推進会議の報告等の記録は、その完結の日から５年間保存しなければなりません。 

 

【ポイント】 

●運営推進会議は、会議において、サービス内容等を明らかにすることにより、事業所による

利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確

保を図ることを目的として設置するものです。 

●他の地域密着型サービス事業所を併設している場合においては、1つの運営推進会議に

おいて、両事業所の評価等を行うことが可能です。 

●運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワークの形成の促進等の観点から、次に掲

げる条件を満たす場合は、複数の事業所の運営推進会議を合同で開催することが可能で

す。 

①利用者等については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。 

②同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。ただし、事業所間のネットワーク

形成の促進が図られる範囲で、地域の実情に合わせて、市町村区域の単位等内に所在

する事業所であっても差し支えありません。 

※運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、１年度

に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えてはいけません。また、外部評価

を実施する運営推進会議は、単独開催で行ってください。 

●運営推進会議において議題とする内容 

①通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況の報告 

②看護小規模多機能型居宅介護事業に対する評価を受けること 

③運営推進会議において構成員等から必要な要望、助言等を聴くこと 

●運営推進会議を開催後、速やかに報告書を指導監査課に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営推進会議（介護サービス関係 Q&A集 465） 

Ｑ：運営推進会議の構成員である「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とは、具体

的にどのような職種や経験等を有するのか。 

Ａ：小規模多機能型居宅介護について知見を有する者とは､学識経験者である必要はなく、高齢者

福祉や認知症ケアに携わっている者なども含め、小規模多機能型居宅介護について知見を有

する者として客観的､専門的な立場から意見を述べることができる者を選任されたい。 
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【その他】 

●その事業の運営に当たっては、地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う

等の地域との交流を図らなければなりません。 

●その事業の運営に当たっては、提供した指定看護小規模多機能型居宅介護に関する利用

者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町

村が実施する事業に協力するよう努めなければなりません。 

●事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定看護小規模多機能

型居宅介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定看

護小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければなりません。 

 

 

 

●１年に１回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサ

ービスについて評価・点検（自己評価）を行うとともに、当該自己評価結果について、運営

推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行わなければなりませ

ん。 

 

【自己評価】 

●①事業所の全ての従業者が提供するサービスについて振り返りを行い、②その上で他の

従業者の振り返り結果を当該事業所の従業者が相互に確認しながら、現状の課題や質の

向上に向けて必要となる取組等について話し合いを行ってください。 

●事業所が提供するサービスについて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の

質の向上を目指します。 

 

【外部評価】 

●運営推進会議において、事業所が行った自己評価結果に基づき、提供されているサービス

の内容や課題等について共有を図るとともに、利用者、市職員、地域住民の代表者等が第

三者の観点から評価を行い、新たな課題や改善点を明らかにしてください。 

●外部評価を実施する運営推進会議は、単独開催で行ってください。 

●外部評価を実施する運営推進会議には、市職員又は地域包括支援センター職員、指定看

護小規模多機能型居宅介護に知見を有し公正・中立な第三者の立場にある者の参加が必

要です。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護の特性に沿った自己評価及び外部評価の在り方につ

いては、令和２年度老人保健健康増進等事業「看護小規模多機能型居宅介護事業所及び

療養通所介護事業所の業務負担軽減に関する事業」（公益財団法人日本訪問看護財団）

を参考に行うものとし、サービスの改善及び質の向上に資する適切な手法により行ってくだ

さい。 

 

【結果の公表】 

●自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供するとともに、「介

護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムを活用し公表するこ

とが考えられますが、法人ホームページへの掲載、ＷＡＭＮＥＴの利用、事業所内の外部の

者にも確認しやすいい場所への掲示、市町村窓口や地域包括支援センターへの掲示等に

より公表することも差し支えありません。 

16 自己評価及び外部評価 （省令第182条（第34条）、解釈第３－８－４（９）） 
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●外部評価を行ったら、速やかに報告書を指導監査課へ提出してください。 

 

【ポイント】 

●指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の37第１項に

定める介護・医療連携推進会議、第34条第１項（第88条、第108条及び第182条において準

用する場合に限る。）に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について（平成27

年３月27日老振発0327第四・老老発0327第一）の内容を確認してください。 

 

 

 

●可能な限り、利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ、

利用者が施設等（指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護老人福祉施設、介

護老人保健施設等）へ入所等を希望した場合、円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう

に、必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 

 

 

 

●指定看護小規模多機能型居宅介護の提供により、事故が発生した場合は、市町村、当該

利用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必

要な措置を講じなければなりません。 

●事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければなりません。 

●事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなりません。 

 

【ポイント】 

●事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ定めておくことが望ましいです。 

●事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、あらかじめ事業所で定め、従業員に周知

してください。 

●事故が発生した場合は、市町村に対し、速やかに事故報告書の提出をしてください。 

事故報告書の提出先は、①事故の対象となる利用者等の保険者、②事業所所在地の市

町村（横須賀市民生局福祉こども部介護保険課給付係）です。 

●少なくとも事業所が所在する市町村においては、どのような事故が起きた場合に報告する

か確認しておいてください。 

（横須賀市ホームページ掲載の「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2640/g_info/documents/jikohoukoku.pdf）を参照し

てください。） 

●事故が生じた際には、その原因を分析し、再発を防ぐための対策を講じてください。 

●速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、賠償資力を有することが望ま

しいとされています。 

●事業所における損害賠償の方法（保険に加入している場合にはその内容）について把握し

ておいてください。 

 

 

 

17 居住機能を担う併設施設等への入居 （省令第182条（第86条）、解釈第３－８－４（９）） 

18 事故発生時の対応 （省令第182条（第３条の38）、解釈第３－８－４（９）） 

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2640/g_info/documents/kaigohokenjikohoukokuyouryou.pdf
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●虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極

めて高く、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を

講じなければなりません。虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等

については、「高齢者虐待等の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平

成17年法律第124号）に規定されているところであり、その実効性を高め、利用者の尊厳の

保持・人格の尊重が達成されるよう、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じ

てください。 

①虐待の未然防止 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配

慮を常に心がけながらサービス提供にあたる必要があり、研修等を通じて、従業者にそ

れらに関する理解を促す必要があります。同様に、従業者が高齢者虐待防止法等に規

定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正しく理解していることも重要

です。 

②虐待等の早期発見 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業者は、虐待等又はセルフ・ネグレクト

等の虐待に準ずる事案を発見しやすい立場にあることから、これらを早期に発見できる

よう、必要な措置（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられて

いることが望ましいとされています。また、利用者及びその家族からの虐待等に係る相

談、利用者から市町村への虐待の届出について、適切な対応をしてください。 

③虐待等への迅速かつ適切な対応 

虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、指定看護

小規模多機能型居宅介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切に行われ、市町村

等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努めることとします。 

 

●上記の観点を踏まえ、事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に

掲げる措置を講じなければなりません。 

①事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとします。）を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底をはかること。 

②事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 

③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④①から③に掲げる措置を適切に実施するための担当者をおくこと。 

 

【ポイント】 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会 

●虐待防止検討委員会は、虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場

合はその再発を確実に防止するための対策を検討する委員会であり、管理者を含む幅

広い職種で構成します。構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、定期

的に開催することが必要です。また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的

に活用することが望ましいです。 

●虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであるこ

とが想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限ら

19 虐待の防止 （省令第182条（第３条の38の２）、解釈第３－８－４（７）） 
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れず、個別の状況に応じて慎重に対応することが重要です。 

●虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営す

ることとして差し支えありません。また、事業所に実施が求められるものですが、他のサ

ービス事業者との連携により行うことも差し支えありません。 

●虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。この際、個

人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取

り扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド

ライン」等を遵守してください。 

●虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討してください。その

際、そこで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は、

従業者に周知徹底を図る必要があります。 

イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること 

ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること 

ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること 

ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること 

ホ 従業者が高齢者虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行わ

れるための方法に関すること 

へ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策

に関すること 

ト への再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること 

 

（２）虐待の防止のための指針 

●事業者が整備する「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込んでくださ

い。 

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方 

ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項 

ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 

ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 

ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 

ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 

ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 

チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 

リ その他虐待の防止の推進のための必要な事項 

 

（３）虐待の防止のための従業者に対する研修 

●従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎

的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該事業所における指針

に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとされています。職員教育を組織的に徹底させ

ていくためには、当該事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修

（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実

施することが重要です。 

●研修の実施内容についても記録することが必要です。 

●研修の実施は、事業所内の研修で差し支えありません。 
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（４）虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 

●事業所における虐待を防止するための体制として、前述の（１）から（３）までに掲げる措

置を適切に実施するため、担当者を置くことが必要です。当該担当者としては、虐待防

止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましいです。なお、同一事業

所内での複数担当（※）の兼務や他の事業所・施設等との担当（※）の兼務については、

担当者としての職務に支障がなければ差し支えありません。ただし、日常的に兼務先の

各事業所内の業務に従事しており、利用者や事業所の状況を適切に把握している者な

ど、各担当者としての職務を遂行する上で支障がないと考えられる者を選任してください。 

   ※ 身体的拘束等適正化担当者、褥瘡予防対策担当者（看護師が望ましい。）、感染対

策担当者（看護師が望ましい。）、事故の発生又はその再発を防止するための措置を

適切に実施するための担当者虐待の発生又はその再発を防止するための措置を適

切に実施するための担当者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業所ごとに経理を区分するとともに、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業の会計

とその他の事業の会計を区分しなければなりません。 

【ポイント】 

●「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」（平成13年３月28日老振発第18

号）、「介護保険・高齢者保健福祉事業に係る社会福祉法人会計基準の取扱いについて」

（平成24年３月29日老高発0329第１号）、「指定介護老人福祉施設等に係る会計処理等の

取扱いについて」（平成12年３月10日老計第８号）を参照してください。 

 

 

 

 

20 会計の区分 （省令第182条（第３条の39）、解釈第３－８－４（９）） 

   指導事例 

 虐待の防止のための指針は策定されているものの、必要な項目が不足している事例がありまし

た。上記【ポイント】（２）を確認の上、必要な項目を盛り込んでください。 

   指導事例 

虐待の防止のための対策を検討する委員会を開催していない事例、開催していても、その結

果について介護従業者に周知徹底していない事例が確認されました。虐待の防止のための対策

を検討する委員会を定期的に開催してください。また、委員会の結果について、介護従業者に周

知してください。周知に当たっては、全ての従業者に周知し理解を得たことを明確にする観点か

ら、記録する等の方法により周知内容及び周知日時等を明確にすることが望ましいです。 

   指導事例 

 虐待の防止のための従業者に対する研修の実施が確認できない事例がありました。虐待の防

止のための従業者に対する研修を年１回以上及び新規採用時に実施してください。また、研修の

内容等（実施日時、参加者、実施内容等）について記録してください。 
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●事業者は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護

サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定看

護小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確

保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を定期的に開催しなければなりません。 

※令和９年３月31日までは努力義務となります。 

●生産性向上の取組を促進する観点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広い職種に

より構成することが望ましく、各事業所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討してくださ

い。なお、生産性向上の取組に関する外部の専門家を活用することも差し支えありません。 

●定期的に開催することが必要ですが、開催する頻度については、委員会の開催が形骸化

することがないよう留意した上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催頻度を決めること

が望ましいです。 

 

【ポイント】 

●利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会は、介護現場の生産性向上の取組を促進する観点から、現場における

課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊

厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するた

めに設置、開催するものです。 

●委員会の開催に当たっては、厚生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事業におけ

る生産性向上に資するガイドライン」等を参考に取組を進めることが望ましいです。 

●テレビ電話装置等を活用して行うことができますが、この際、個人情報保護委員会・厚生労

働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚

生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

●他に事業運営に関する会議（事故発生の防止のための委員会等）を開催している場合、こ

れと一体的に設置・運営することとして差し支えありません。 

●本委員会は、事業所毎に実施が求められるものですが、他のサービス事業者との連携等

により行うことも差し支えありません。 

●委員会の名称について、法令では「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会」と規定されたところですが、他方、

従来から生産性向上の取組を進めている事業所においては、法令と異なる名称の生産性

向上の取組を進めるための委員会を設置し、開催している場合もあるところ、利用者の安

全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策が適切に検討され

る限りにおいては、法令と異なる委員会の名称を用いても差し支えありません。 

 

 

 

●事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりませ

ん。 

●事業者は、利用者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げ

22 記録の整備 （条例第25条、省令第181条、解釈第３－８－４（８）） 

21 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び 

職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置 

（省令第182条（第86条の２）、解釈第３－８－４（９）） 
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る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければなりません。 

①居宅サービス計画 

②看護小規模多機能型居宅介護計画 

③身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録 

④主治の医師による指示の文書 

⑤看護小規模多機能型居宅介護報告書 

⑥提供した具体的なサービス内容等の記録 

⑦市町村への通知に係る記録 

⑧苦情の内容等の記録 

⑨事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

⑩運営推進会議の報告、評価、要望、助言等の記録 

●会計に関する記録（指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に係る保険給付の請求に

関するものに限る。）を、その完結の日から５年間保存しなければなりません。 

 

※「その完結の日」とは 

上記①～⑨については、個々の利用者につき、契約の終了（契約の解約・解除、他の施設

への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日を指

すものとします。 

⑩については、運営推進会議を開催し、報告、評価、要望、助言等の記録を公表した日を

指すものとします。 

 

 

 

【電磁的記録】 

●事業者及びサービスの提供に当たる者（以下本項において「事業者等」という。）は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、

複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいいます。以下同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものにつ

いては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいいます。）により行うことができます。 

 

【ポイント】 

●事業者等の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、基準省令で規定す

る書面（被保険者証に関するものを除く。）の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により

行うことができます。 

①電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録する方法または磁気ディスク等をもって調整する方法によること。 

②電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。 

ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

又は磁気ディスク等をもって調整するファイルにより保存する方法 

イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業

者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクをもって調整す

23 電磁的記録等 （省令第183条、解釈第５） 
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るファイルにより保存する方法 

③その他、基準省令において電磁的記録により行うことができるとされているものは、①及

び②に準じた方法によること。 

④また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医

療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

【電磁的方法】 

●事業者等は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」とい

う。）のうち、この省令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるもの

については、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいいます。）によること

ができます。 

 

【ポイント】 

●利用者及びその家族等（以下「利用者等」という。）の利便性向上並びに事業者等の業務

負担軽減等の観点から、事業者等は、書面で行うことが規定されている、又は想定される

交付等について、事前に利用者等の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法により行うこ

とができます。 

①電磁的方法による交付は、基準省令の規定に準じた方法によること。 

②電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした

場合等が考えられること。なお、「押印についてのQ＆A（令和２年６月19日内閣府・法務

省・経済産業省）」を参考にすること。 

③電磁的方法による締結は、利用者等・事業者等の間の契約関係を明確にする観点から、

書面における署名又は記名・押印に代えて、電子署名を活用することが望ましいこと。な

お、「押印についてのQ＆A（令和２年６月19日内閣府・法務省・経済産業省）」を参考に

すること。 

④その他、基準省令において電磁的方法によることができるとされているものは、①から③

までに準じた方法によること。ただし、基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定

めがあるものについては、当該定めに従うこと。 

⑤また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び厚生労働省「医療情

報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 
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１ 基本報酬 

 
 

 
①基本となる単位数に加算・減算の計算を行います。 

※加算減算の計算を行うごとに、小数点以下の四捨五入を行います。 

②算出した単位数に単価（横須賀市は、10.66円）を乗じます。 

 ※１円未満の端数は切り捨てます。 

③②で算出した額に、90％（１割負担の場合、２割負担の場合は80％、３割負担の場合は

70％）を乗じた額が保険請求額となり、総額から保険請求額を引いた額が利用者負担とな

ります。 

 

 

 

イ 看護小規模多機能型居宅介護費（１月につき） 

（１） 同一建物に居住する者以外の者に対して行う場合 

（一） 要介護１     12,447単位 

（二） 要介護２     17,415単位 

（三） 要介護３     24,481単位 

（四） 要介護４     27,766単位 

（五） 要介護５     31,408単位 

 

（２） 同一建物に居住する者に対して行う場合 

（一） 要介護１     11,214単位 

（二） 要介護２     15,691単位 

（三） 要介護３     22,057単位 

（四） 要介護４     25,017単位 

（五） 要介護５     28,298単位 

 

ロ 短期利用居宅介護費（１日につき） 

（１） 要介護１     571単位 

（２） 要介護２     638単位 

（３） 要介護３     706単位 

（４） 要介護４     773単位 

（５） 要介護５     839単位 

 

 

 

 

 

 

 Ⅵ 介護報酬請求上の注意点について 

１ 介護報酬の算出方法（報酬基準、留意事項第２－１（１）） 

１） 

２ 基本単位数（報酬基準別表８、留意事項第２－９（１）） 

１） 

※同一建物とは 

当該看護小規模多機能型居宅介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物（養

護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限

る。）を指すものであり、具体的には、当該建物の１階部分に看護小規模多機能型居宅介 
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●短期利用居宅介護費を算定すべき指定看護小規模多機能型居宅介護の基準 

次に掲げる基準のいずれも適合すること。 

イ 利用者の状態や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合であって、指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所の介護支援専門員が、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に支障がないと認めた

場合であること。 

 ロ 利用の開始に当たって、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等

の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日以内）の利用期間を定めること。 

 ハ 指定地域密着型サービス基準第171条に定める従業者の員数を置いていること。 

 ニ サービス提供が過小である場合の減算を算定していないこと。 

 

【ポイント】 

●宿泊室を活用する場合は、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者

の合計が、宿泊サービスの利用定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用してください。 

 

 

 

●看護小規模多機能型居宅介護の基本報酬は、登録している期間１月につき所定単位数を

算定します。月途中から登録を開始した場合や、月途中で登録を終了した場合は、登録し

ていた期間（登録日から当該月の末日まで又は当該月の初日から登録終了日まで）に対

応した単位数を算定します。 

●月途中から看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に転居した場合又は月途中

から看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物から同一建物でない建物に転居し

た場合には、居住していた期間に対応した単位数を算定します。 

●「登録日」 

利用者が看護小規模多機能型居宅介護事業者と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪

問又は宿泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日とします。 

●「登録終了日」 

利用者が看護小規模多機能型居宅介護事業者との利用契約を終了した日とします。 

 

 

 

●看護小規模多機能型居宅介護を受けている間については、訪問リハビリテーション費、居

宅療養管理指導費及び福祉用具貸与費を除く指定居宅サービス並びに指定地域密着型

サービスに係る費用の額の算定はしません。 

３ 短期利用居宅介護費（厚労告95-74、留意事項第２－９（２））   【要届出】 

１） 

４ 「登録日」と「登録終了日」（留意事項第２－９（１）） 

１） 

護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地

内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。なお、当該建築物

の管理、運営法人が当該看護小規模多機能型居宅介護事業所の事業者と異なる場合で

あっても該当します。 

５ サービス種類相互の算定関係について（報酬基準別表８注12・注13、留意事項第２－１（２）） 
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●登録者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護又は認知症

対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護若しくは地域密着型介護老

人福祉施設入居者生活介護を受けている間は、看護小規模多機能型居宅介護費は算定

しません。 

●登録者が一の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において指定看護小規模多機能

型居宅介護を受けている間は、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外の指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所が指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場

合に、看護小規模多機能型居宅介護費は、算定しません。 
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２ 減算 

 
 

 

●市に提出した運営規程に定められている事業所の登録定員を上回る利用者を登録させて

いる場合においては、次の月の看護小規模多機能型居宅介護費は、登録者全員について

所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。 

 

※登録者の数 

１月間（暦月）の登録者の数の平均を用います。この場合、１月間の登録者の数の平均は、

当該月の全登録者の延数（１日ごとの登録者数を合計した数）を当該月の日数で除して得

た数となります。（小数点以下切り上げ） 

 

●定員超過利用の基準に該当することになった場合は、その翌月から定員超過利用が解消

されるに至った月まで、登録者の全員について、減算されます。 

●定員超過利用が解消された場合は、解消されるに至った月の翌月から通常の所定単位数

が算定されます。 

 

【ポイント】 

●適正なサービスの提供を確保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよ

う努めてください。定員超過が継続する場合、市町村は指定の取り消しを検討することにな

ります。 

●災害の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用については、当該定員超過利用

が開始した月（災害等が生じた時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続するこ

とがやむを得ない場合は翌月も含む。）の翌月から所定単位数の減算を行うことはせず、

やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続してい

る場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとします。 

 

 

 

 

人員基準欠如による減算は、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、人員

基準欠如の未然防止を図るよう努めてください。人員基準欠如が継続する場合、市町村は

指定の取り消しを検討することになります。 

 

（１）看護小規模多機能型居宅介護従業者（通いサービス及び訪問サービスに当たる者に限

る。）  

●人員基準上必要とされる員数の介護従業者を置いていない状況でサービスの提供が行

われた場合は、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。 

●人員基準上必要とされる員数から１割を超えて減少した場合には、その翌月から人員基

準欠如が解消されるに至った月まで、登録者全員について減算されます。 

●１割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至っ

た月まで、登録者全員について減算されます。（ただし、翌月の末日において人員基準

を満たすに至っている場合を除く。） 

１ 定員超過利用による減算（報酬基準別表８注１・注２、厚告27－11（イ）、留意事項第２－１（６）） 

１） 

２ 人員基準欠如による減算 

（報酬基準別表８注１・注２、厚告27－11（ロ）、留意事項第２－１（８））  【要届出】 
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（２）看護師又は准看護師 

●人員基準上必要とされる員数の看護師又は准看護師を置いていない状況でサービスの

提供が行われた場合は、翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、登録

者全員について、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。（ただし、

翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。） 

 

（３）介護支援専門員 

●人員基準上必要とされる介護支援専門員を配置していない場合及び、介護支援専門員   

が必要な研修を修了していない状況でサービスの提供が行われた場合は、翌々月から

人員基準欠如が解消されるに至った月まで、登録者全員について所定単位数に100分

の70を乗じて得た単位数で算定します。（ただし、翌月の末日において人員基準を満た

す場合を除く）。 

●ただし、研修の開催状況を踏まえ、研修を修了した職員の急な退職等のやむを得ない事

情により人員基準欠如となった場合に、介護支援専門員が研修を修了することが確実に

見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は、減算対象としない取扱いとなりま

す。この場合に該当し得る場合は、速やかに市にご相談ください。なお、当該介護支援

専門員が受講予定の研修を修了しなかった場合は、人員基準欠如が発生した翌々月か

ら減算となります。 

 

（４）夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員 

●基準上必要な夜間及び深夜の勤務又は宿直勤務を行う職員を配置せず、ある月におい

て次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において登録者全員について所定

単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。 

①当該従業者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事

態が２日以上連続して発生した場合 

②当該従業者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事

態が４日以上発生した場合 

 

（５）サテライト型事業所の訪問サービスの提供にあたる介護従業者 

●基準上必要なサテライト型事業所の訪問サービスにあたる介護従業者を配置せず、あ

る月において次のいずれかの事態が発生した場合に、その翌月において登録者全員に

ついて所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。 

①当該従業者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事

態が２日以上連続して発生した場合 

②当該従業者が勤務すべき時間帯において職員数が基準に定める員数に満たない事

態が４日以上発生した場合 
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●別に厚生労働大臣が定める基準（※）を満たさない場合は、身体拘束廃止未実施減算とし

て、所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算します。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-74の２） 

指定地域密着型サービス基準第177条第６号及び第７号に規定する基準に適合している

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

●身体拘束廃止未実施減算については、事業所において身体的拘束等が行われていた場

合ではなく、指定地域密着型サービス基準第177条第６項の記録（同条第５項に規定する

身体的拘束等を行う場合の記録）を行っていない場合及び同条第７項に規定する措置を講

じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算します。具体的には、記録を

行っていない、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上

開催していない、身体的拘束等の適正化のための指針を整備していない又は身体的拘束

等の適正化のための定期的な研修を実施していない事実が生じた場合、速やかに改善計

画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計画に基づく改善状況を市

町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間につ

いて、利用者全員について減算します。 

 

 

 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施

減算として、所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算します。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-74の３） 

指定地域密着型サービス基準第182条において準用する指定地域密着型サービス基準

３ 身体拘束廃止未実施減算（報酬基準別表８注４、留意事項第２－９（３））  【要届出】  

４ 高齢者虐待防止措置未実施減算（報酬基準別表８注５、留意事項第２－９（４）） 【要届出】 

指定地域密着型サービス基準第177条 

六 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、前号の身体的拘束等を行う場合には、その

態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

七 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

イ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果について、看

護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

ロ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ハ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を

定期的に実施すること。 
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第３条の38の２に規定する基準に適合していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

●高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐待が発生した場

合ではなく、地域密着型サービス基準第３条の38の２に規定する措置を講じていない場合

に、利用者全員について所定単位数から減算することとなります。具体的には、高齢者虐

待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のた

めの指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年１回以上の研修を実施していな

い又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた

場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から３月後に改善計

画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認

められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者虐待防止措置未実施減算について 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問167） 

Ｑ：高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全

ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされてい

なければ減算の適用となるのか。 

Ａ：減算の適用となる。 

なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 

 
高齢者虐待防止措置未実施減算について 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問168） 

Ｑ：運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した

日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。 

Ａ：過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」

となる。 

指定地域密着型サービス基準第３条の38の２ 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、

次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 

一 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討

する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催する

とともに、その結果について、看護小規模多機能型居宅介護従業者に周知徹底を図ること。 

二 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における虐待の防止のための指針を整備

すること。 

三 当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、看護小規模多機能型居宅介護

従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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●別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、

所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算します。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-74の４） 

指定地域密着型サービス基準第182条において準用する指定地域密着型サービス基準

第３条の30の２第１項に規定する基準に適合していること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【留意事項】 

●業務継続計画未策定減算については、指定地域密着型サービス基準第37条、第37条の３

又は第40条の16において準用する指定地域密着型サービス基準第３条の30の２第１項に

規定する基準を満たさない事実が生じた場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じ

た日が月の初日である場合は当該月）から基準に満たない状況が解消されるに至った月

まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算します。 

 

 

 

 

 

 

５ 業務継続計画未策定減算（報酬基準別表８注６、留意事項第２－９（５））   【要届出】 

高齢者虐待防止措置未実施減算について 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問169） 

Ｑ：高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全

ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと）がなされてい

ない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月か

ら三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の

翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算す

ることとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置

を行うことはできないのか。 

Ａ：改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支え

ない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から３か月以降に当

該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 

 

指定地域密着型サービス基準第３条の30の２第１項 

指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者

に対する指定看護小規模多機能型居宅介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の

体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継

続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 
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●事業所が提供する通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供

回数について、週平均１回に満たない場合又は登録者（短期利用居宅介護費を算定する

者を除く。）１人当たり平均回数が、週４回に満たない場合は、登録者全員について所定単

位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定します。 

 

※ 週平均・登録者１人当たり平均回数 

① 「週平均」は、当該登録者において暦月ごとに以下のイからハまでの方法に従って算定

したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数で除したものに、７を乗ずることによっ

て算定します。 

イ 通いサービス 

１人の登録者が１日に複数回通いサービスを利用する場合にあっては、複数回の

算定を可能とします。 

ロ 訪問サービス 

１回の訪問を１回のサービス提供として算定します。なお、看護小規模多機能型居

宅介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの

意味で声かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えません。ま

６ サービス提供が過少である場合の減算（報酬基準別表８注７、留意事項第２－９（６）） 

業務継続計画未策定減算について（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問166） 

Ｑ：行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、

「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。 

Ａ：業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見 

した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとな

る。 

例えば、通所介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が

判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具

体的計画の策定を行っていない場合）、令和７年10月からではなく、令和６年４月から減算の対

象となる。 

また、訪問介護事業所が、令和７年10月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判

明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 

 

業務継続計画未策定減算について（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）問７） 

Ｑ：業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。 

Ａ：感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続

計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。 

なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務

継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続

計画未策定減算の算定要件ではない。 
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た、訪問サービスには訪問看護サービスも含まれます。 

ハ 宿泊サービス 

宿泊サービスについては、１泊を１回として算定します。ただし、通いサービスに引

き続いて宿泊サービスを行う場合は、それぞれを１回とし、計２回として算定します。 

② 「登録者一人当たりの平均回数」は、当該事業所において暦月ごとに①イからハまで

の方法に従って算定したサービス提供回数の合計数を、当該月の日数に当該事業所の

登録者数を乗じたもので除したものに、７を乗ずることによって算定します。 

③ 登録者が月の途中に利用を開始又は終了した場合にあっては、利用開始日の前日以

前又は利用終了日の翌日以降の日数については、①の日数の算定の際に控除するも

のとします。登録者が入院した場合の入院日（入院初日及び退院日を除く。）についても

同様の取扱いとします。 

 

 

 

●サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は当該サテライト型看護小規模

多機能型居宅介護事業所の本体事業所において、訪問看護体制減算の届出をしている場

合にあっては、両事業所について、登録者全員について所定単位数に100分の97を乗じて

得た単位数で算定します。 

 

【留意事項】 

●サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所又は当該サテライト型看護小規模多機

能型居宅介護事業所の本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所が訪問看

護体制減算を届出している場合に、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及

び本体事業所が共に算定するものです。例えば、サテライト型看護小規模多機能型居宅

介護事業所が訪問看護体制減算の届出を行っている場合には、本体事業所及び当該サ

テライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所が共にサテライト体制未整備減算を算定

することとなります。 

●サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の開始にあたって、訪問看護体制減算

の実績の計算に必要な前３月間において、本体事業所が訪問看護体制減算を届出してい

ない期間に限り、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所はサ

テライト体制未整備減算を算定する必要はないものとします。なお、サテライト型看護小規

模多機能型居宅介護事業所は訪問看護体制減算の実績を継続的に確認するものとし、４

月目以降において訪問看護体制減算に該当し届出を行う場合には、サテライト体制未整

備減算を算定します。 

●サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所については、訪問看護

体制減算の実績を継続的に確認するものとし、当該加算の届出の有無については、相互

に情報を共有してください。 

 

 

 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所については、訪問看護体制減算として、要介護状態

区分が要介護１、要介護２又は要介護３である者については１月につき925単位を、要介護

４である者については１月に1,850単位を、要介護５である者については１月につき2,914単

７ サテライト体制未整備減算（報酬基準別表８注８、留意事項第２－９（７））   【要届出】 

８ 訪問看護体制減算（報酬基準別表８注14、留意事項第２－９（11））   【要届出】 
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位を所定単位から減算します。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-75） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

おける利用者（短期利用居宅介護費のみを算定する者を除く。以下この号において同

じ。）の総数のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の占め

る割合が100分の30未満であること。 

ロ 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

おける利用者総数のうち、緊急時対応加算を算定した利用者の占める割合が100分の

30未満であること。 

ハ 算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に

おける利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100分の５

未満であること。 

 

【留意事項】 

●厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-75）イの基準における利用者の割合については、以

下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を

算出します。 

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、主治の医師の指示に基づく看護

サービスを提供した実利用者数 

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

●厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-75）ロの基準における利用者の割合については、以

下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を

算出します。 

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における緊急時訪問看護加算を算定した

実利用者数 

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

●厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-75）ハの基準における利用者の割合については、以

下のアに掲げる数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を

算出します。 

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における特別管理加算を算定した実利用

者数 

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

●上記に規定する実利用者数は、前３月間において、当該事業所が提供する看護サービス

を２回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を２回以上算定した者であっても、１とし

て数えます。そのため、上記に規定する割合の算出において、利用者には、当該指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所を現に利用していない者も含むことに留意してください。

また、算定日が属する月の前３月間において複合型サービス費のうち短期利用居宅介護

費のみを算定した者を含みません。 
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●指定看護小規模多機能型居宅介護を利用しようとする者の主治の医師が、当該者が末期

の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等（※）により訪問看護を行う必要が

ある旨の指示を行った場合は、要介護状態区分が要介護１、要介護２又は要介護３である

者については１月につき925単位を、要介護４である者については１月につき1,850単位を、

要介護５である者については１月につき2,914単位を所定単位数から減算します。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を利用しようとする者の主治の医師（介護老人

保健施設及び介護医療院の医師を除く）が、当該者が急性憎悪等により一時的に頻回の

訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、当該指示の日数に、要介護

状態区分が要介護１、要介護２又は要介護３である者については１日につき30単位を、要

介護４である者については１日につき60単位を、要介護５である者については１日につき95

単位を乗じて得た単位数を所定単位数から減算します。 

 

※厚生労働大臣が定める疾病等(厚労告94－51（４）) 

多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチン

トン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、大脳皮

質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ３以上で

あって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮症（線条体

黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、プリオン病、

亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄

性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷及び人

工呼吸器を使用している状態。 

 

【留意事項】 

●末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める疾病等の患者について、医療保険の給付

の対象となる訪問看護を行う場合には、所定単位数から減算します。 

月途中から医療保険の給付の対象となる場合又は月途中から医療保険の給付の対象外

となる場合には、医療保険の給付の対象となる期間に応じて単位数を減算します。なお、

医療保険の給付の対象となる期間については、主治の医師による指示に基づくものとしま

す。 

●利用者が急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別指示又

は特別指示書の交付があった場合は、交付の日から14日間を限度として医療保険の訪問

看護の給付対象となるものであり、当該月における当該特別指示の日数に応じて減算しま

す。この場合の医療機関における特別指示については、頻回の訪問看護が必要な理由、

その期間等については、診療録に記載しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 医療保険の訪問看護を行う場合の減算（報酬基準別表８注15・16、留意事項第２－９（13）） 
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３ 加算 

 

 
 
（報酬基準別表８-ハ） 
●事業所に登録した日から起算して30日以内の期間については、初期加算として、１日につ

き所定単位数を加算します。 

●30日を超える病院又は診療所への入院後に指定看護小規模多機能型居宅介護の利用を

再び開始した場合も、同様とします。 

 

  

 
（報酬基準別表８-ニ、留意事項２－９（15）） 
●別に厚生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとして、市町村長に届け出た指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める登録者（※

２）に対して専門的な認知症ケアを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、(Ⅰ)及び

（Ⅱ）について１月にそれぞれ所定単位数を加算します。ただし、（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）のい

ずれかの加算を算定している場合は、その他の加算は算定しません。 

●別に厚生労働大臣が定める登録者（※２）に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を

行った場合は、（Ⅲ）及び（Ⅳ）について１月につきそれぞれ所定単位数を加算します。 

 

※１ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-54の５） 

イ 認知症加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 （１） 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、事業所における日常生活に

支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知

症の者（以下この号において「対象者」という。）の数が20人未満である場合にあって

は１以上、対象者の数が20人以上である場合にあっては１に対象者の数が19を超え

て10又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上配置し、チームとして専門的な

認知症ケアを実施していること。 

（２） 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指

導に係る会議を定期的に開催していること。 

（３） 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を１名以上配置し、事業

所全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

（４） 当該事業所における介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を

作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定し

ていること。 

 ロ 認知症加算（Ⅱ） イ（１）及び（２）に掲げる基準に適合すること。 

 

※２ 厚生労働大臣が定める登録者（厚労告94-52（38）、） 

イ 認知症加算（Ⅰ）、（Ⅱ）及び（Ⅲ）を算定すべき利用者 

日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要と

する認知症の者 

ロ 認知症加算（Ⅳ）を算定すべき利用者 

要介護状態区分が要介護２である者であって、周囲の者による日常生活に対する注意

１ 初期加算   30単位                                    

１） 

２ 認知症加算 （Ⅰ）920単位 （Ⅱ）890単位 （Ⅲ）760単位 （Ⅳ）460単位  【要届出】 

１） 
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を必要とする認知症の者 

 

【留意事項】 

●「日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者を指すものとしま

す。 

●「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」とは、日常生活自立度

のランクⅡに該当する者を指すものとします。 

●「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施につい

て」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護実

践リーダー研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとします。 

●「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議」の実施に当たっては、

全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分かれて開催すること

で差支えありません。また、「認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る

会議」は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。この際、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのため

のガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵

守してください。 

●「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践者等養成事業の実施に

ついて」、「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介

護指導者養成研修」及び認知症看護に係る適切な研修を指すものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について（留意事項２－１（12）） 

①日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この

号において「判定結果」という。）を用いるものとする。 

②判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスの

サービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実

施について（平成21年９月30日老発0930第５号厚生労働省老健局長通知）」に基づ

き、主治医が記載した同通知中「３主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見

書」中「３．心身の状態に関する意見（１）日常生活自立度等について・認知症高齢者

の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合に

あっては、最も新しい判定を用いるものとする。 

③医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない

場合を含む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が

記入した同通知中の「２（４）認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票

（基本調査）」７の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

 

認知症加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問20） 

Ｑ：認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）の認

知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 

Ａ：認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている

場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 
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認知症加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問17） 

Ｑ：認知症専門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに（看護）

小規模多機能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定要件について、「認知症介護に

係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切

な研修とは、どのようなものがあるか。 

Ａ：現時点では、以下のいずれかの研修である。 

① 日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」の研修 

② 日本看護協会が認定している看護系大学院の「老人看護」及び「精神看護」の専門看護師教

育課程 

③ 日本精神科看護協会が認定している「精神科認定看護師」（ ただし、③については認定証が

発行されている者に限る。） 

認知症加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問19） 

Ｑ：認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤

要件等はあるか。 

Ａ： 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや

認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務

を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。 

 なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業

所１か所のみである。 

 

認知症加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問21） 

Ｑ：認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能

力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専

門ケア加算及び通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算並びに（看護）小規模多機

能型居宅介護における認知症加算（Ⅰ）・（Ⅱ）における認知症介護実践リーダー研修修了者とし

てみなすことはできないか。 

Ａ：認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修（認知症介護実践者研修及び認

知症介護実践リーダー研修）の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されて

いる者であることがその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにおいては認

知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践

リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。 

従って、認知症専門ケア加算（Ⅱ）及び（看護）小規模多機能型居宅介護における認知症加算

（Ⅱ）については、加算対象となる者が20名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症

介護指導者養成研修を修了した者（認知症介護実践リーダー研修の未受講者）１名の配置で算

定できることとし、通所介護、地域密着型通所介護における認知症加算については、当該者を指

定通所介護を行う時間帯を通じて１名の配置で算定できることとなる。 
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（報酬基準別表８-ホ、留意事項２－９（16）） 

●短期利用居宅介護費について、医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在

宅での生活が困難であり、緊急に指定看護小規模多機能型居宅介護を利用することが適

当であると判断した者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、利用を

開始した日から起算して７日を限度として、１日につき200単位を所定単位数に加算します。 

 

【留意事項】 

●「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・

暴言等の症状を指すものです。 

●本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、緊急に短期利用（短期利用

居宅介護費）が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事

業所の職員と連携し、利用者又は家族の同意の上、短期利用（短期利用居宅介護）を開始

した場合に算定することができます。本加算は医師が判断した当該日又はその次の日に

利用を開始した場合に限り算定できるものとします。 

この際、短期利用（短期利用居宅介護費）ではなく、医療機関における対応が必要であると

判断される場合にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、

適切な医療が受けられるように取り計らう必要があります。 

●次に掲げるものが、直接、短期利用（短期利用居宅介護費）を開始した場合には、当該加

算は算定できません。 

①病院又は診療所に入院中の者 

②介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又は入所中の者 

③認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、特定施設入居者

生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、短期利用認知症対応型共同生活

介護、短期利用特定施設入居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生

活介護を利用中の者 

●判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録してください。また、事業所も

判断を行った医師名、日付及び利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書

３ 認知症行動・心理症状緊急対応加算   200単位  

１） 

認知症加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.６）問３） 

Ｑ：介護給付費算定に係る体制等に関する届出において、認知症加算の項目が「１なし ２加算Ⅰ 

３加算Ⅱ」となっているが、加算（Ⅲ）（Ⅳ）の届出はどうすればよいか。 

Ａ：今回の改定で新設した認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）は、事業所の体制を要件とする区分であるため届

出を必要とするものであるが、認知症加算（Ⅲ）（Ⅳ）は従来の認知症加算（Ⅰ）（Ⅱ）と同様、事業

所の体制を要件としない区分であることから届出不要。 

 

認知症加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問23） 

Ｑ：認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」（平成12年９月

５日老発第623号）及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」（平成12年10月25日老計第

43号）において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 

Ａ：含むものとする。 
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に記録してください。 

●７日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知症の行動・心理症状」が認めら

れる利用者を受け入れる際の初期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後８

日目以降の短期利用（短期利用居宅介護費）の継続を妨げるものではありません。 

 

 

 
（報酬基準別表８-ヘ、留意事項２－９（17）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所において、若年性認知症利用者に対して、指定看護

小規模多機能型居宅介護を行った場合は、１月につき所定単位数を加算します。ただし、

認知症加算を算定している場合は算定しません。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-18） 

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令第２条第６号に規定する初老期にお

ける認知症によって要介護者となった者をいう。）ごとに個別の担当者を定めていること。 

 

【留意事項】 

●受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、その者を中心に、当該利用

者の特性やニーズに応じたサービス提供を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（報酬基準別表８-ト、留意事項２－９（18）） 

●次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄

養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをい

います。）を行った場合は、１月につき所定単位数を加算します。ただし、当該利用者が栄

養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月は、算定しません。 

 （１）当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。 

 （２）利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共

同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族等に対してその結果を説明

し、相談等に必要に応じて対応すること。 

４ 若年性認知症利用者受入加算  800単位   【要届出】 

１） 

５ 栄養アセスメント加算  50単位   【要届出】                        

若年性認知症利用者受入加算（介護サービス関係 Q&A集2286） 

Ｑ：若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居

宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、６５歳の誕生日の前々日が含まれる月は

どのように取り扱うのか。 

Ａ：本加算は６５歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規模

多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については６５歳の誕生日の前々日が含ま

れる月は月単位の加算が算定可能である。 
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 （３）利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、

当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用しているこ

と。 

 （４）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項】 

●栄養アセスメント加算の算定に係る栄養アセスメントは、利用者ごとに行われるケアマネジ

メントの一環として行われることに留意してください。 

●当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養アセスメント加算の対象事業

所に限る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定

する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置し

ているものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、

運営する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うも

のです。 

●栄養アセスメントについては、３月に１回以上、イからニまでに掲げる手順により行ってくだ

さい。あわせて、利用者の体重については、１月毎に測定してください。 

 イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

 ロ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者

ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、解決すべき栄養管理上の課題の把

握を行うこと。 

 ハ イ及びロの結果を当該利用者又はその家族に対して説明し、必要に応じて解決すべき

栄養管理上の課題に応じた栄養食事相談、情報提供等を行うこと。 

 ニ 低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者については、介護支援専門員

と情報共有を行い、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供を検討するように依

頼すること。 

●原則として、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間

及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、栄養アセスメント加算は算定しま

せんが、栄養アセスメント加算に基づく栄養アセスメントの結果、栄養改善加算に係る栄養

改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養アセスメントの算定月でも栄養改善

加算を算定できます。 

●厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととします。LIFEへの提出情

報、提出頻度等については、「科学的介護情報システム（LIFE）関連加算に関する基本的

考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照してください。 

 サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用

者の状態に応じた栄養管理の内容の決定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do）、当

該支援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた栄養管理の内容の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（PDCAサイクル）により、サービスの質の管理を行ってください。 

 提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資

するため、適宜活用されるものです。 
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（報酬基準別表８-チ、留意事項２－９（19）） 

●次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態に

ある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、栄養改善サービスを行った場合は、栄

養改善加算として３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき所定単位数を加

算します。ただし、栄養改善サービスの開始から３月ごとの利用者の栄養状態の評価の結

果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利

用者については、引き続き算定することができます。 

 （１）当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置してい

ること。 

 （２）利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂

食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

 （３）利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄

養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録し

ていること。 

 （４）利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

 （５）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 

【留意事項】 

●栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネ

ジメントの一環として行われることに留意してください。 

●当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所（栄養改善加算の対象事業所に限

る。）、医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント強化加算の算定要件として規定する員

数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置している

ものに限る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営

する「栄養ケア・ステーション」）との連携により、管理栄養士を１名以上配置して行うもので

す。 

●栄養改善加算を算定できる利用者は、以下のイからホのいずれかに該当する者であって、

栄養改善サービスの提供が必要と認められる者とします。 

 イ BMIが18.5未満である者 

 ロ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につい

て」（平成18年６月９日老発第0609001厚生労働省老健局長通知）に規定する基本チェッ

６ 栄養改善加算  200単位   【要届出】                       

栄養アセスメント加算（介護サービス関係 Q&A集 546） 

Ｑ：利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合、栄養アセスメント加算の算定事業者はど

のように判断するのか。 

Ａ：利用者が、複数の通所事業所等を利用している場合は、栄養アセスメントを行う事業所につい

て、サービス担当者会議等で、利用者が利用している各種サービスと栄養状態との関連性や実

施時間の実績、利用者又は家族の希望等も踏まえて検討した上で、介護支援専門員が事業所

間の調整を行い、決定することとし、原則として、当該事業所が継続的に栄養アセスメントを実施

すること。 
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クリストのNO.11の項目が「１」に該当する者 

 ハ 血清アルブミン値が3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

 ニ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

 ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者 

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当する

かどうか、適宜確認してください。 

・口腔及び摂食・嚥下機能の問題（基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）（14）（15）

のいずれかの項目において「１」に該当する者などを含む。） 

・生活機能の低下の問題 

・褥瘡に関する問題 

・食欲の低下の問題 

・閉じこもりの問題（基本チェックリストの閉じこもりに関連する（16）（17）のいずれかの項目

において「１」に該当する者などを含む。） 

・認知症の問題（基本チェックリストの認知症に関連する（18）（19）（20）のいずれかの項目

において「１」に該当する者などを含む。） 

・うつの問題（基本チェックリストのうつに関連する（21）から（25）の項目において、二項目

以上「１」に該当する者などを含む。） 

●栄養改善サービスの提供は、以下のイからヘまでに掲げる手順を経てください。 

 イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。 

 ロ 利用開始時に管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態に

も配慮しつつ、栄養状態に関する解決すべき課題の把握（栄養アセスメント）を行い、管

理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、栄養食

事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等

に対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成すること。作成した栄養ケア

計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その

同意を得ること。なお、看護小規模多機能型居宅介護においては、栄養ケア計画に相

当する内容を看護小規模多機能型居宅介護計画の中に記載する場合は、その記載を

もって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。 

 ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供するこ

と。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

 ニ 栄養改善サービスの提供に当たり、居宅における食事の状況を聞き取った結果、課題

がある場合は、当該課題を解決するため、利用者又はその家族の同意を得て、当該利

用者の居宅を訪問し、居宅での食事の状況・食事環境等の具体的な課題の把握や、

主として食事の準備をする者に対する栄養食事相談等の栄養改善サービスを提供す

ること。 

 ホ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、おおむね

３か月ごとに体重を測定する等により栄養状態の評価を行い、その結果を担当する介

護支援専門員や利用者の主治の医師に対して情報提供すること。 

 ヘ サービスの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士が利用

者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定の

ために利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。 

●おおむね３月ごとの評価の結果、栄養改善加算を算定できる利用者であって、継続的に管

理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められる

ものについては、継続的に栄養改善サービスを提供します。 
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（報酬基準別表８-リ、留意事項２－９（20）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合する指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所の従業者が、利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニ

ング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、１回につき次

に掲げる所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場

合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所

以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しません。 

 （１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）  20単位 

 （２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）   ５単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-19の２） 

イ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い、

当該利用者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下

しているおそれのある場合にあっては、その改善に必要な情報を含む。）を当該利用

者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

（２）利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利

用者の栄養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養

状態の改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供

していること。 

（３）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

（４）算定日が属する月が、次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

（一）栄養アセスメント加算を算定している又は当該利用者が栄養改善加算の算定に

係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが終

了した日の属する月（栄養状態のスクリーニングを行った結果、栄養改善サービス

が必要であると判断され、栄養改善サービスが開始された日の属する月を除く。）で

あること。 

（二）当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けて

いる間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月（口腔の健

康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービスが必要であると判断

され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を除く。）であること。 

   （５）他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算を

算定していないこと。 

ロ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（１）次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（一）イ（１）及び（３）に掲げる基準に適合すること。 

（二）算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定している間である又は当該利

用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若し

くは当該栄養改善サービスが終了した日の属する月（栄養状態のスクリーニング

を行った結果、栄養改善サービスが必要であると判断され、栄養改善サービスが

開始された日の属する月を除く。）であること。 

（三）算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機 

能向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の

７ 口腔・栄養スクリーニング加算   （Ⅰ）20単位  （Ⅱ）５単位                 
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属する月でないこと。 

（２）次に掲げる基準のいずれにも該当すること。 

（一）イ（２）及び（３）に掲げる基準に適合すること。 

（二）算定日が属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、当該利用

者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄

養改善サービスが終了した日の属する月でないこと。 

（三）算定日が属する月が、当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能

向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属

する月（口腔の健康状態のスクリーニングを行った結果、口腔機能向上サービス

が必要であると判断され、口腔機能向上サービスが開始された日の属する月を

除く。）であること。 

（四）他の介護サービスの事業所において、当該利用者について、口腔連携強化加算

を算定していないこと。 

 

【留意事項】 

●口腔・栄養スクリーニング加算の算定に係る口腔の健康状態のスクリーニング（口腔スクリ

ーニング）及び栄養状態のスクリーニング（栄養スクリーニング）は、利用者ごとに行われる

ケアマネジメントの一環として行われることに留意してください。なお、介護職員等は、利用

者全員の口腔の健康状態及び栄養状態を継続的に把握してください。 

●口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者に対して、原則として一体的に実施

すべきものです。ただし、大臣基準第51号の６ロに規定する場合にあっては、口腔スクリー

ニング又は栄養スクリーニングの一方のみを行い、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）を

算定することができます。 

●口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たっては、利用者について、それぞ

れ次に掲げる確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供してください。なお、

口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングの実施に当たっては、別途通知（「リハビリテー

ション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」（令和６年３月15日老

高発0315第２号・老認発0315第２号・老老発0315第２号）を参照してください。 

イ 口腔スクリーニング 

ａ 硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者 

ｂ 入れ歯を使っている者 

ｃ むせやすい者 

ロ 栄養スクリーニング 

ａ BMIが18.5未満である者 

ｂ １～６月間で３％以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施につ

いて」（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知）に規定する基

本チェックリストのNO.11の項目が「１」に該当する者 

ｃ 血清アルブミン値が3.5ｇ／ｄｌ以下である者 

ｄ 食事摂取量が不良（75％以下）である者 

●口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決

定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養

スクリーニングを継続的に実施してください。 

●口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、

栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算の算定に係る口腔
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機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の

算定月でも栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について 

（令和６年３月15日老高発0315第２号・老認発0315第２号・老老発0315第２号） 

抜粋 

 

口腔・栄養スクリーニングの実務等について 

１ 〇スクリーニングの実施 

介護職員等は、利用者のサービス利用開始時又は事業所における口腔・栄養スクリーニング

加算の算定開始時に、別紙様式５－１通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介

護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所

型サービス（介護予防も含む）及び別紙様式５－２特定施設入居者生活介護、地域密着型特定

施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護（介護予防も含む）を用いてスクリーニングを

行うこと。なお、口腔スクリーニングにおいては、別紙様式５－１通所介護、通所リハビリテーショ

ン、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多

機能型居宅介護、通所型サービス（介護予防も含む）を用いてスクリーニングを実施した場合に、

「硬いものを避け、柔らかいものを中心に食べる者」、「入れ歯を使っている者」及び「むせやすい

者」の口腔スクリーニング項目で問題があった利用者、誤嚥性肺炎の既往がある利用者、その

他の口腔の健康状態に確認を要する状態の利用者においては、第2章第七のⅡの１に示す口腔

の健康状態の評価項目の利用も検討することが望ましい。 

〇スクリーニング結果の情報提供等 

介護職員等は、各利用者のスクリーニング結果を、当該利用者を担当する介護支援専門員に

別紙様式５－１通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介

護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス（介護予防も含

む）及び別紙様式５－２特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知

症対応型共同生活介護（介護予防も含む）を参考に文書等で情報提供すること。 

口腔の健康状態が低下しているおそれのある場合はかかりつけ歯科医への受診状況を利用

者又はその家族等に確認し、必要に応じて受診を促すとともに、当該利用者を担当する介護支

援専門員に対して、口腔機能向上サービスの提供を検討するように依頼すること。また、口腔の

健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて介護支援専門員 

を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。低栄養状態の利用者については、

かかりつけ医への受診状況を利用者又はその家族等に確認し、必要に応じて受診を促すととも

に、当該利用者を担当する介護支援専門員に対して、栄養改善サービスの提供を検討するよう

に依頼すること。 

〇再スクリーニングの実施 

介護職員等は、再スクリーニングを６月毎に実施するとともに、前回実施した際の結果と併せ

て２に従い介護支援専門員に情報提供等を行うこと。これらを継続的に実施することにより、利用

者の口腔の健康状態及び栄養状態の維持・向上に努めることが望ましい。 
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（報酬基準別表８-ヌ、留意事項２－９（21）） 

●別に厚生労働省が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔

機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機

能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下

機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に

資すると認められるもの（口腔機能向上サービス）を行った場合は、当該基準に掲げる区

分に従い、３月以内の期間に限り１月に２回を限度として１回につき次に掲げる所定単位数

を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に

掲げるその他の加算は算定しません。また、口腔機能向上サービスの開始から３月ごとの

利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続

き行うことが必要と認められる利用者については。引き続き算定することができます。 

（１）口腔機能向上加算（Ⅰ）  150単位 

（２）口腔機能向上加算（Ⅱ）  160単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-75の２） 

 イ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （１） 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

  （２） 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、

介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管

理指導計画を作成していること。 

  （３） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看

護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的

に記録していること。 

  （４） 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

  （５） 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

 ロ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （１）イ（１）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （２）利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、

口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他口腔衛生の管理の適切

かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項】 

●口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われ 

るケアマネジメントの一環として行われることに留意してください。 

●言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置して行ってください。 

●口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者で

あって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者です。 

イ 認定調査における嚥下、食事摂取、口腔清潔の３項目のいずれかの項目において「１」

以外に該当する者 

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する（13）、（14）、（15）の３項目のうち、２項目以上

が「１」に該当する者 

ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者 

●利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、

８ 口腔機能向上加算  （Ⅰ）150単位 （Ⅱ）160単位   【要届出】 
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必要に応じて、介護支援専門員を通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診

勧奨などの適切な措置を講じてください。なお、介護保険の口腔機能向上サービスとして

「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合にあっては、加算

は算定できません。 

●口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順で行ってください。 

イ 利用者ごとの口腔機能等の口腔の健康状態を、利用開始時に把握すること。 

ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの

口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科

衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき

事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善

管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に

説明し、その同意を得ること。なお、看護小規模多機能型居宅介護においては、口腔機

能改善管理指導計画の相当する内容を看護小規模多機能型居宅介護計画の中に記載

する場合は、その記載をもって口腔機能改善管理指導計画の作成に代えることができる

ものとすること。 

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利

用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計

画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。 

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、お

おむね３月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担

当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。 

ホ サービスの提供の記録において利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語

聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、

当該記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔機能を定期的に記

録する必要はないものとすること。 

●おおむね３月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的

に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の

向上又は維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上

サービスを提供します。 

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の    

者 

ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下するおそれのある者 

●口腔機能向上サービスの提供に当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機能訓

練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」（令和６年３月15日老高発0315第２号・老

認発0315第２号・老老発0315第２号））を参照してください。 

●厚生労働省への情報の提出については、LIFEを用いて行うこととします。LIFEへの提出情

報、提出頻度については、「科学的介護システム（LIFE）関連加算に関する基本的考え方

並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照してください。サービスの質の向

上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた

口腔機能改善管理指導計画の作成（Plan）、当該計画に基づく支援の提供（Do）、当該支

援内容の評価（Check）、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（Action）の一

連のサイクル（PDCAサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。提出された情報に

ついては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活

用されるものです。 
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（報酬基準別表８-ル、留意事項２－９（22）） 

●病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に入院中又は入所中の者が退院又は

退所するに当たり、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の保健師、看護師又は理

学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が退院時共同指導を行った後、当該者の退院

又は退所後、当該者に対する初回の訪問看護サービスを行った場合に、当該退院又は退

所につき１回（特別な管理を必要とする利用者（別に厚生労働大臣が定める状態（※）にあ

るものをいう）については２回）に限り、所定単位数を加算します。 

 

※別に厚生労働大臣が定める状態（厚労告94-53（６）） 

次のいずれかに該当する状態 

イ 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第１医科診療報酬点数

表（医科診療報酬点数表）に掲げる在宅麻薬等注射指導管理、在宅腫瘍化学療法注射

指導管理、在宅強心剤持続投与指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けて

いる状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態 

ロ 医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、

在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指

導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管

理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態 

ハ 人工肛門又は人口膀胱を設置している状態 

ニ 真皮を超える褥瘡の状態 

ホ 点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態 

 

【留意事項】 

●退院時共同指導加算は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に、入院中又

は入所中の者が退院又は退所するに当たり、看護小規模多機能型居宅介護事業所の看

護師等が退院時共同指導を行った後に、当該者の退院又は退所後、初回の訪問看護サ

ービスを実施した場合に、１人の利用者に当該者の退院又は退所につき１回（厚生労働大

臣が定める状態にある利用者について、複数日に退院時共同指導を行った場合は２回）に

限り、当該加算を算定できます。この場合の当該加算の算定は、初回の訪問看護サービス

を実施した日の属する月に算定してください。 

なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定

できます。 

●退院時共同指導は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション

が可能な機器をいう。）を活用して行うことができるものとします。ただし、テレビ電話装置等

の活用について当該利用者又はその看護に当たる者の同意を得なければなりません。な

お、テレビ電話装置等の活用に当たっては、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介

護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療

情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守してください。 

●２回の当該加算の算定が可能である利用者に対して複数の定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所又は訪問看護ステーションが退院

時共同指導を行う場合にあっては、１回ずつの算定も可能です。 

●複数の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等が退院時共同指導を行う場合には、

主治の医師の所属する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対し、

９ 退院時共同指導加算   600単位  
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他の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等における退院時共同指導の実施の有

無について確認してください。 

●退院時共同指導加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を利用した場合の当該各サービスにおける退院時共同指導加算

並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における当該

加算は算定できません（上記の場合を除く。）。 

●退院時共同指導を行った場合は、その内容を看護小規模多機能型居宅介護記録書に記

録してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
（報酬基準別表８-ヲ、留意事項２－９（23）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者の同意を得て、利用者又はその家族等

に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとな

っていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における

宿泊を必要に応じて行う体制にある場合（訪問については、訪問看護サービスを行う場合

に限る。）には、１月につき所定単位数を加算します。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-76） 

利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応

できる体制にあること。 

 

【留意事項】 

●緊急時対応加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見

を求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等

が訪問看護サービス及び宿泊サービスを受けようとする者に対して、当該体制にある旨及

び計画的に訪問することになっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することと

なっていない緊急時における宿泊を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説

明し、その同意を得た場合に加算します。 

●緊急時対応加算については、介護保険の給付対象となる訪問看護サービス又は宿泊サー

10 緊急時対応加算   774単位   【要届出】 

退院時共同指導加算（介護サービス関係 Q&A集723） 

Ｑ：退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利

用者が１ヶ月に入退院を繰り返した場合、１月に複数回の算定ができるのか。 

Ａ：算定できる。ただし、例２の場合のように退院時共同指導を２回行った場合でも退院後１度も訪

問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は１回のみ算定できる。 

（例１）退院時共同指導加算は２回算定できる 

入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の

実施 

（例２）退院時共同指導加算は１回算定できる 

入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 
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ビスを行った日の属する月の所定単位数に加算するものとします。なお当該加算を介護保

険で請求した場合には、同月に訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用

した場合の当該訪問看護における緊急時訪問看護加算、同月に看護小規模多機能型居

宅介護を利用した場合の当該看護小規模多機能型居宅介護における緊急時対応加算及

び同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対

応加算は算定できません。 

●緊急時対応加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できます。このため、

緊急時対応加算に係る訪問看護サービス又は宿泊サービスを受けようとする利用者に説

明するに当たっては、当該利用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る

訪問看護又は緊急時対応加算に係る宿泊を受けていないか確認してください。 

●緊急時対応加算の届出は利用者や居宅介護支援事業所が看護小規模多機能型居宅介

護事業所を選定する上で必要な情報として届け出てください。なお、緊急時対応加算の算

定に当たっては、届出に係る加算等の算定の開始時期（看護小規模多機能型居宅介護は、

届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月

から、算定を開始するものとすること。）によらず、届出を受理した日から算定するものとし

ます。 

 

 

 
（報酬基準別表８-ワ、留意事項２－９（24）） 

●指定看護小規模多機能型居宅介護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、市町

村長に届け出た指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、指定看護小規模多機能型

居宅介護（看護サービスを行う場合に限る。）の実施に関する計画的な管理を行った場合

は、厚生労働大臣が定める区分（※）に応じて、１月につき次に掲げる所定単位数を加算し

ます。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるそ

の他の加算は算定しません。 

（１）特別管理加算（Ⅰ） 500単位 

（２）特別管理加算（Ⅱ） 250単位 

 

※厚生労働大臣が定める区分（厚労告94‐54） 

特別管理加算（Ⅰ） 

厚労告94－６（イ）に規定する状態にある者（p81退院時共同指導加算を参照）に対して

指定看護小規模多機能型居宅介護を行う場合 

特別管理加算（Ⅱ） 

厚労告94－６（ロ）（ハ）（ニ）又は（ホ）に規定する状態にある者（p81退院時共同指導加

算を参照）に対して指定看護小規模多機能型居宅介護を行う場合 

 

【留意事項】 

●特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が看護小規模多機能型居宅介

護事業所を選定する上で必要な情報として届け出てください。 

●特別管理加算は、介護保険の給付対象となる看護サービスを行った日の属する月に算定

するものとします。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び

定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用した場合の当該各サービスにおける特別管理

加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における

特別管理加算は算定できません。 

11 特別管理加算  （Ⅰ）500単位  （Ⅱ）250単位   【要届出】 
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●特別管理加算は、１人の利用者に対し、１か所の事業所に限り算定できます。 

●「真皮を越える褥瘡の状態」とは、NPUAP（National Pressure Ulcer of Advisory Panel）分

類Ⅲ度若しくはⅣ度又はDESIGN分類（日本褥瘡学会によるもの）D3、D4若しくはD5に該当

する状態をいいます。 

●「真皮を越える褥瘡の状態にある者」に対して特別管理加算を算定する場合には、定期的

（１週間に１回以上）に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価（褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、

炎症・感染、肉芽組織、壊死組織、ポケット）を行い、褥瘡の発生部位及び実施したケア（利

用者の家族等に行う指導を含む。）について看護小規模多機能型居宅介護記録書に記録

してください。 

●「点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態」とは、主治の医師が点滴注射

を週３日以上行うことが必要である旨の指示を看護小規模多機能型居宅介護事業所に行

った場合であって、かつ、当該事業所の看護職員が週３日以上点滴注射を実施している状

態をいいます。 

●点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態にある者に対して特別管理加算を

算定する場合は、点滴注射が終了した場合その他必要が認められる場合には、主治の医

師に対して速やかに当該者の状態を報告するとともに、看護小規模多機能型居宅介護記

録書に点滴注射の実施内容を記録してください。 

●訪問の際、症状が重篤であった場合には、速やかに医師による診断を受けることができる

よう必要な支援を行ってください。 

 

 

 
（報酬基準別表８-カ、留意事項２－９（25）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして、市町村長に届け出た指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所の緩和ケア、褥瘡ケア若しくは人工肛門ケア及び

人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は保健師助産師看護師法（昭和23年

法律第203号）第37条の２第２項第５号に規定する指定研修機関において行われる研修

（以下「特定行為研修」という。）を修了した看護師が、指定看護小規模多機能型居宅介護

の実施に関する計画的な管理を行った場合には、１月に１回に限り、次に掲げる区分に応

じ、次に掲げる単位数のいずれかを所定単位数に加算します。 

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた

看護師が計画的な管理を行った場合（悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行って

いる利用者、真皮を越える褥瘡の状態にある利用者（重点的な褥瘡管理を行う必要が

認められる利用者（在宅での療養を行っているものに限る。）にあっては真皮までの状態

の利用者）又は人工肛門若しくは人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者に

行った場合に限る。） 250単位 

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合（診療報酬の算定方法

（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表（以下「医科診療報

酬点数表」という。）の区分番号Ｃ007の注３に規定する手順書加算を算定する利用者に

対して行った場合に限る。） 250単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-76の２） 

次のいずれかに該当するものであること。 

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた

看護師が配置されていること。 

12 専門管理加算  250単位   【要届出】 
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ロ 保健師助産師看護師法第37条の２第２項第５号に規定する指定研修機関において、

同項第１号に規定する特定行為のうち訪問看護において専門の管理を必要とするもの

に係る研修を修了した看護師が配置されていること。 

 

【留意事項】 

● 専門管理加算のイは、悪性腫瘍の鎮痛療法若しくは化学療法を行っている利用者、真皮

を越える褥瘡の状態にある利用者（重点的な褥瘡管理を行う必要が認められる利用者（在

宅での療養を行っているものに限る。）にあっては真皮まで状態の利用者）、人工肛門若し

くは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続若しくは反復して生じている状態に

ある利用者又は人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症を有する利用者に対して、

それらの者の主治の医師から交付を受けた訪問看護指示の文書に基づき、指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所に配置されている次のいずれかの研修を受けた看護師が、定

期的（１月に１回以上）に指定看護小規模多機能型居宅介護を行うとともに、当該利用者に

係る指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月

１回に限り算定します。 

ａ 緩和ケアに係る専門の研修 

（ａ） 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。（600時間以上の研修期間で、

修了証が交付されるもの） 

   （ｂ） 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修で

あること。 

   （ｃ） 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。 

    （ⅰ） ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要 

    （ⅱ） 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療 

    （ⅲ） 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程 

    （ⅳ） 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法 

    （ⅴ） セルフケアへの支援及び家族支援の方法 

    （ⅵ） ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ 

    （ⅶ） ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント 

    （ⅷ） コンサルテーション方法 

    （ⅸ） ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について 

    （ⅹ） 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践 

ｂ 褥瘡ケアに係る専門の研修 

（ａ） 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な褥瘡等の創傷ケア知識・

技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付されるもの 

（ｂ） 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに 

関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づ

いて実施する研修 

ｃ 人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修 

（ａ） 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、必要な人工肛門及び人工膀胱

のケアに関する知識・技術が習得できる600時間以上の研修期間で、修了証が交付さ

れるもの 

（ｂ） 講義及び演習等により、人工肛門及び人工膀胱管理のための皮膚障害に関する

アセスメント並びにケアに関する知識・技術の習得、コンサルテーション方法、質保証

の方法等を具体例に基づいて実施する研修 
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● 専門管理加算のロは、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第37条の２第２

項第１号に規定する特定行為に係る同項第２号に規定する手順書（以下「手順書」とい

う。）の交付対象となった利用者（医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ007に掲げる訪問看

護指示料の注３を算定する利用者に限る。）に対して、それらの者の主治の医師から交付

を受けた訪問看護指示の文書及び手順書に基づき、指定看護小規模多機能型居宅介護

事業所に配置されている、同項第５号に規定する指定研修機関において行われる同項第

１号に規定する特定行為のうち指定看護小規模多機能型居宅介護において専門の管理を

必要とする次の行為に係る研修を修了した看護師が、定期的（１月に１回以上）に指定看

護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月１回に限り

算定します。なお、手順書について、主治の医師と共に、利用者の状態に応じて手順書の

妥当性を検討すること。 

ａ 気管カニューレの交換 

ｂ 胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換 

ｃ 膀胱ろうカテーテルの交換 

ｄ 褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去 

ｅ 創傷に対する陰圧閉鎖療法 

ｆ 持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整 

ｇ 脱水症状に対する輸液による補正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門管理加算について（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問38） 

Ｑ：専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人

工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にはそれぞれどのようなものがあるか。 

Ａ：現時点では以下の研修が該当する。 

① 褥瘡ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」 

② 緩和ケアについては、 

・ 日本看護協会の認定看護師教育課程「緩和ケア※」、「乳がん看護」、「がん放射線療法看

護」及び「がん薬物療法看護※」 

・ 日本看護協会が認定している看護系大学院の「がん看護」の専門看護師教育課程 

③ 人工肛門及び人工膀胱ケアについては、日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄

ケア」 

※ 平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修を含む。例えば「緩和ケア」

は、従前の「緩和ケア」「がん性疼痛看護」も該当し、「がん薬物療法看護」は従前の「がん化

学療法看護」も当該研修に該当する。 

専門管理加算について（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問39） 

Ｑ：専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にはどのような

ものがあるか。 

Ａ：現時点では、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関

において行われる以下の研修が該当する。 

① 「呼吸器（長期呼吸療法に係るもの）関連」、「ろう孔管理関連」、「創傷管理関連」及び「栄養

及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修 

② 「在宅・慢性期領域パッケージ研修」 
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（報酬基準別表８-ヨ、留意事項２－９（26）） 

●在宅又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡した利用者に対して、別に厚

生労働大臣が定める基準（※１）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に２日（死亡日及

び死亡日前14日以内に当該利用者（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める

状態にあるもの（※２）に限る。）に訪問看護を行っている場合にあっては、１日）以上ターミ

ナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅又は指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所以外の場所で死亡した場合も含む。）は、当該利用者の死亡

月につき所定単位数を加算します。 

 

※１ 厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-77） 

イ ターミナルケアを受ける利用者について24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、

必要に応じて、訪問看護を行うことができる体制を整備していること。 

ロ 主治の医師との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体

制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを行

っていること。 

ハ ターミナルケアの提供について利用者の身体状況の変化等必要な事項が適切に記録

されていること。 

 

※２ 厚生労働大臣が定める状態（厚労告94-55（８）） 

次のいずれかに該当する状態 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハン

チントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患（進行性核上性麻痺、

大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ

３以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。）をいう。）、多系統萎縮

症（線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。）、

プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副腎白質ジストロフィー、脊髄性筋

萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、後天性免疫不全症候群、

頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

13 ターミナルケア加算   2,500単位   【要届出】                

専門管理加算について（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問40） 

Ｑ：専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等に

よる訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。 

Ａ：よい。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が１回以上指定訪問看護を

実施していること。 

専門管理加算について（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問41） 

Ｑ：問７専門管理加算について、例えば、褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師と、特定行為

研修を修了した看護師が、同一月に同一利用者に対して、褥瘡ケアに係る管理と特定行為に係

る管理をそれぞれ実施した場合であっても、月１回に限り算定するのか。 

Ａ：そのとおり。イ又はロのいずれかを月１回に限り算定すること。 



- 88 - 

 

ロ 急性憎悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要である

と認める状態 

 

【留意事項】 

●ターミナルケア加算については、在宅又は看護小規模多機能型居宅介護事業所で死亡し

た利用者の死亡月に算定することとされているが、ターミナルケアを最後に行った日の属

する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定します。 

●ターミナルケア加算は、１人の利用者に対し、１ヶ所の事業所に限り算定できます。なお、

当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び定期巡回・随時対応型訪

問介護看護を利用した場合の当該各サービスにおけるターミナルケア加算並びに同月に

医療保険における訪問看護を利用した場合の訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看

護・指導料における在宅ターミナルケア加算は算定できません。 

●１の事業所において、死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険又は介護保険の給付の

対象となる訪問看護をそれぞれ１日以上実施した場合は、最後に実施した保険制度にお

いてターミナルケア加算等を算定してください。この場合において他制度の保険によるター

ミナルケア加算等は算定できません。 

●ターミナルケアの提供においては、次に掲げる事項を看護小規模多機能型居宅介護記録

書に記録しなければなりません。 

ア 終末期の身体症状の変化及びこれに対する看護についての記録 

イ 療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化及びこれに対するケアの

経過についての記録 

ウ 看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて利用者及び家族の意向を把握し、

それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

なお、ウについては、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに

関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者本人及びその家族等と話し合いを行い、利

用者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応してください。 

●ターミナルケアを実施中に、死亡診断を目的として医療機関へ搬送し、24時間以内に死亡

が確認される場合等については、ターミナルケア加算を算定することができるものとします。 

●ターミナルケアの実施にあたっては、他の医療及び介護関係者と十分な連携を図るよう努

めてください。 

 

 

 
（報酬基準別表８-レ、留意事項２－９（28）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所が、医療ニーズの高い利用者への指定看護小規模

多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月に

つき次に掲げる所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して

いる場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しません。 

（１）看護体制強化加算（Ⅰ） 3,000単位 

（２）看護体制強化加算（Ⅱ） 2,500単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-78） 

イ 看護体制強化加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

14 看護体制強化加算  （Ⅰ）3,000単位 （Ⅱ）2,500単位   【要届出】  
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における利用者の総数（短期利用居宅介護費のみを算定する者を除く。以下この号に

おいて同じ。）のうち、主治の医師の指示に基づく看護サービスを提供した利用者の占

める割合が100分の80以上であること。 

（２）算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

における利用者の総数のうち、緊急時対応加算を算定した利用者の占める割合が

100分の50以上であること。 

（３）算定日が属する月の前３月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所

における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が100

分の20以上であること。 

（４）算定日が属する月の前12月間において、指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が１名以上であること。 

（５）登録特定行為事業者又は登録喀痰吸引等事業者として届出がなされていること。 

ロ 看護体制強化加算（Ⅱ） 

イ（１）から（３）までに掲げる基準のすべてに適合すること。 

 

【留意事項】 

●看護体制強化加算については、医療ニーズの高い中重度の要介護者が療養生活を送る

ために必要な居宅での支援に取り組む指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の実績

を評価するものです。 

●看護体制強化加算を算定するに当たっては、「訪問看護体制減算について」を準用します。 

（参考）訪問看護体制減算について 

①大臣基準告示第75号イの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数

をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を算出すること。 

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、主治の医師の指示に基づく看

護サービスを提供した実利用者数 

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

②大臣基準告示第75号ロの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる数

をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を算出すること。 

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における緊急時訪問看護加算を算定し

た実利用者数 

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

③ 大臣基準告示第75号ハの基準における利用者の割合については、以下のアに掲げる

数をイに掲げる数で除して、算定日が属する月の前３月間当たりの割合を算出すること。 

ア 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における特別管理加算を算定した実利

用者数 

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所における実利用者の総数 

④ ①から③までに規定する実利用者数は、前３月間において、当該事業所が提供する看

護サービスを２回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を２回以上算定した者で

あっても、１として数えること。そのため、①から③までに規定する割合の算出において、

利用者には、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を現に利用していない者も

含むことに留意すること。 

また、算定日が属する月の前３月間において複合型サービス費のうち短期利用居宅

介護費のみを算定した者を含まないこと。 

●看護体制強化加算を算定するに当たっては、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事
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業所の看護師等が、当該加算の内容について利用者又はその家族への説明を行い、同

意を得てください。 

●看護体制強化加算を算定するに当たっては、厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-78）

（p88を参照してください。）イの（１）、（２）及び（３）の割合並びに（４）の人数（（４）について

は、看護体制強化加算（Ⅰ）に限る。）について、継続的に所定の基準を維持しなければな

りません。なお、その割合又は人数については、台帳等により毎月記録するものとし、所定

の基準を下回った場合については、直ちに加算の取り下げの届出を提出しなければなりま

せん。 

●看護体制強化加算（Ⅰ）を算定するに当たっては、登録特定行為事業者又は登録喀痰吸

引等事業者として届出がなされていることが必要です。 

●看護体制強化加算は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者によって(Ⅰ)

又は（Ⅱ）を選択的に算定することができないものであり、当該指定看護小規模多機能型

居宅介護事業所においていずれか一方のみを届出てください。 

●看護体制強化加算については、区分支給限度基準額から控除するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 2543） 

Ｑ：留意事項通知における「前３月間において、当該事業所が提供する看護サービスを２回以上利

用した者又は当該事業所で当該加算を２回以上算定した者であっても、１として数えること」と

は、例えば、３月～５月にかけて継続して利用している利用者Ａは１人、3月に利用が終了した利

用者Ｂも１人と数えるということで良いか。 

Ａ：貴見のとおりである。具体的には問２３の表を参照のこと。 

注）問23は訪問看護・介護予防訪問看護に係るQ＆Aであり、「平成30年度介護報酬改定に関す

るQ＆A（Vol.1）」問10により削除されたが、表については以下の通り。 

例）特別管理加算を算定した実利用者の割合の算出方法 

【サービス提供状況】６月に看護体制強化加算を算定 

 ３月 ４月 ５月 

利用者A 〇 〇 〇 

利用者B ◎（Ⅰ）   

利用者C 〇 （入院等） ◎（Ⅱ） 

○指定訪問看護の提供が１回以上あった月 

◎特別管理加算を算定した月 

【算出方法】 

① 前３月間の実利用者の総数 ＝ ３ 

② ①のうち特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定した実利用者数 ＝ ２ 

→ ①に占める②の割合 ＝ ２／３ ≧ ３０％ …算定要件を満たす 
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（報酬基準別表８-ソ、留意事項２－９（29）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者の居宅における生活を継続するための

指定看護小規模多機能型居宅介護の提供体制を強化した場合は、訪問体制強化加算とし

て、１月につき所定単位数を加算します。 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-78の２） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること 

イ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービス（看護サービスを

除く。この項において以下同じ。）の提供に当たる常勤の従業者（保健師、看護師、准看

護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士を除く。）を２名以上配置していること。 

ロ 算定日が属する月における提供回数について、当該指定看護小規模多機能型居宅介

護事業所における延べ訪問回数が１月当たり200回以上であること。ただし、指定看護

小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費老人ホ

ーム若しくは有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって都道府県知事

の登録を受けたものに限る。）を併設する場合は、登録者の総数のうち複合型サービス

費のイ（１）を算定する者の占める割合が100分の50以上であって、かつ、イ（１）を算定す

る登録者に対する延べ訪問回数が１月当たり200回以上であること。 

 

【留意事項】 

●訪問体制強化加算は、訪問サービス（訪問看護サービスを除く。この項において以下同

じ。）を担当する常勤の従業者を２名以上配置する指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所において、当該事業所における全ての登録者に対する訪問サービスの提供回数が１

月当たり延べ200回以上である場合に当該加算を算定します。当該加算を算定する場合に

あっては、当該訪問サービスの内容を記録しておいてください。 

●「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は。訪問サービスのみを行う従業者として固定し

なければならないという趣旨ではなく、訪問サービスも行っている常勤の従業者を２名以上

配置している場合に算定が可能です。 

●「訪問サービスの提供回数」は、暦月ごとに、サービス提供が過少である場合の減算につ

いて（※）と同様の方法に従って算定するものとします。 

15 訪問体制強化加算   1,000単位   【要届出】  

看護体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 2544） 

Ｑ：仮に、６月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。 

Ａ：訪問看護体制強化加算の算定に当たっては「算定日が属する月の前３月間」において看護サー

ビスを提供した実利用者の割合、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者

の割合を算出する必要がある。 

仮に、６月に算定を開始する場合は、５月１５日以前に届出を提出する必要があるため、５月分

は見込みとして３月・４月・５月の３月間の割合を算出することとなる。 

なお、５月分を見込みとして届出を提出した後に、加算が算定されなくなる状況が生じた場合に

は、速やかにその旨を届出すること。 
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※１回の訪問を１回のサービス提供として算定すること、なお、看護小規模多機能型居宅

介護の訪問サービスは身体介護に限られないため、登録者宅を訪問して見守りの意味

で声かけ等を行った場合でも、訪問サービスの回数に含めて差し支えありません。訪問

看護サービスも含まれるものです。 

●指定看護小規模多機能型居宅介護事業所と同一建物に集合住宅（養護老人ホーム、軽費

老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。）を併設する場合は、

各月の前月の末日時点（新たに事業を開始し、又は再開した事業所については事業開始

（再開）日）における登録者のうち同一建物居住者以外の者（「看護小規模多機能型居宅

介護のイ（１）を算定する者」をいう。）の占める割合が100分の50以上であって、かつ、上記

の要件を満たす場合に算定するものとします。ただし、「訪問サービスの提供回数」につい

ては、同一建物居住者以外の者に対する訪問サービスの提供回数について計算を行って

ください。 

 

 

 
（報酬基準別表８-ツ、留意事項２－９（30）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅

介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位数を加算します。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の

加算は、算定しません。 

 （１）総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） 1,200単位 

 （２）総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）  800単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-79） 

イ 総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （１） 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、介護支

援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者が共同し、看護小規模多機

能型居宅介護計画の見直しを行っていること。 

  （２） 地域の病院、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設に対し、指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所が提供することのできる指定看護小規模多機能型居宅

介護の具体的な内容に関する情報提供を行っていること。 

  （３） 利用者の地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交

流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること。 

  （４） 日常的に利用者との関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保してい

ること。 

  （５） 必要に応じて、多様な主体により提供される登録者の生活全般を支援するサービス

が包括的に提供されるよう居宅サービス計画を作成していること。 

  （６） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

   （一） 地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた

支援を行っていること。 

   （二） 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交

流の場の拠点となっていること。 

   （三） 地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当該事業を行う事業所、他の指定

地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同で事例検討会、研修会

16 総合マネジメント体制強化加算  （Ⅰ）1,200単位 （Ⅱ）800単位  【要届出】 
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等を実施していること。 

   （四） 市町村が実施する法第115条の45第１項第２号に掲げる事業や同条第２項第４号

に掲げる事業等に参加していること。 

 ロ 総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ） イ（１）から（３）までに掲げる基準に適合すること。 

 

【留意事項】 

●総合マネジメント体制強化加算は、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、

登録者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう、地域住民との交流や地域活動への

参加を図りつつ、登録者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて「通

い・訪問・宿泊」を柔軟に組み合わせて提供するために、介護支援専門員、看護師、准看

護師、介護職員その他の関係者（※）が日常的に行う調整や情報共有等の取組、また、看

護小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアの担い手として、地域に開かれたサービス

となるよう、サービスの質の向上を図りつつ、認知症対応を含む様々な機能を発揮し、地域

の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進するために、地域包括ケアの推

進と地域共生社会の実現に資する取組を評価するものです。 

※その他の関係者とは、保健師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士をいいます。 

●総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）は、次に掲げるいずれにも該当する場合に算定します。 

ア 看護小規模多機能型居宅介護計画について、登録者の心身の状況や家族を取り巻く

環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直し

を行っていること。 

イ 日常的に地域住民等との交流を図り、地域の行事や活動等に積極的に参加すること。 

（地域の行事や活動の例） 

・登録者が住み慣れた地域で生活を継続するために、当該地域における課題を掘り起こ

し、地域住民や市町村等とともに解決する取組（行政や地域包括支援センターが開催

する地域での会議への参加、町内会や自治会の活動への参加、認知症や介護に関す

る研修の実施等） 

・登録者が住み慣れた地域との絆を継続するための取組（登録者となじみの関係がある

地域住民や商店等との関わり、地域の行事への参加等） 

 ウ 利用者及び利用者と関わりのある地域住民や商店等からの日頃からの相談体制を構

築し、事業所内外の人（主に独居、認知症の人とその家族）にとって身近な拠点となるよ

う、事業所が主体となって、地域の相談窓口としての役割を担っていること。 

 エ 居宅サービス計画について、必要に応じて多様な主体により提供される登録者の生活

全般を支援するサービスが包括的に提供されるような計画を作成していること。なお、多

様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスとは、介護給付

費等対象サービス（介護保険法第24条第２項に規定する介護給付費等対象サービスを

いう。）以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活

動によるサービス等のことをいう。 

オ 次に掲げるいずれかに該当すること 

 ・ 地域住民との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を

行っていること。なお、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うた

めの取組とは、例えば、利用者となじみの関係にある地域住民・商店等の多様な主体と

の関わり、利用者の地域における役割、生きがいなどを可視化したものを作成し、事業

所の従業者で共有していることをいう。 

 ・ 障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等を協働し、指定看護小規模多機能型居宅
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介護事業所において、世代間の交流の場を設けている（障害福祉サービス事業所、児

童福祉施設等の指定を併せて受け、一体的に運営が行われている場合を含む。）こと。 

 ・ 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、地域住民等、当該事業所以外の他の

指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者等と共同で、認知症や介護

に関する事例検討会、研修会等を定期的に行うこと。 

 ・ 市町村が実施する通いの場、在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等にお

いて、介護予防に資する取組、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所以外のサー

ビス事業所又は医療機関との連携等を行っていること。 

●総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）は、上記ア及びイのいずれにも該当する場合に算定し

ます。  

●看護小規模多機能型居宅介護が地域に開かれたサービスとなるよう、地域との連携を図

るとともに、地域の病院の退院支援部門、診療所、介護老人保健施設その他の関係施設

（※）に対し、事業所において提供することができる具体的なサービスの内容等について日

常的に情報提供を行っていること。 

※ その他関係施設とは、介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護事業所等の地域

密着型サービス事業所又は居宅介護支援事業所をいいます。 

※ 具体的な内容に関する情報提供とは、当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業

所が受け入れ可能な利用者の状態及び提供可能な看護サービス（例えば人工呼吸器を

装着した利用者の管理）等に関する情報提供をいいます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合マネジメント体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 2540） 

Ｑ：総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者（小

規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関

係者）が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見

直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協

働により行われたことを、どのように表せばよいか。 

Ａ：定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居

宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを

適時・適切に提供することが求められている。これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、

日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが

必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント

体制強化加算により評価するものである。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居

宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるも

のであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じ

て、適切に関係者がかかわることで足りるものである。 

また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場

により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。

通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サ

ービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。なお、加算の

要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは

要しない。 
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総合マネジメント体制強化加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問146） 

Ｑ：総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「地域住民等との連携により、地域資源を効果的

に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること」とされているが、具体的な取組内容や

取組頻度についてどのように考えればよいか。 

Ａ：具体的な取組内容については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する

基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について」（平成18年３月31日老計発第0331005号、老振発第0331005

号、老老発第0331018号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保健課長通知）第２の５

(12)において、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」の

例をお示ししている。 

ただし、定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所、（看護）小規模多機能型居宅介護事業所

が、事業所の所在する地域において、一定の理解・評価を得て、地域の中で核となり、地域資源

を効果的に活用し利用者を支援する取組は、地域の実情に応じて、様々なものが考えられるた

め、当該通知に例示する以外の取組も該当し得る。 

また、「地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行うための取組」について

は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住み慣れた地域において生活を継

続するために、利用者一人一人にとってどのような支援が必要かということについて、地域住民

等と連携した上で、常に問題意識をもって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。 

 

総合マネジメント体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 2542） 

Ｑ：小規模多機能型居宅介護の総合マネジメント体制強化加算について、「地域における活動への

参加の機会が確保されている」こととあるが、具体的な取組内容や取組頻度についてどのように

考えればよいか。 

Ａ：小規模多機能型居宅介護は、利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、

地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置か

れている環境を踏まえて、サービスを提供することとしている。 

「地域における活動」の具体的な取組内容については、指定地域密着型サービス基準の解釈通

知の５（７）イにおいて、「地域の行事や活動の例」をお示ししている。 

ただし、小規模多機能型居宅介護事業所が、事業所の所在する地域において一定の理解・評

価を得て、地域を支える事業所として存在感を高めていくために必要な取組は、地域の実情に

応じて、様々なものが考えられるため、当該解釈通知に例示する以外の取組も該当し得る。 

また、地域における活動は、一定の活動の頻度を定めて行う性格のものではなく、利用者が住

み慣れた地域において生活を継続するために何が必要かということについて、常に問題意識を

もって取り組まれていれば、当該要件を満たすものである。 

なお､地域における活動が行われていることは、そのため､サービス提供記録や業務日誌等、既

存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに

資料を作成することは要しない。 
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総合マネジメント体制強化加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問145） 

Ｑ：総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）において「日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相

談に対応する体制を確保していること」とされているが、具体的な取組頻度についてどのように

考えればよいか。また、相談に対応したことについて、どのように表せばよいか。 

Ａ：地域住民等からの相談への対応は、一定の頻度を定めて行う性格のものではなく、常に地域住

民等からの相談を受け付けられる体制がとられていれば、当該要件を満たすものである。 

また、日常的に利用者と関わりのある地域住民等からの相談が行われやすいような関係を構築

していることも重要である。 

なお、地域住民等からの相談が行われていることは、日々の相談記録等、既存の記録において

確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに資料を作成すること

は要しない。 

 

 総合マネジメント体制強化加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問147） 

Ｑ：総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）における「地域住民等、他の指定居宅サービス事業者が当

該事業を行う事業所、他の指定地域密着型サービス事業者が当該事業を行う事業所等と共同

での事例検討会、研修会等」については、市町村や地域の介護事業者団体等と共同して実施し

た場合も評価の対象か。 

Ａ：貴見のとおりである。 

ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず地域住民や民間企業、他の

居宅サービス事業者など複数の主体が事例検討会等に参画することを指しており、市町村等と

共同して実施する場合であっても、これらの複数の主体が開催者又は参加者として事例検討会

等に参画することが必要である。 

 

総合マネジメント体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 2541） 

Ｑ：定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診

療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にど

のような頻度で行われていればよいか。 

Ａ：定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確

認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に

対し、日常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠

である。 

情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療

所等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものであ

る。 

なお､情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録

において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作

成することは要しない。 
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（報酬基準別表８―ネ、留意事項２－９（31）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの褥瘡管理をした場

合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加算します。た

だし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加

算は算定しません。 

（１）褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） ３単位 

（２）褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 13単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-71の２） 

イ 褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 利用者ごとに、利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連

のあるリスクについて、利用開始時に評価し、その後少なくとも３月に１回評価すること。 

（２） （１）の確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に

当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活

用していること。 

（３） （１）の確認の結果、褥瘡が認められ、又は（１）の評価の結果、褥瘡が発生するリ

スクがあるとされた利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援

専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成してい

ること。 

（４） 利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容

や利用者の状態について定期的に記録していること。 

（５） （１）の評価に基づき、少なくとも３月に１回、利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直して

いること。 

ロ 褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）から（５）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２） 次のいずれかに適合すること。 

 ａ イ（１）の確認の結果、褥瘡が認められた利用者について、当該褥瘡が治癒したこと。 

 ｂ イ（１）の評価の結果、利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとされた利用者に

ついて、褥瘡の発生のないこと。 

 

【留意事項】 

●褥瘡マネジメント加算は、褥瘡管理に係る質の向上を図るため、多職種の共同により、利

用者が褥瘡管理を要する要因の分析を踏まえた褥瘡ケア計画の作成（Plan）、当該計画に

基づく褥瘡管理の実施（Do）、当該実施内容の評価（Cheｃｋ）とその結果を踏まえた当該計

画の見直し（Action）といったサイクル（PDCA）の構築を通じて、継続的に褥瘡管理に係る

質の管理を行った場合に加算するものです。 

●褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）は、原則として要介護度３以上の利用者全員を対象として利用

者ごとに大臣基準第71号の２イに掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の要介護度３

以上の利用者全員（褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）を算定する者を除く。）に対して算定できる

ものです。 

●大臣基準第71号の２イ（１）の評価は、別紙様式５を用いて、褥瘡の状態及び褥瘡の発生と

関連のあるリスクについて実施してください。 

17 褥瘡マネジメント加算  （Ⅰ）３単位  （Ⅱ）13単位  【要届出】 
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●大臣基準第71号の２イ（１）の利用開始時の評価は、大臣基準第71号の２イ（１）から（５）ま

での要件に適合しているものとして市町村長に届け出た日の属する月及び当該月以降の

新規利用者については、当該者の利用開始時に評価を行うこととし、届出の日の属する月

の前月において既に利用している者（既利用者）については、介護記録等に基づき、利用

開始時における評価を行ってください。 

●大臣基準第71号の２イ（１）の評価結果等の情報の提出については、LIFEを用いて行うこと

とします。LIFEへの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護システム（LIFE）関連

加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照して

ください。提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持

向上に資するため適宜活用されるものです。 

●大臣基準第71号の２イ（３）の褥瘡ケア計画は、褥瘡管理に対する各種ガイドラインを参考

にしながら、利用者ごとに、褥瘡管理に関する事項に対し関連職種が共同して取り組むべ

き事項や、利用者の状態を考慮した評価を行う間隔等を検討し、別紙様式５を用いて、作

成してください。なお、褥瘡ケア計画に相当する内容を居宅サービス計画の中に記載する

場合は、その記載をもって褥瘡ケア計画の作成に代えることができるものとしますが、下線

又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにしてください。 

●大臣基準第71号の２イ（４）において、褥瘡ケア計画に基づいたケアを実施する際には、褥

瘡ケア・マネジメントの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得てください。 

●大臣基準第71号の２イ（５）における褥瘡ケア計画の見直しは、褥瘡ケア計画に実施上の

問題（褥瘡管理の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要

性等）があれば直ちに実施してください。その際、PDCAの推進及び褥瘡管理に係る質の向

上を図る観点から、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用してください。 

●褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）は、褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を満たす事業所にお

いて、利用開始時の評価の結果、利用開始時に褥瘡が認められた又は褥瘡が発生するリ

スクがあるとされた利用者について、利用開始日の属する月の翌月以降に別紙様式５を用

いて評価を実施し、当該月に別紙様式５に示す持続する発赤（ｄ１）以上の褥瘡の発症がな

い場合に、所定単位数を算定できるものとします。ただし、利用開始時に褥瘡があった利

用者については、当該褥瘡の治癒後に算定できるものとします。 

●褥瘡管理に当たっては、事業所ごとに当該マネジメントの実施に必要な褥瘡管理に係るマ

ニュアルを整備し、当該マニュアルに基づき実施することが望ましいものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）（介護サービス関係 Q&A集 1863） 

Ｑ：褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)について、施設入所後に褥瘡が発生し、治癒後に再発がなければ、

加算の算定は可能か。 

Ａ：褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)は、施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者について、褥

瘡の発生がない場合に算定可能である。施設入所時に褥瘡の発生するリスクがあった入所者に

ついて、入所後に褥瘡が発生した場合はその期間褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できず、褥瘡

の治癒後に再発がない場合は褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)を算定できる。 
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（報酬基準別表８-ナ、留意事項２－９（32）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所において、継続的に利用者ごとの排せつに係る支

援を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位数を加

算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しません。 

（１）排せつ支援加算（Ⅰ） 10単位 

18 排せつ支援加算  （Ⅰ）10単位  （Ⅱ）15単位  （Ⅲ）20単位  【要届出】 

褥瘡マネジメント加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問171） 

Ｑ：月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来

ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、「利

用開始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開

始月の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

Ａ：事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利

用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開

始した翌月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始

月の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

ただし、加算の算定についてはLIFEへのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌

月の10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はでき

ない。当該月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可

能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月まで

にデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に

明記しておく必要がある。 

 

褥瘡マネジメント加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問172） 

Ｑ：事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用

者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外につ

いては算定可能か。 

Ａ：原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末に

サービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFE に

提出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全員に係る情

報を提出していない場合は、加算を算定することができない。 

※介護サービス関係 Q&A集 230 参照 

 



- 100 - 

 

（２）排せつ支援加算（Ⅱ） 15単位 

（３）排せつ支援加算（Ⅲ） 20単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-71の３） 

イ 排せつ支援加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看

護師が利用開始時に評価し、その後少なくとも３月に１回評価するとともに、その評価

結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当該情報その

他排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

（２） （１）の評価の結果、排せつに介護を要する利用者であって、適切な対応を行うこと

により、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門

員その他の職種の者が共同して、当該利用者が排せつに介護を要する原因を分析し、

それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施してい

ること。 

（３） （１）の評価に基づき、少なくとも３月に１回、利用者ごとに支援計画を見直している

こと。 

ロ 排せつ支援加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）から（３）までに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（２） 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 

（一） イ（１）の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、利用開始

時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれ

にも悪化がないこと。 

（二） イ（１）の評価の結果、利用開始時におむつを使用していた者であって要介護状

態の軽減が見込まれるものについて、おむつを使用しなくなったこと。 

（三） イ（１）の評価の結果、利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者であっ

て要介護状態の軽減が見込まれるものについて、尿道カテーテルが抜去された

こと。 

ハ 排せつ支援加算（Ⅲ） 

イ（１）から（３）まで並びにロ（２）（一）及び（ニ）に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 

【留意事項】 

●排せつ支援加算は、排せつ支援の質の向上を図るため、多職種の共同により、利用者が

排せつに介護を要する要因の分析を踏まえた支援計画の作成（Plan）、当該支援計画に基

づく排せつ支援の実施（Do）、当該支援内容の評価（Check）とその結果を踏まえた当該支

援計画の見直し（Action）といったサイクル（PDCA）の構築を通じて、継続的に排せつ支援

の質の管理を行った場合に加算するものです。 

●排せつ支援加算（Ⅰ）は、原則として要介護度３以上の利用者全員を対象として利用者ごと

に大臣基準第71号の３に掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の要介護度３以上の

利用者全員（排せつ支援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定する者を除く。）に対して算定できるも

のです。 

●本加算は、すべての利用者について、必要に応じ適切な介護が提供されていることを前提

としつつ、さらに特別な支援を行うことにより、利用開始時と比較して排せつの状態が改善

することを評価したものです。したがって、例えば、利用開始時において、利用者が尿意・

便意を職員へ訴えることができるにもかかわらず、職員が適時に排せつを介助できるとは
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限らないことを主たる理由としておむつへの排せつとしていた場合、支援を行って排せつの

状態を改善させたとしても加算の対象となりません。 

●大臣基準第71号の３イ（１）の評価は、別紙様式６を用いて、以下の（ア）から（エ）について

実施します。 

（ア）排尿の状態 

（イ）排便の状態 

（ウ）おむつの使用 

（エ）尿道カテーテルの留置 

●大臣基準第71号の３イ（１）の利用開始時の評価は、大臣基準第71号の３イ（１）から（３）ま

での要件に適合しているものとして市町村長に届け出た日の属する月及び当該月以降の

新規利用者については、当該者の利用開始時に評価を行うこととし、届出の日の属する月

の前月以前から既に利用している者（既利用者）については、介護記録等に基づき、利用

開始時における評価を行ってください。 

●上記の評価を医師と連携した看護師が行った場合は、その内容を支援の開始前に医師へ

報告することとします。また、医師と連携した看護師が評価を行う際、利用者の背景疾患の

状況を勘案する必要がある場合等は、医師へ相談することとします。 

●大臣基準第71号の３イ（１）の評価結果等の情報の提出については、LIFEを用いて行うこと

とします。LIFEの提出情報、提出頻度等については、「科学的介護システム（LIFE）関連加

算に関する基本的考え方並びに事務処理及び様式例の提示について」を参照してください。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため、適宜活用されるものです。 

●大臣基準第71号の３イ（２）の「排せつに介護を要する利用者」とは、排尿又は排便の状態

が、「一部介助」若しくは「全介助」と評価される者又はおむつの使用又は尿道カテーテル

の留置が「あり」の者をいいます。 

●大臣基準第71号の３イ（２）の「適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込ま

れる」とは、特別な支援を行わなかった場合には、上記（ア）から（エ）の評価が不変又は低

下となることが見込まれるものの、適切な対応を行った場合には、上記（ア）から（エ）の評

価が改善することが見込まれることをいいます。 

●支援に先立って、失禁に対する各種ガイドラインを参考にしながら、対象者が排せつに介

護をようする要因を多職種が共同して分析し、それに基づいて、別紙様式６の様式を用い

て支援計画を作成します。要因分析及び支援計画の作成に関わる職員は、評価を行った

医師又は看護師、介護支援専門員、及び支援対象の利用者の特性を把握している介護職

員を含むものとし、その他、疾患、使用している薬剤、食生活、生活機能の状態等に応じ薬

剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士等を適宜加えます。なお、支援計画に相当す

る内容を居宅サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって支援計画の作成に

代えることができるものとしますが、下線又は枠で囲む等により、他の記録と区別できるよ

うにしてください。 

●支援計画の作成にあたっては、要因分析の結果と整合性が取れた計画を、個々の利用者

の特性に配慮しながら個別に作成することとし、画一的な支援計画とならないよう留意して

ください。また、支援において利用者の尊厳が十分保持されるよう留意してください。 

●当該支援計画の実施にあたっては、計画の作成に関与した者が、利用者及びその家族に

対し、排せつの状態及び今後の見込み、支援の必要性、要因分析並びに支援計画の内容、

当該支援は利用者及びその家族がこれらの説明を理解した上で支援の実施を希望する場

合に行うものであること、及び支援開始後であってもいつでも利用者及びその家族の希望



- 102 - 

 

に応じて支援計画を中断又は中止できることを説明し、利用者及びその家族の理解と希望

を確認して上で行ってください。 

●大臣基準第71号の３イ（３）における支援計画の見直しは、支援計画に実施上の問題（排

せつ支援計画の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき事項の見直しの必要性

等）があれば直ちに実施してください。その際、PDCAの推進及び排せつ支援の質の向上を

図る観点から、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用してください。 

●排せつ支援加算（Ⅱ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす事業所において、利用

開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、かつ、いずれにも悪

化がない場合又はおむつの使用若しくは尿道カテーテルの留置の評価が改善した場合に、

算定できます。 

●排せつ支援加算（Ⅲ）は、排せつ支援加算（Ⅰ）の算定要件を満たす事業所において、利用

開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善し、いずれにも悪化がな

く、かつ、おむつの使用が改善した場合に算定できます。 

●他の事業所が提供する排せつ支援に係るリハビリステーションを併用している利用者に対

して、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が当該他の事業所と連携して排せつ支援

を行っていない場合は、当該利用者を排せつ支援加算（Ⅱ）又は（Ⅲ）の対象に含めること

はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排せつ支援加算（Ⅰ）加算（介護サービス関係 Q&A集 1860） 

Ｑ：排せつ状態が自立している入所者又は排せつ状態の改善が期待できない入所者についても算

定が可能なのか。 

Ａ：排せつ支援加算(Ⅰ)は、事業所単位の加算であり、入所者全員について排せつ状態の評価を

行い、ＬＩＦＥを用いて情報の提出を行う等の算定要件を満たしていれば、入所者全員が算定可

能である。 

排せつ支援加算（Ⅱ）（Ⅲ）加算（介護サービス関係 Q&A集 1861） 

Ｑ：排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、リハビリパンツや尿失禁パッド等の使用は、

おむつの使用に含まれるのか。 

Ａ：使用目的によっても異なるが、リハビリパンツの中や尿失禁パッドを用いた排せつを前提として

いる場合は、おむつに該当する。 

排せつ支援加算（Ⅱ）（Ⅲ）加算（介護サービス関係 Q&A集 1862） 

Ｑ：排せつ支援加算(Ⅱ)又は(Ⅲ)の算定要件について、終日おむつを使用していた入所者が、夜間

のみのおむつ使用となった場合は、排せつ状態の改善と評価して差し支えないか。 

Ａ：おむつの使用がなくなった場合に、排せつ状態の改善と評価するものであり、おむつの使用が

終日から夜間のみになったとしても、算定要件を満たすものではない。 
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排せつ支援加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問171） 

Ｑ：月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来

ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、「利

用開始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開

始月の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

Ａ：事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利

用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開

始した翌月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始

月の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

ただし、加算の算定についてはLIFE へのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌

月の10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はでき

ない。当該月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可

能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月まで

にデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に

明記しておく必要がある。 

 

排せつ支援加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問172） 

Ｑ：事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用

者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外につ

いては算定可能か。 

Ａ：原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末に

サービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提

出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全員に係る情

報を提出していない場合は、加算を算定することができない。 

※介護サービス関係 Q&A集 230 参照 

 

排せつ支援加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問177） 

Ｑ：排尿又は排便状態が一部介助から見守り等に変わった場合は、排せつの状態の改善と評価し

てよいか。 

Ａ：よい。 

なお、見守り等については、様式に記載されている「評価時点の排せつの状態」の項目におい

て、「見守りや声かけ等のみで『排尿・排便』が可能」で「はい」が選択されている場合、見守り等

とみなす。 
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（報酬基準別表８-ラ、留意事項２－９（33）） 

●次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対し指定看護小規模多機能型居宅介護を行っ

た場合は、１月につき40単位を所定単位数に加算します。 

（１）利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の利用者の心身の

状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。 

（２）必要に応じて看護小規模多機能型居宅介護計画を見直すなど、指定看護小規模多機

能型居宅介護の提供に当たって、（１）に規定する情報その他指定看護小規模多機能

型居宅介護を適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。 

 

【留意事項】 

（１）科学的介護推進体制加算は、原則として利用者全員を対象として、利用者ごとに上記に

掲げる要件を満たした場合に、当該事業所の利用者全員に対して算定できるものです。 

（２）情報の提出については、ＬＩＦＥを用いて行うこととします。ＬＩＦＥへの提出情報、提出頻度

等については、「科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）関連加算に関する基本的考え方並びに

事務処理手順及び様式例の提示について」を参照してください。 

（３）事業所は、利用者に提供するサービスの質を常に向上させていくため、計画（Plan）、実

行（Do）、評価（Check）、改善（Action）のサイクル（PDCAサイクル）により、質の高いサービ

スを実施する体制を構築するとともに、その更なる向上に努めることが重要であり、具体的

には、次のような一連の取組が求められます。したがって、情報を厚生労働省に提出する

だけでは、本加算の算定対象となりません。 

イ 利用者の心身の状況等に係る基本的な情報に基づき、適切なサービスを提供するた

めのサービス計画を作成する（Plan）。 

ロ サービスの提供に当たっては、サービス計画に基づいて、利用者の自立支援や重度化

防止に資する介護を実施する（Do）。 

ハ ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報等も活用し、多職種が共同して、事業所の

特性やサービス提供の在り方について検証を行う（Check）。 

二 検証結果に基づき、利用者のサービス計画を適切に見直し、事業所全体として、サー

ビスの質の更なる向上に努める（Action）。 

（４）提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に

資するため適宜活用されるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 科学的介護推進体制加算   40単位  【要届出】 

科学的介護推進体制加算（介護サービス関係 Q&A集 231） 

Ｑ：ＬＩＦＥに提出する情報に、利用者の氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報が含まれる

が、情報の提出に当たって、利用者の同意は必要か。 

Ａ：ＬＩＦＥの利用者登録の際に、氏名や介護保険被保険者番号等の個人情報を入力いただくが、ＬＩ

ＦＥのシステムにはその一部を匿名化した情報が送られるため、個人情報を収集するものではな

い。そのため、加算の算定に係る同意は必要ではあるものの、情報の提出自体については、利

用者の同意は必要ない。 
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科学的介護推進体制加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問171） 

Ｑ：月末よりサービスを利用開始した利用者に係る情報について、収集する時間が十分確保出来

ない等のやむを得ない場合については、当該サービスを利用開始した日の属する月（以下、「利

用開始月」という。）の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとあるが、利用開

始月の翌月の10日までにデータ提出した場合は利用開始月より算定可能か。 

Ａ：事業所が該当の加算の算定を開始しようとする月の翌月以降の月の最終週よりサービスの利

用を開始したなど、サービスの利用開始後に、利用者に係る情報を収集し、サービスの利用を開

始した翌月の10日までにデータ提出することが困難な場合は、当該利用者に限っては利用開始

月の翌々月の10日までに提出することとしても差し支えないとしている。 

ただし、加算の算定についてはLIFE へのデータ提出が要件となっているため、利用開始月の翌

月の10日までにデータを提出していない場合は、当該利用者に限り当該月の加算の算定はでき

ない。当該月の翌々月の10日までにデータ提出を行った場合は、当該月の翌月より算定が可

能。 

また、本取扱いについては、月末よりサービスを利用開始した場合に、利用開始月の翌月まで

にデータ提出し、当該月より加算を算定することを妨げるものではない。 

なお、利用開始月の翌月の10日までにデータ提出が困難であった理由について、介護記録等に

明記しておく必要がある。 

 

科学的介護推進体制加算（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）問172） 

Ｑ：事業所又は施設が加算の算定を開始しようとする月以降の月末にサービス利用開始した利用

者がおり、やむを得ず、当該利用者の当該月のデータ提出が困難な場合、当該利用者以外につ

いては算定可能か。 

Ａ：原則として、事業所の利用者全員のデータ提出が求められている上記の加算について、月末に

サービス利用開始した利用者がおり、やむを得ず、当該月の当該利用者に係る情報をLIFEに提

出できない場合、その他のサービス利用者についてデータを提出していれば算定できる。 

なお、情報の提出が困難であった理由について、介護記録等に明記しておく必要がある。 

ただし、上記の場合や、その他やむを得ない場合（※）を除いて、事業所の利用者全員に係る情

報を提出していない場合は、加算を算定することができない。 

※介護サービス関係 Q&A集 230 参照 

 

科学的介護推進体制加算（介護サービス関係 Q&A集 232） 

Ｑ： 加算を算定しようと考えているが、例えば入所者のうち１人だけでも加算の算定に係る同意が

取れない場合には算定できないのか。 

Ａ：加算の算定に係る同意が得られない利用者又は入所者がいる場合であっても、当該者を含む

原則全ての利用者又は入所者に係る情報を提出すれば、加算の算定に係る同意が得られた利

用者又は入所者について算定が可能である。 
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（報酬基準別表８-ム、留意事項２－９（34）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして、市町村長に届け出た指

定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利用者に対して指定看護小規模多機能型居

宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき次に掲げる所定単位

数を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しません。 

 （１）生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 100単位 

 （２）生産性向上推進体制加算（Ⅱ）  10単位 

 

20 生産性向上推進体制加算  （Ⅰ）100単位 （Ⅱ）10単位   【要届出】 

科学的介護推進体制加算（介護サービス関係 Q&A集 236） 

Ｑ：サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の

要件である情報提出の取扱い如何。 

Ａ：当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあ

るが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支え

ない。 

 

科学的介護情報システム（LIFE）のデータ提出について 

（令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.10）問４） 

Ｑ：要件として定められた情報を「やむを得ない場合を除き、すべて提出すること」とされていれる

が、「やむを得ない場合」とはどのような場合か。 

Ａ：「やむを得ない場合」とは以下のような状況が含まれると想定される。 

・通所サービスの利用者について、情報を提出すべき月において、当該月の中旬に評価を行う 

予定であったが、緊急で月初に入院することとなり、当該利用者について情報の提出ができなか

った場合・全身状態が急速に悪化した入所者について、必須項目である体重等が測定できず、

一部の情報しか提出できなかった場合 

・システムトラブル等により情報の提出ができなかった場合 

やむを得ない「システムトラブル等」には以下のようなものが含まれる。 

→LIFEシステム本体や介護ソフトの不具合等のやむを得ない事情によりデータ提出が困難な場

合 

→介護ソフトのバージョンアップ（LIFEの仕様に適応したバージョンへの更新）が間に合わないこ

とで期限までのデータ提出が困難な場合 

→LIFEシステムにデータを登録・提出するパソコンが故障し、パソコンやデータの復旧が間に合

わない等、データ提出が困難となった場合 

等のやむを得ない場合においては、事業所・施設の利用者又は入所者全員に当該加算を算定

することは可能である。 

ただし、情報の提出が困難であった理由については、介護記録等に明記しておく必要がある。 
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※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-79の２） 

イ 生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策

を検討するための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及

び当該事項の実施を定期的に確認していること。 

（一） 業務の効率化及び質の向上又は職員の負担の軽減に資する機器（以下「介護

機器」という。）を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

（二） 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

（三） 介護機器の定期的な点検 

（四） 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

（２） （１）の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに

職員の負担軽減に関する実績があること。 

（３） 介護機器を複数種類活用していること。 

（４） （１）の委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケ

アの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要

な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認すること。 

（５） 事業年度ごとに（１）、（３）及び（４）の取組に関する実績を厚生労働省に報告する

こと。 

ロ 生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１） イ（１）に適合していること。 

（２） 介護機器を活用していること。 

（３） 事業年度ごとに（２）及びイ（１）の取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。 

 

【留意事項】 

● 生産性向上推進体制加算の内容については、別途通知（「生産性向上推進体制加算に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」）を参照してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方 

並びに事務処理手順及び様式例等の提示について（抜粋） 

 

〇介護機器について 

（１）加算（Ⅰ） 

加算（Ⅰ）を算定するに当たっては、以下の①から③の介護機器を全て使用することとし、ま

た、①の機器は全ての居室に設置し（全ての利用者を個別に見守ることが可能な状態をいう。）、

②の機器は同一の時間帯に勤務する全ての介護職員が使用すること。 

①見守り機器 

②インカム 

③介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するＩＣＴ機器（複数

の機器の連携も含め、データの入力から記録・保存・活用までを一体的に支援するものに限

る。） 
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（２）加算（Ⅱ） 

加算（Ⅱ）を算定するにあたっては、（１）①から③に掲げる介護機器のうち、１つ以上を使用す

ること。なお、（１）②の機器は同一の時間帯に勤務する全ての介護職員が使用すること。 

 

〇職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽

減について 

加算（Ⅰ）を算定するに当たっては、業務内容の明確化や見直しを行い、職員間の適

切な役割分担を実施すること。 

例えば、以下のことが対応として想定されるものであるが、委員会において、現場の

状況に応じた必要な対応を検討すること。 

•  ・負荷が集中する時間帯の業務を細分化し個人に集中することがないよう平準化するこ 

  と 

•  ・特定の介護職員が利用者の介助に集中して従事することのできる時間帯を設けること 

・いわゆる介護助手の活用（食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ごみ捨て

等、利用者の介助を伴わない業務を集中的に実施する者を設けるなどの取組）を行う

こと 

•  ・利用者の介助を伴わない業務の一部を外注すること 

 

〇委員会における安全対策の検討及び取組状況の定期的な確認について 

委員会は、現場職員の意見が適切に反映されるよう、管理者だけでなく、ケアを行う

職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等が参画するものとする。 

  委員会では、次の（１）から（４）までの事項について必要な検討を行い、また、委

員会は三月に一回以上開催し、当該事項の実施状況を確認し、ケアを行う職員等の意見

を尊重しつつ、必要に応じて利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負

担軽減を図る取組の改善を図ること。 

また、委員会における検討に基づき実施された取組により業務効率化が図られた場

合、その効率化された時間は、介護サービスの質の確保及び職員の負担の軽減に資する

取組に優先して充てること。 

なお、委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとし、個人情報

保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等に対応すること。 

 （１）「利用者の安全及びケアの質の確保」について 

 （２）「職員の負担軽減及び勤務状況への配慮」について 

 （３）「介護機器の定期的な点検」について 

 （４） 職員に対する研修について 
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◎加算の算定に当たっては、通知全文を確認のうえ、事務処理手順及び様式等に遺漏のな

いようにしてください。 

 

 

 

 
（報酬基準別表８-ウ、留意事項２－９（35）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合しているものとして市町村長に届け出た指定

看護小規模多機能型居宅介護事業所が、登録者に対し、指定看護小規模多機能型居宅

介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、イについては１月につき、ロについ

ては１日につき、次に掲げる所定単位数を加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しません。 

（１）イを算定している場合 

21 サービス提供体制強化加算   【要届出】 

〇生産性向上の取組に関する実績データの厚生労働省への報告について 

事業年度毎に１回、生産性向上の取組に関する実績として、加算（Ⅰ）を算定する場

合には、次の（１）から（５）の事項について、加算（Ⅱ）を算定する場合には、次の

（１）から（３）の事項について、原則としてオンラインにより厚生労働省に当該事項

の結果を提出すること。 

なお、（１）の調査の実施及び実績の厚生労働省への報告については、利用者又は家族等に

必要な説明を行い、同意を得ることとし、当該利用者又は家族等の意向に応じ、調査の対象とし

ないこととするなどの運用は認められるものであること。また、（４）の調査の実施及び実績の厚

生労働省への報告については、介護職員に必要な説明を行い、同意を得ることとし、当該介護

職員の意向に応じ、調査の対象としないこととするなどの運用は認められるものであること。 

 （１）利用者の満足度等の評価 

 （２）総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査 

 （３）年次有給休暇の取得状況の調査 

 （４）介護職員の心理的負担等の評価 

 （５）機器の導入等による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の調査 

 

〇生産性向上の取組による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減に関する

成果があることの確認について 

 （１）利用者の満足度の評価、（２）総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調  

査、（３）年次有給休暇の取得状況の調査の項目について、①から③のとおり成果が確認される

必要がある。 

①「（１）利用者の満足度の評価」について、本取組による悪化がみられないこと。 

②「（２）総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査」について、介護職員の総業

務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短縮していること。 

③「（３）年次有給休暇の取得状況の調査」について、維持又は増加していること。 
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（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）750単位 

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）640単位 

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）350単位 

（２）ロを算定している場合 

（一）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）25単位 

（二）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）21単位 

（三）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）12単位 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-80） 

イ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の全ての看護小規模多機能型居宅介護

従業者に対し、看護小規模多機能型居宅介護従業者ごとに研修計画を作成し、研修

（外部における研修を含む。）を実施又は実施を予定していること。 

（２）利用者に関する情報や留意事項の伝達又は看護小規模多機能型居宅介護従業者

の技術指導を目的とした会議を定期的に開催していること。 

（３）次のいずれかに適合すること。 

（一）当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介

護従業者（保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数のうち、介護

福祉士の占める割合が100分の70以上であること。 

（二）当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介

護従業者（保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数のうち、勤続年

数十年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以上であること。 

（４）定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。 

ロ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従

業者（保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数のうち、介護福祉士の

占める割合が100分の50以上であること。 

（２）イ（１）、（２）及び（４）に該当するものであること。 

ハ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

（１）次のいずれかに適合すること。 

（一）指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介護従

業者（保健師、看護師又は准看護師であるものを除く。）の総数のうち、介護福祉士

の占める割合が100分の40以上であること。 

（二）当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介

護従業者の総数のうち、常勤職員の占める割合が100分の60以上であること。 

（三）当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の看護小規模多機能型居宅介

護従業者の総数のうち、勤続年数七年以上の者の占める割合が100分の30以上で

あること。 

（２）イ（１）、（２）及び（４）に該当するものであること。 
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【留意事項】 

●研修について 

看護小規模多機能型居宅介護従業者ごとの研修計画については、当該事業所におけ

るサービス従事者の資質向上のための研修内容と当該研修実施のための勤務体制の確

保を定めるとともに、看護小規模多機能型居宅介護従業者について個別具体的な研修の

目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければなりません。 

●会議の開催について 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は看護小

規模多機能型居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事業所の看護小

規模多機能型居宅介護従業者のすべてが参加するものでなければなりません。なお、実

施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグループ別に分か

れて開催することができます。また、会議の開催状況については、その概要を記録しなけ

ればなりません。なお、「定期的」とは、おおむね1月に１回以上開催されている必要があり

ます。 

また、会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。この際、個人

情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い

のためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」

等を遵守してください。 

「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次

に掲げる事項について、その変化や動向を含め記載しなければなりません。 

・利用者のＡＤＬや意欲 

・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

・家庭環境 

・前回のサービス提供時の状況 

・その他のサービス提供に当たって必要な事項 

●職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平

均を用いることとします。ただし、前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開

始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前３月について、常

勤換算方法により算出した平均を用いることとします。したがって、新たに事業を開始し、又

は再開した事業者については、４月目以降届出が可能となります。 

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基礎研修課程修了者について

は、各月の前月の末日時点で資格を取得又は研修の課程を修了している者とします。 

●前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降においても、直近３月間の職員の割

合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければなりません。なお、その割合につい

ては、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算の取下

げの届出を提出しなければなりません。 

●勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとします。 

●勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人等の経営

する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接

提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとします。 

●なお、この場合の看護小規模多機能型居宅介護従業者に係る常勤換算にあっては、利用

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務は含まれるが、請求事務

等介護に関わらない業務を除く。）に従事している時間を用いても差し支えありません。 
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特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算 共通（介護サービス関係 Q&A集 33） 

Ｑ：特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修

課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とさ

れているが、その具体的取扱いについて示されたい。 

Ａ：要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるもの

ではなく、例えば介護福祉士については、平成２１年３月３１日に介護福祉士国家試験の合格又

は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成２１年４月において介護福

祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了

証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。なお、この場合において、

事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で

受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了

の事実を確認するべきものであること。 

特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算 共通（介護サービス関係 Q&A集 35） 

Ｑ：特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要

件の留意事項を示されたい。 

Ａ：訪問介護員等（訪問入浴介護従業者等を含む。以下問３及び問４において同じ。）ごとに研修計

画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護

員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。 

また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされている

が、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人

の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。なお、計画については、

すべての訪問介護員等が概ね１年の間に１回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定する

こと。 

特定事業所加算（訪問介護）・サービス提供体制強化加算 共通（介護サービス関係 Q&A集 36） 

Ｑ：特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係

る要件の留意事項を示されたい。 

Ａ：本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた

「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、

１年以内ごとに１回、定期的に医師による健康診断（常時使用する者に労働者に該当しない者に

対する健康診断の項目についても労働安全衛生法と同様とする）を、事業所の負担により実施

することとしている。 

また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働

安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合

で受診しない場合については、他の医師による健康診断（他の事業所が実施した健康診断を含

む。）を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項

目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない 
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サービス提供体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 38） 

Ｑ：産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。 

Ａ：産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めること

ができる。 

サービス提供体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 40） 

Ｑ：「届出日の属する月の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされ

ている平成２１年度の１年間及び平成２２年度以降の前年度の実績が６月に満たない事業所に

ついて、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。 

Ａ：サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第３６号等において以下のよ

うに規定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。 

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されな

くなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算

等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」 

具体的には、平成２１年４月に算定するためには、平成２０年１２月から平成２１年２月までの実

績に基づいて３月に届出を行うが、その後平成２１年１月から３月までの実績が基準を下回って

いた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成２１年４月

分の算定はできない取扱いとなる。 

 

サービス提供体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 44） 

Ｑ：「10年以上介護福祉士が30％」という最上位区分の要件について、勤続年数はどのように計算

するのか。 

Ａ：・サービス提供体制強化加算における、勤続10年以上の介護福祉士の割合に係る要件につい

ては、 

－ 介護福祉士の資格を有する者であって、同一法人等での勤続年数が10年以上の者の割合

を要件としたものであり、 

－ 介護福祉士の資格を取得してから10年以上経過していることを求めるものではないこと。 

・「同一法人等での勤続年数」の考え方について、 

－ 同一法人等（※）における異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる雇用形態、職種

（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数 

－ 事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変

更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合の勤続年数 

は通算することができる。 

（※）同一法人のほか、法人の代表者等が同一で、採用や人事異動、研修が一体として行われ

る等、職員の労務管理を複数法人で一体的に行っている場合も含まれる。 

・なお、介護職員等特定処遇改善加算において、当該事業所における経験・技能のある介護職

員の「勤続年数10年の考え方」とは異なることに留意すること。 
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（報酬基準別表８-ヰ、留意事項２－９（36）） 

●別に厚生労働大臣が定める基準（※）に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施して

いるものとして市町村長に届出を行った指定看護小規模多機能型居宅介護事業所が、利

用者に対し、指定看護小規模多機能型居宅介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分

に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。ただし、次に掲げるいずれかの加

算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しません。 

（１）介護職員処遇等改善加算（Ⅰ） 介護報酬総単位数の1000分の149に相当する単位数 

（２）介護職員処遇等改善加算（Ⅱ） 介護報酬総単位数の1000分の146に相当する単位数 

（３）介護職員処遇等改善加算（Ⅲ） 介護報酬総単位数の1000分の134に相当する単位数 

（４）介護職員処遇等改善加算（Ⅳ） 介護報酬総単位数の1000分の106に相当する単位数 

 

※厚生労働大臣が定める基準（厚労告95-81） 

イ 介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） （１）から（10）までのいずれにも適合すること。 

ロ 介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） （１）から（９）までのいずれにも適合すること。 

ハ 介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） （１）（一）及び（２）から（８）までのいずれにも適合する

こと。 

ニ 介護職員等処遇改善加算（Ⅳ） （１）（一）、（２）から（６）まで、（７）（一）から（四）まで及

び（８）のいずれにも適合すること。 

 

（１） 介護職員その他の職員の賃金改善について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、

かつ、賃金改善に要する費用の見込額が介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上

となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 

22 介護職員等処遇改善加算   【要届出】    

サービス提供体制強化加算（介護サービス関係 Q&A集 41） 

Ｑ：サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同

様に、１年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均（３月分を除

く。）をもって、運営実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始した事業所又は事業を再開

した事業所）の場合は、４月目以降に、前３月分の実績をもって取得可能となるということでいい

のか。 

Ａ：貴見のとおり。 

なお、これまでと同様に、運営実績が６月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以

降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必

要がある。 

   指導事例 

 職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を

用いることとされていますが、当該方法により職員の割合を算出していない事例が確認されまし

た。サービス提供体制強化加算を算定する際の職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方

法により算出した前年度（３月を除く。）の平均を用いてください。 
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（一） 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所が仮に介護職員等処遇改善加算

（Ⅳ）を算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決

まって毎月支払われる手当に充てるものであること。【月額賃金改善要件】 

（二） 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、経験・技能のある介護職

員のうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。

ただし、介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由によ

り、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。【キャリアパス要件Ⅳ】 

（２） 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、（１）の賃金改善に関する計

画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の

計画等を記載した介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、市町村

長（特別区の区長を含む。以下同じ。）に届け出ていること。 

（３） 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経

営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業

所の職員の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはやむを得ない

が、その内容について市町村長に届け出ること。 

（４） 指定認知症対応型共同生活介護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職

員の処遇改善に関する実績を市町村長に報告すること。 

（５） 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、

最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金

以上の刑に処せられていないこと。 

（６） 当該指定認知症対応型共同生活介護事業所において、労働保険料の納付が適正に

行われていること。 

（７） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。【キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ】 

（一） 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件（介護職員の賃金に

関するものを含む。）を定めていること。 

（二） （一）の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（三） 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実

施又は研修の機会を確保していること。 

（四） （三）について、全ての介護職員に周知していること。 

（五） 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づ

き定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。 

（六） （五）について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。 

（８） （２）の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関

するものを除く。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に周

知していること。【職場環境等要件 次ページの別表参照】 

（９） （８）の処遇改善の内容等について、インターネットの利用その他の適切な方法により

公表していること。 

（１０） 認知症対応型共同生活介護費におけるサービス提供体制強化加算（Ⅰ）又は（Ⅱ）

のいずれかを届け出ていること。【キャリアパス要件Ⅴ】 
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※加算Ⅰ～Ⅳの算定要件（賃金改善以外の要件） 

 

①月額賃金

改善

要件

Ⅰ 

②月額賃金

改善

要件

Ⅱ 

③キャリア

パス

要件

Ⅰ 

④キャリア

パス

要件

Ⅱ 

⑤キャリア

パス

要件

Ⅲ 

⑥キャリア

パス

要件

Ⅳ 

⑦キャリア

パス

要件

Ⅴ 

職場環境等要件 

処遇改善Ⅳ

の１／２以

上の月額賃

金改善 

旧ベア加算

相当の２／

３以上の新

規の月額賃

金改善 

任用要件・

賃金体系の

整備等 

研修の実施

等 

昇給の仕組

みの整備等 

改善後の賃

金要件

（440 万円

一人以上） 

介護福祉士

等の配置要

件 

区分ごとに

１以上の取

組（生産性

向上は２以

上） 

区分ごとに

２以上の取

組（生産性

向上は３以

上） 

HP 掲載等

を通じた見

える化（取

組内容の具

体的記載） 

介護職員等処遇改善

加算Ⅰ 
〇 （〇） 〇 〇 〇 〇 〇 － 〇 〇 

介護職員等処遇改善

加算Ⅱ 
〇 （〇） 〇 〇 〇 〇 － － 〇 〇 

介護職員等処遇改善

加算Ⅲ 
〇 （〇） 〇 〇 〇 － － 〇 － － 

介護職員等処遇改善

加算Ⅳ 
〇 （〇） 〇 〇 － － － 〇 － － 

注 （〇）は令和７年３月時点で処遇加算Ⅴ（１）（３）（５）（６）（８）（10）（11）（12）（14）を算定していた事業所のみ満たす必要がある要件 

 

※別表 

区分 内容 

入職促進に向けた

取組 

①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化 

②事業所の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 

③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの

構築（採用の実績でも可） 

④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実施 

資質の向上やキャリ

アアップに向けた支

援 

⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得

しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供

責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等 

⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 

⑦エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入 

⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 

両立支援・多様な働

き方の推進 

⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備 

⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員か

ら正規職員への転換の制度等の整備 

⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識づくりのため、具体的な取得目標（例えば、１週間以上休暇を年に●回

取得、付与日数のうち●パーセント以上を取得）を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等
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からの積極的な声かけを行っている 

⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解

消を行っている 

腰痛を含む心身の

健康管理 

⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実 

⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理

対策の実施 

⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策の研修、管理者に対す

る雇用管理改善の研修等の実施 

⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 

生産性向上（業務改

善及び働く環境改

善）のため取組 

⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築（委員会やプロジェ

クトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等）を行っている 

⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を実施している 

⑲５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの）等の実践による職場環

境の整備を行っている 

⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている 

○21介護ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブレット端末、スマートフォン端末

等）の導入 

○22介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等）又はインカム等の

職員間の連絡調整の迅速化に資する ICT機器（ビジネスチャットツール含む）の導入 

○23業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務（食事等の

準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等）がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うな

ど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。 

○24各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行

う ICT インフラの整備、人事管理システムや福祉厚生システム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改

善に向けた取組の実施 

やりがい・働きがい

の醸成 

○25ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境

やケア内容の改善 

○26地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実施 

○27利用者本位のケア方針など介護保健や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 

○28ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 

 

◎介護職員等処遇改善加算の算定に当たっては、「介護職員等処遇改善加算等に関する基

本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について（令和７年度分）」（令和７年２

月７日厚生労働省老健局長通知老発0207第５号）をよく確認してください。 

◎併せて、当加算に関するＱ＆Ａ等については、厚生労働省ホームページもご確認ください。 

https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/index.html 
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   指導事例 

介護職員等処遇改善加算の算定に当たっては、介護職員等処遇改善計画書を作成し、全ての

職員に周知し、市町村長に提出する必要がありますが、職員への周知の事実が確認できなかっ

た事例（周知したとするものの記録がなかった事例も含む。）、市町村長への提出後に周知して

いた事例がありました。 

当該加算の算定に当たっては、介護職員等処遇改善計画書を作成し、職員に周知して下さい。

職員への周知は市町村長への提出前に行ってください。 

また、周知に当たっては、全ての職員に周知したことが明確になるように、記録をとることが望ま

しいです。 


